
午前１０時２分 開議

○議長（奥和田好吉君） おはようございます。た

だいまから平成１３年第２回泉南市議会定例会継

続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、２３番 重里 勉議員からは欠席の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２番 竹田光良君、３番

小山広明君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、報告第７号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市水

道事業会計補正予算（第２号））を議題といたし

ます。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） ただいま上程されま

した報告第７号、専決処分の承認を求めるについ

て（平成１２年度大阪府泉南市水道事業会計補正

予算（第２号））につきまして、簡単に御説明を

申し上げます。

専決の理由でございますが、深井戸の老朽化に

よりまして地下水の取水量が減少したため、その

不足分の水量を府営水道より受水をいたしたもの

でございまして、受水費を専決補正したものでご

ざいます。

１１５ページをお開き願いたいと思います。水

道事業費用の中の営業費用、目原水及び浄水費、

節受水費に補正をいたしております。補正予算額

が１，４４５万円でございまして、受水費といたし

ましては合計５億５，１５７万８，０００円としたも

のでございます。この水量につきましては、１５

万６，２００立方メートル分の受水費でございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

－１９９－

を申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 真砂君。

○５番（真砂 満君） それじゃ、簡単に質問さし

ていただきたいと思いますが、さきの水道料金の

ときにも水の確保の問題を指摘されたというふう

に考えております。そういった意味では、深井戸

が老朽化をしたことによってこの補正の処置をと

られたと。

内容については十分理解をするところでありま

すけれども、現行の深井戸の状況ですね。それは

どのようになっておるのか。私の事務所の近くで

も以前から井戸を掘られてて、現況的には全く使

われていない状況があるわけなんですけども、そ

の使われていない部分も含めて、まだそれは残っ

てるんですよね。そこらの整理が必要だというふ

うに思うんですけども、そのあたりについてはど

のようにお考えになって水の確保をしようとして

るのか、そのあたりについての御説明をしていた

だきたいなと思うんですが。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 真砂議員の御質

問にお答え申し上げます。

深井戸の現況はどないなってるんかということ

でございますけど、現在泉南市における深井戸に

つきましては６本稼働しております。議員おっし

ゃられました議員の近くの井戸でございますが、

これにつきましては今現在休止状態という形にな

っております。

これからどうするのかということで、我々とい

たしましては、４号井戸というのは休止状態です

ので、これは認可の関係もありまして、廃止した

らまた新たに認可を受けないかんということで、

現在休止にしているという状況であります。それ

をまた今回この休止の４号井戸につきまして復活

するに当たって、その場所では一応民家も建て込

んできてますので到底無理なこともありまして、

現在予定として考えているのは、どこか民家の少

ない公共用地があれば、そこらあたりで井戸を考

えてみたいなというふうに考えております。

なぜかといいますと、中央浄水場から４号井戸

の近くという形で、この４号井戸の導入管ですね、



それにつなぎたいと。それによって費用面も安く

つくということも考えておりまして、これからど

こにするかという検討をやっていきたいというふ

うに考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） 手続とかそういった状況は

よくわかりました。できましたら、この４号井戸

ですか、いつの時点で休止になっておるのか、そ

のあたりがもしわかっておれば、明らかにしてい

ただきたいんですが、かなり以前から休止状態で

はなかろうかなというふうに思うんですよね。そ

ういった意味では、水を確保する量がその間でき

てないわけなんで、ほかにその不足分をどっかに、

例えば府水であるとか、そういったとこに求めて

いかなければいけないということだろうというふ

うに思います。

その新たな井戸を掘る場所については、既存の

管を利用するということになれば、勢い中央浄水

場近くかなというふうには考えられるんですけど

も、これはもう場所の選定も含めて、早期にその

場所設定をしていただいて、実行に移していただ

かなければならないのかなというふうに思ってる

んですが、その辺課長、どうなんですか。早期に

される予定は、既に頭の中も含めてお考えなんで

すか。時期もわかっておれば、明確にしていただ

きたいなというふうに思うんですが。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 再度の御質問に

お答え申し上げます。

第１点目の４号井戸の休止はいつごろからかと

いう御質問ですけども、これにつきましては、私

の手元の資料に残ってる分で、平成２年から休止

しております。ちなみに、平成元年の揚水量が３

万１，１５０トンしか上がらなかったということで、

平成２年度から休止している状況でございます。

この４号井戸の掘りかえ、代替ですね。これにつ

きましては、私、工務課に変わってからこういう

話はなかったんですけど、つい最近金熊寺川の伏

流水の２，８５０という問題が持ち上がりましたの

で、それでは自己水の確保を２５％どこに求めて

いくかということの論点から入りまして、４号井

－２００－

戸の休止の復活が一番ベターではないかなという

ふうなことも考えました。

そこで、つい最近でありますけども、そういう

ような形で、どこか公有財産のある場所で民家が

ない場所、それと中央浄水場に近い場所という形

で今現在検討してるということで、御理解のほど

お願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

東君。

○６番（東 重弘君） 少し質問さしていただきま

す。

自己水が不足で府水を買われるということ、先

ほど答弁にもありましたように、金熊寺川の伏流

水の取水が厳しくなった。それと、地下の井戸、

これも年々能力が落ちてるいうことも確かでしょ

うし、もう１つに自然の需要増ということも考え

られると思うんです。

私は田舎に住んでるせいか、このごろ目につく

のは臨時給水がかなりふえてる。だから、この全

体に占める臨時給水の割合。この臨時給水は手近

なところでいいますと、我々が４年に１度選挙を

する場所にも当然引いていただいておりますし、

過去には工事現場の現場事務所等、仮設にも当然

引いていた。従来、私、認識してるところにより

ますと、建築確認をとらなければなかなかメータ

ーをつけてくれなかったという覚えがあるんです

が、最近では都計法の手続違反やもう実体違反の

ところまでメーターをつけてる、給水をしている、

このように思うんですが、ここに至った経過と、

今言いました臨時給水の割合ですね。これを答弁

いただいて、また次の質問をさしていただきたい

と思います。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） お答え申し上げ

ます。

臨時給水の割合についての資料を持っておりま

せんので、ちょっと答弁できないということで御

理解のほどお願い申し上げます。

それと、臨時給水における経過ですね。これに

つきましては、我々水道部といたしましては、不

法建築であろうと何であろうと一応給水の義務と



いうのがありまして、建物が建てば給水しなけれ

ばならないということであります。その中で、と

りあえず給水の工事の申請ですね、その時点にお

きまして建築確認がついてるかどうかというのを

先確かめまして、その中で建築確認がついてる分

につきましては通常の給水、それで建築確認がつ

いてない場合につきましては、臨時給水扱いとい

う形をとって給水を水道部としてやっているとい

う状況であります。

臨時給水の建築確認をとってない分につきまし

ては、１年間のペナルティーというんですか、そ

ういうような形で臨時給水料金、水道料金、それ

をいただいてるということでございます。そうい

うような形でペナルティーを課して、水道料金も

１立方メートル当たり高く取ってるということで、

給水を行っているという状況であります。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 東君。

○６番（東 重弘君） それが１年間だけなんです

ね。私、言ってるのは、実体違反なんていうのは

恒久的な給水になるんでしょう。これ臨時という

言葉にそぐうんかどうか。これが１年間の臨時給

水費用で賄われるという話ですから、例えば水道

というのは人間の体と一緒で、心臓に当たる部分

が中央浄水場、それから手足の指先、いわゆる末

梢血管に当たる部分が泉南市の行政界に点在する、

特に調整地域が多いですから、そのあたりだと思

うんですが、そのあたり調べていくと３０ミリ、

またそれ以下の本管も入ってるわけですよね。

そういうところで臨時給水、いわゆる都計法、

建築基準法の１つも許可とらんとつくる。その場

所には法律上、農家住宅は歴然と建てれるわけで

すよ、合法的にね。３０ミリぐらいになってくる

と、５軒も使うといっぱいですよね。５つ臨時給

水の申請が出たら、今の本管で賄われないという

ことになると、臨時給水でも本管の布設はやり直

すんでしょうか。当然、今配水する義務があると

おっしゃったから、例えば申し込みが来ますと、

管を埋め直ししてやりますという話になるんでし

ょうか。それと、今言うた農家住宅と同時に出た

場合には、これ色分けするんか、それとも申し込

み順なんか、くじ引きなんか、この辺の扱いはど

－２０１－

うなんか。

１つは、恒久的ないわゆる実体違反、手続違反

は以前にとれたというもんもありますから、違反

にはいい違反と悪い違反はないでしょうけども、

以前は合法的にとれたもんが手続違反になったと

いうものもありますから、それはそれでいいとし

て、実体違反というのはもうどうしようもない建

築物、それを１年のペナルティーをとって恒久的

に給水させる。これが果たしていいのかどうかと

いうことと、今言いましたように、臨時給水で本

管が満杯になった場合、臨時給水のために本管の

布設をやり直すということがあるんかどうか。２

つ。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） お答え申し上げ

ます。

まず、先ほどの資料がないということで、今ち

ょっと手元に入りましたんで、臨時給水の件数に

つきましては、１１年度で１３５件の申請があり

ました。臨時給水であろうと、もし何軒も同じ箇

所に引くという形の中で、配水管の増径があるん

かという形でございますが、当然我々としては給

水義務という水道法がありますので、それにのっ

とって給水しなければならないという観点でいっ

てます。

そこで、将来的な展望もやっぱり加味しなけれ

ばならないと。今の間は臨時給水であろうが、将

来的にその場所が市街化調整区域か宅地区域とか、

そういうような形で変更になられる場合もありま

すので、当然給水不足が起こる分につきましては、

管の増径も図っていきたいというように考えてお

ります。（東 重弘君「恒久給水の１年のペナル

ティーをどう考えてますか」と呼ぶ）

当然、我々その１年間のペナルティーの中で、

臨時給水料金で一応給水してるわけですけども、

その中で滞納もなしにちゃんと納めていただいて

るというものにつきましては、水道内部のことで

すけども、通常な料金に変更するかどうかという

内部的な会議を持ちまして、本来の臨時給水料金

じゃなしに、普通の給水料金に変えるというふう

な形もとっております。

以上でございます。



○議長（奥和田好吉君） 東君。

○６番（東 重弘君） １３５件あるということで、

臨時給水、いわゆる仮設ですよね。仮設に似たも

んですね、臨時給水てね。仮設ということは、撤

去するということもあるわけですね。今おっしゃ

った、木岡さん、例を挙げますと３０ミリを５０

ミリにする。全部撤去して１軒だけ残った。５０

ミリはだめですね。腐るでしょう、水。５０ミリ

口径で１軒だけが使ったら、とても耐用に耐えま

せんよね。水が腐ると言われますやんか。口径が

大きくて需要が少ないと水が腐るということがあ

る。そうなった場合に、もう一度細いのに入れか

えるんですかな。そういうことですよね。

だから、受水の方でおっしゃってるけども、こ

の扱いをきつくすれば、この府水もこれだけ買わ

なくてもいいんじゃないかと。だから、それをも

う一度言うてください。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 再度の御質問に

お答え申し上げます。

あくまでもその臨時給水の中で、そういう建築

に伴う事務所というんですか、そういうふうな一

時的な２カ月、３カ月、長うても１年ぐらいの建

物については、当然３０ミリやったら３０ミリ、

５０ミリやったら５０ミリで何軒張りつくかとい

うのを我々資料的に持ってますので、３０ミリで

普通の一般家庭で３軒というような形で水量計算

した中での何軒というのがありますんで、それら

をもとに増径するかしないかというような形で持

っていきます。

その建築確認が出てない不法建築、その分につ

きまして、永久的に居住する家が何軒も張りつい

てきたという場合につきましては、やはりそれは

考えていかなければならないというふうに思って

おりまして、一時的な建物、その分について増径

までしてまた減径すると、そういうむだなことは

我々としてもやりたくないというように思ってお

りますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 自己水が減少したというこ

とで、府営水を買うために補正、専決だと、そう

－２０２－

いう御説明でしたんですが、１つは自己水が減っ

たことでの増量の対策が必要だと思うのですが、

これはずっと議論されております金熊寺川の今も

議論に出ました２，８５０トンのふやす問題ですね。

これはどの辺まで進捗しておるのか、その経過も

ひとつ御説明をいただきたい。

それから、この減った原因は何らかの形で予測

できたと思うんですが、対応できなかったのかど

うかですね。その辺もひとつお答えいただきたい。

これは現在６本あると言われましたが、ここの明

確な場所を聞いてわかるような形での表示を提供

いただきたい。

それから、水道の問題で、今下水事業でどんど

ん道路掘削が進んでおるんですが、従来の家の引

き込みの管の細さは、今基準が上がって太い管に

なっとると思うんですが、随分各家庭では支障を

来しておる、水圧が低いということですね。そう

いう問題の対策はどのようになっとるのか。

せっかく下水で道路を掘り起こしとるわけです

から、今の基準に切りかえるということを当然今

やる方が効率的でもあると思うんで、そういう対

策はどうなっておるのか。そのことの中で、どれ

ぐらい従来の１３ミリ管ですかね、それがあるの

か、そこも御説明をいただきたいと思います。

３点、よろしくお願いをいたします。

○議長（奥和田好吉君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） ３点ほど御質問がご

ざいました。

まず、自己水の確保ということで、毎回議会で

も御議論をいただいてるところでございますけれ

ども、現在２，８５０トンということに相なってお

ります。これにつきましては、なかなかこれを増

量するということについては、現在難しいという

ふうに考えております。ただ、府とは協議は行っ

ておりますけれども、なかなか進展をしないとい

うのが現状でございます。

それと、自己水の確保につきまして、今回こう

いうふうに府営水道を引いたということで補正専

決をさせていただいております。実はこれにつき

ましては、私も２５％を下らないよう努力すると

いうことを明言いたしておりますので、２号井戸

の水量が非常に減ったということで、１２年度で



掘りかえをいたしました。それと、３号井戸につ

きましても相当水量が減ってきたということで、

これにつきましては改修をいたしました。この工

事期間につきまして、取水を当然停止していると

いうことでございますので、実はその分、休止し

ていた間、府営水道で賄ったというのが本来

本来といいますか、理由でございます。

この後につきましては、それぞれ期待以上の水

量が得られてるということでございますので、御

了承をお願いいたします。（小山広明君「２号、

３号の場所を言って」と呼ぶ）

２号井戸につきましては、現在の水道庁舎にご

ざいます。３号井戸につきましては、場所等につ

きましては課長の方から御答弁申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 井戸の場所につ

いて御答弁申し上げます。

１号井戸からもう一遍御答弁申し上げます。１

号井戸につきましては、信達市場１４５４番地の

２、場所的には……

○議長（奥和田好吉君） 資料があったら資料で出

してあげてください。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） いや、資料は持

っておりません。番地を言います。２号井戸につ

きましては……（小山広明君「１号どこやねん、

場所は。市場大発団地のあそこ」と呼ぶ）市場大

発のあそこです。

○議長（奥和田好吉君） 勝手にやりとりしないで

ください。もっとスッと答弁をしてください、回

りくどい答弁の仕方せんと。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） ２号井戸につき

ましては、水道庁舎の敷地内でございます。３号

井戸につきましては鳴滝の１６３番地の３、４号

井戸は今休止になっております。６号井戸につき

ましては信達大苗代１６５番地、７号井戸につき

ましては信達大苗代４４３番地の１、８号井戸に

つきましては大苗代の４１７番地。

以上でございます。

〔小山広明君「だから、それは樫井川沿いかい

な。ちょっと言うてよ、ちゃんと〕と呼ぶ

○水道部工務課長（木岡敏雄君） それと、水圧不

足の対策について御答弁申し上げます。

－２０３－

水圧不足につきましては、当然我々も給水の義

務がありますので、水圧不足についてはできるだ

け解消するため、管の増径、また管種のやりかえ

とか、いろいろ方策を考えてやっておるわけでご

ざいますが、下水の関連で古い１３ミリの管です

ね。それについては、下水の引き込みがえ時に２

０ミリに全部かえております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 大変愚かな質問でこらえて

くださいね、わからんから聞いとるんだから。

今、お答えいただいたんですが、山野さんから

２，８５０トンの件は、これは当然、上林助役に答

えていただかないといけない、今まで議論してき

た経過からいってもですね。これは泉南市の水利

組合、水利関係者とも協議をしてという答弁もあ

るわけですし、そういうものがどう行われたのか。

これは建設以来ずっと倍近い水量を取ってきたわ

けでしょう。しかも、公的な公共機関がまあ言え

ば約束した水量を超えて取っていた、これは重大

な問題ですよね。しかし、それだけ長い間取って

きたということは、ある意味で支障がなかったと

いうことを実態的に証明しとるわけですね。

じゃ、なぜそうやってちゃんと支障もないのに

泉南市民のために泉南市でできた水を取って、た

だ一片の建設当時の許可水量ということを急に持

ち出されて、またそこに安易に戻してしまうと。

それが本当に厳密に論争するならば、大変な問題

なんですよ、これは。しかし、実態的にはもう何

も影響なくてちゃんと取られておったわけですか

ら、むしろそちらからいえば何も取っておった方

が正当性があると。じゃ、そこに２，８５０トンと

いうものを決めたときの経緯がどうであったのか

ということも、何にも明らかになってないわけで

すね。

これは常識的に言って、当時は人口の面からい

ってもそんな必要以上に水量を取ることは、向こ

うの権利があるものを取るわけですから、そんな

２，８５０トンしか要らないのに、６，０００トンと

か７，０００トンという許可をとることはあり得な

いわけでしょう。

しかし、実態的にはこういうように取ってきた



経過があるならば、ちゃんと行政間同士できちっ

と現在取っておった水については、取るように努

力するというのは当たり前じゃないですか。黙っ

て何にも言わんから取ったらいいわと、そういう

ような問題とは全然違うと思うので、そういう問

題も明らかにして、上林助役なり市長は水利関係

者とも協議をして、大阪府に今まで取っておった

水量を確保するように努力をしていきたいと、こ

ういうことを決算委員会や予算委員会、またこれ

まで議会でもお約束してきとるわけですから、山

野部長がああいうような答弁でしらっとして、あ

なた方は人ごとのようにしとる問題ではないと思

うんですよ、これ。市を挙げてやはり取り組まな

いといけない問題。これさえ行えば、今回の１，４

００万というお金は補正しなくてもいいわけでし

ょう。この問題を議論してから大分時間たちます

よ。そういう点では、もう少し真剣にやっておっ

たのかどうか。そこらは市長とか担当助役にきち

っと答弁をいただきたいと思います。

それから、この２号井戸、３号井戸の改修によ

ってその間は取水ができなかった、それは当然で

しょう。ただ、年間予算を組んどるわけですから、

そんな急に水が出なくなるわけじゃないので、そ

ういう条件が進めば、やはり年間で自己水量を何

％と言うとるわけですから、そういうことの中の

対応で２５％はキープしたいということであれば、

そのやりくりの中で一遍に２号、３号やらずにや

りくりをするとか、それから市民に対しては節水

の呼びかけを、こういう状態で府営水を買うこと

によって多くのお金がやっぱり要るんだからとい

うことも努力をして、何とかこういう財政の厳し

い状況の中で、やはり余分なお金を出さないよう

にするというのは、経営的な感覚からいっても当

然じゃないでしょうか。そういうようなことをや

はり当然取り組んでいくべきだと思います。それ

をなぜしなかったのか。安易に専決で補正をして

出してくるということは、私は問題だと思います。

それから、どこに場所があるかというのを聞い

てわかっとるやないかと言われたんですが、わか

っとる人もおるんでしょうけども、私は何回聞い

てもなかなかどこに井戸がきちっとあるのかとい

うのはわかりにくいですよ。だから、少なくとも

－２０４－

それは市民にもわかる形で表示をして、皆さんの

大事な水がここから供給されてるんですというこ

とで、市民の自分のまちでできておる水に対して

の意識を高める意味でも、私はそこに表示をして、

少なくともその周りはだれが見てもきれいなスペ

ースにするべきじゃないですか。何かごみため場

みたいに、本当にさびついて、市場大発のあそこ

なんかいつもウーッと音がうなって外へ出てます

よ。（発言する者あり）やかましいな、ほんまに。

僕はそういう問題意識で聞いとるんだからな。

あんた方は知ったことを質問しとるやないか。私

は自分が知っとるかどうかという質問をしとるわ

けじゃなしに、そういう市民にもわかる形で、そ

ういう場所をちゃんと表示して、市民の水道行政

に対する理解も深めていくべきだと。そのために

は場所もきれいにせないかんし、六尾の水源池に

しても、もう少し大事な飲料水を引いとるという

ようなことにふさわしい施設管理のあり方をすべ

きじゃないでしょうか。そういう意味で聞いとる

わけで、聞かなくてもだれでもあそこに井戸があ

るなと、そして市民の理解が得られるようなこと

をということで私質問しとるわけですから、よろ

しくお願いしたい。

それから、水圧不足について、従来の規定では

１３ミリ管であったということで、最近は家庭な

り家の設備関係も変わってきておりますから、現

在の規定は２０ミリということですから、従来か

ら住んどる方については何の責任もないわけです

ね。だから、責任持って市が水道を引くというこ

とについては、その２０ミリに変えるということ

については、これはすべて市の費用でやるという

ことの理解でいいんですね。

そしたら、下水道事業で舗装のやりかえのとき

には、自動的に全部管は２０ミリに交換をしとる

と、こういう理解でいいのですね。その場合には、

家の中ももちろん１３ミリ管でいっとると思うん

ですが、それは技術的に入れるとこだけ２０ミリ

入れれば、家の中のは変えなくても、使う分につ

いては支障がないというような理解でいいんでし

ょうかね。そこだけをちょっとお聞きをしておき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。



○助役（上林郁夫君） それでは、私の方から金熊

寺川の取水量の関係で御答弁を申し上げたいと思

います。

議員おっしゃるとおり、金熊寺川で取水してい

る施設は六尾浄水場ということで、過去六尾浄水

場の施設をつくったときにその２，８５０トンの認

可量で許可をまずしております。それ以後、私ど

もは六尾の浄水施設も拡張事業を数回繰り返しま

して、設備自体が今現在６，０００トンぐらいの取

水能力はまず持っておりまして、その当時施設を

開設した以後、当然河川に水があれば、できる限

りそれに近い処理をしておったことは事実でござ

います。

そういう点、過去８年ほど前から大阪府から強

い指摘が当然ありまして、私どももやってたんで

すけども、その指摘以後もかなり私どもも取って

いたというような事実もありまして、前回の申請

を行う時点で大阪府から厳しい指導がありまして、

これ以上取ることはならんというような、施設の

改良も含めまして許可をおろすというようなこと

もありまして、今現在２，８５０トンしか取られな

い状況でございます。

私どももそれ以後、大阪府の河川課におきまし

て、当然実態はこうやということも言いました。

しかし、やはりダムの水の放流も一たんダムから

出れば河川水でございます。そういう面からいう

て、ダムが放流して河川には当然水がふえますけ

ども、やはりそれは河川水ということからいえば、

取水が正確に言うたら取水権で非常に制限が加わ

るということであります。

そして、議員は今まで何も問題がなかったやな

いかということでありますけども、やはり六尾の

浄水場のところは築之井堰という１つの堰から取

ってるんですけども、その築之井堰の下流に数カ

所の取水箇所がございます。今まででも取水をし

ておったときには、何回となく下のその当時の水

利組合からトラブルは当然あり、取水もストップ

せざるを得ないような状態も何回となく起こって

おるのが現状でございます。何も問題がなかった

ということは今までもなかったということで、問

題が一部あったということだけ御理解をお願い申

し上げます。

－２０５－

そして、まずこの２，８００の要するに増量の考

え方が、大阪府としましては、まず２，８５０トン

は既得権で与えてると。ということは、当時六尾

浄水場を開設したときの認可水量が２，８００トン、

これの既得権で与えてると。さすれば、もし今こ

れの取水権を正確に計算した場合には、金熊寺川

の年間を通じて１０年ベースで一番少ない水量の

ときで計算すれば、果たしてこの２，８５０トンが

確保できるかという大きな問題がございます。

そういうことで、今現在それを改めて水量計算

をするとなれば、そういう計算方法でやらざるを

得ない。さすれば、そういうことであれば、この

２，８５０トンが確保できるかということが大きな

問題になってございます。そういう観点からいえ

ば、今河川水をそのまま増量というのは、先ほど

水道部長がお答え申し上げたとおり、非常に困難

という現況でございます。

さすれば、どうしたらいいかということで、水

利組合という話があるんですけども、ダムの管理

をしている泉南市土地改良区との関係の話ですけ

ども、先ほど申し上げたとおり、ダムから放流す

れば河川水になります。しかし、今の現状からは、

それをもし許可を与えるということはやっぱり土

地改良区としても非常に難しい。やる方法としま

しては、用水合理化と申し上げまして、六尾から

堀河ダムへのパイプラインの布設しか方法論がな

いという結論でございます。

さすれば、パイプラインということになれば、

多分、これは超概算でございますが、十数億の費

用がかかるんじゃないかということであれば、我

々は企業会計でございます。我々は水商売という

ことも１つ頭に置かんといけませんので、当然投

資効果がないということで、パイプラインもあき

らめざるを得ないんじゃないかということで、土

地改良区との話はそういう状況で、あきらめざる

を得ないんじゃないかということでございます。

そういう観点から、我々といたしましても、将

来的にはやっぱり大阪府との協議は、常々継続し

て行っていく一方、自己水源である地下水の増量

を求めてまいりたいと、かように思いますので、

ひとつよろしく御理解のほどお願いを申し上げま

す。



○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 通常、家を建て

たという場合におきましては、本管からの分岐に

つきましては個人負担、これが原則でございます。

それと、下水道の工事に伴う場合におきましては、

これは市負担で行っております。

以上でございます。

〔小山広明君「技術的に支障はないのかと、１

３ミリになっても」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 答弁者、一々反応しない

でください。パッと的確に言うたらサッとかわっ

てください。

〔小山広明君「いや、答弁ちゃんとしてないか

ら言っとる。そしたら議長聞いとって指示し

てくださいよ。私の言うてること聞いてられ

るでしょう」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 答弁したんですか、もう。

〔市長（向井通彦君）「答弁したね」と呼ぶ〕

〔小山広明君「市長かて何を言うてはりまんね

ん、聞いてはりますやろがな。議長」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） いや、議長ね、３回でブツ

ッと切るんやったら、やっぱり質問者のことにち

ゃんと答えたかどうかだけは確認してさしてくだ

さい。市長も何ですか、そら。私は２０ミリで引

いて、家の中に入ったら１３ミリなっても技術的

に支障はないんですかということを聞いとるんじ

ゃないですか。それを言わずに下がって、何です

か、それは。下がんなさいということはどういう

ことなんですか。市長かて一緒にこの議論聞いと

るんでしょう。何を言っとるんですか。議長があ

れだけ３回でプチッと切っとる状態の中で、もう

ちょっとあんた方は答弁きちっとやってください

よ。でなかったら、私こんなことを言う必要ない

んですよ。まじめにやってくださいよ、議会の議

論というのは。私なりに厳しくやるんやったら、

行政はそれ以上に厳しくやってください。これが

議会の議論じゃないですか。

○議長（奥和田好吉君） 質問ですか。

○３番（小山広明君） 質問じゃないですよ。だか

ら、私聞いとることが漏れとるから、言っとった

ら下がりなさいということはどういうことなんで

－２０６－

すか。

○議長（奥和田好吉君） 質問を行ってください。

○３番（小山広明君） だから、私質問したことに

答えてないから、今言ったように２０ミリで引い

ても家の中は１３ミリになるんでしょう。それで

支障はないんですかということを質問で聞いとる

わけやから、それぐらいの答弁して下がってくだ

さいよ。忘れることは構いませんよ。だから、そ

れをちょっと補足したら、下がりなさい、下がり

なさいて。何でそんな硬直したような対応するん

ですか。これは質問じゃないですよ。その２番目

の質問の答えが漏れとったから言っとるんで、そ

れでもだめですか、そういう指摘は。

○議長（奥和田好吉君） 質問をしてください。

○３番（小山広明君） いや、しますけども、２問

目の質問に対して答弁がないから、それを指摘し

とるんですけども、それも３回ということであな

たは切るんですか、そのことで。

○議長（奥和田好吉君） いいんですか。質問をし

てください。

○３番（小山広明君） それは３回目のときに答え

てください。私はあと３回目の質問に入るから、

当然その後で切ると思うんでね、そういうことを

こだわっとるわけですから。

これね、上林助役は、僕は長い答弁だったけど

も、実のある答弁だったと思います。聞きごたえ

のある答弁でしたよ。これは長い間、市が取水を

やってきたと。これは説明にはなかったですけど

も、ちゃんと大阪府には報告しとったんでしょう、

取水量の実態量を。何もあなた方は一方的に違法

に黙ってやったんじゃないのは、今までの議論の

中にもあったじゃないですか。それはやっぱり重

要に言っとかないと誤解を与えますよ。ちゃんと

取水量の実態は大阪府に報告してましたと。しか

し、急に８年前から厳しく言われたと、こういう

状態じゃないですか。

そういうことが、私は大阪府と泉南市の関係の

中に、平等でない、対等でない関係があるんじゃ

ないかなと思いますよ。ちゃんと報告しとったん

じゃないですか、きっちり。しかも、あなた方は

１０年の中で一番水が少ないときという表現をし

ましたが、金熊寺川の付近の人だったら知っとる



と思いますが、雨が降らなかったら全く水が流れ

ないような状態もあるんじゃないですか、金熊寺

川もやはり。２，８５０トンがそれでも取れる量で

すか。そうじゃないでしょう。

だから、私は合理的に水の多いときには多く取

る、少ないときは取らないという、いわゆる率で

すね。流れてくる川の水によって何割取るという

ことをやる方が合理的じゃないですかということ

もこれまで言ってまいりました。そういうやっぱ

りきちっとこちらも論をつくって、理屈をつくっ

て、大阪府と交渉しながら、大阪府が聞かないと

きにはもっと市民に訴えながら、ある意味で運動

を起こしていかないと、こんなもん実現しません

よ。

あなたの今の答弁だったら、大阪府が言っとる

ことをそのまま言っとりますが、それが正当性が

あるのかどうかということもちゃんと考えて、議

会にも協力を求めながら、今まで取ってきた水ぐ

らいはせめて、支障はあったんでしょうけども、

それはそれで調整しながらやってきたんでしょう。

大きなトラブルにはならなかった。水利からそう

いうクレームがあれば、それは対応してきたんで

しょう。何も水利からそういうクレームがあって

も、無視して取ったわけじゃないでしょう、そら

同じ泉南市民だから。

そういうことをやっぱり実態に合わして、本当

にせっかく流れてくる水を何も取らずに海に流す

よりは、泉南市民の飲料水として、それは排水と

してまた海に帰っていくわけですから。そういう

ことからいっても、せっかく半分以上泉南のこの

山があるのに、そこから流れてくる金熊寺の水を

有効に使うというのは当たり前じゃないですか、

これ。深井戸よりももっともっと自然に近い形で

の水の取り方じゃないですか。

そういうことで、市長もこういう大きな問題に

なっとるわけですから、もう少し問題点を明らか

にして、議会にも市民にも訴えて、大阪府の言い

分が正しいのか、泉南市の主張が正しいのかとい

うことをもう少し社会化しなかったら実現しない

んじゃないですか。一体大阪府のどんなレベルで

その話を今までしてきたのか。

もう少しやっぱりきちっとやっていただきたい

－２０７－

のと、私が前から提案しとります率ですね。さっ

きも言いましたように、率で取るべきじゃないか

と。一番少ないときを基準にして、そこのを何ぼ

取る、絶対量をそこで決めるよりは、多いときは

多く取るという当然のことは、今の時代に私は通

る理屈だと思いますよ。そういうようなことをき

ちっと言って、だれと話をして今こういうことに

なったのか。

あなたは最後の結論で、そういう状態だから井

戸に頼らざるを得ないと。井戸というのはいろい

ろ問題もあって、そんな多く取れないと思います

からね、せっかく降った雨の水を有効に使うよう

に、ぜひお願いをしたいと思いますから、市長、

この面についてはもう少しちゃんと市民にもわか

るように、また実現する方向でしていただきたい。

市長も議論の中では、水利関係者の了解を得る

ことがまず必要であるということを言ったわけで

すから、まず泉南市内の水利組合の方と、いつど

んな形で交渉して、どういうことを懸念されてノ

ーと言われたのか。私が言う率で取るという問題

でいうならば、泉南の水利関係者もその理解を示

さないことはないと私は思うので、水利組合の一

体どういうレベルでお話をして、どういう結論に

なったのかも、最後の質疑になるわけですから、

あと３回は恐らくもうさしていただけないと思い

ますので、ちゃんとしていただきたい。

議長におかれても、今私が言ったようなことが

きちっと行政から答弁されるように指揮をしてい

ただきたい。私も議長の指揮には従わざるを得な

いわけですから、行政の方にもよろしくお願いを

したいと思います。

先ほど残っとった境界線の問題については、ち

ょっと答えておいてくださいね。そういうことで

すな。座ってしまったらもうできないんでね。何

か漏れてなかったかな、もう１つあったと思うん

だけど。

これは言わなかったね、井戸の表示の問題。や

っぱり井戸があることをちゃんと市民にも表示を

して、その場所がそれにふさわしい敷地管理をち

ゃんとやっていただきたい。建物かて何かあるけ

ど、もうペンキも何もはげっ放しで汚いように見

えるので、そういうところもちゃんとやるのかど



うかいうことも御説明をいただきたいと思います。

それからあれも漏れとったね。そういう深井戸

の水が少なくなれば、当然１年間の中でするわけ

ですから、やりくりをなぜしなかったのか。市民

に対する節水も呼びかけないかんだろうし、そう

いうようなことも含めて、補正予算を組まなくて

もいいようにするべきではなかったかという答弁

もなかったので、それもちゃんと答えといてくだ

さい。よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 理事者にお願い申し上げ

ます。理事者におかれましては、先ほどから議員

からの発言にもございますように、質疑者の問い

に的確な答弁をお願いしたいと思います。私も会

議規則に沿った運営をしていくのが大前提であり

ますので、よろしく御協力願いたいと思います。

以上、注意を申し上げておきます。

理事者答弁。上林助役。

○助役（上林郁夫君） 金熊寺川の取水量の再度の

質問でございます。

まず、小山議員さんの水量を割合で取ったらい

いんじゃないかという御提案でございますが、や

はり許認可権を持ってる大阪府としては、そうい

う取水の許可、認可を与えるわけにはいかんとい

う１つ大きな基本がございます。先ほども申し上

げたとおり、１０年スパンで一番少ない量のとき

を計算の基礎にするということはもう基本と。そ

れはなぜかといえば、よくわかるんですわ。その

取水をしている箇所は、金熊寺川では何十カ所と

いうような形でございまして、先ほども申し上げ

たとおり、築之井堰の下にはもう数カ所の取水箇

所がございますので、その辺のトラブルは当然起

こり得るというのが基本となっております。

そして、先ほど大阪府の方へ取水量の報告をし

ておるんじゃないかということは、報告はあくま

でも河川課の方には２，８５０トンとして御報告を

申し上げておりました。これは当然我々としては、

取水権は２，８００トンしかないということから、

そのような御報告をしておったのが現況でござい

ます。ただ、府水を取っておる関係上、大阪府営

水道には実際の取ってる量で報告を行ってたとい

うのが現状でございました。

そして、水利組合の話ですが、これは直接水利

－２０８－

組合とは話をしておりません。泉南市土地改良区

の事務局は、当市の農林水産課が持っております。

土地改良区との話では、やはり今の河川水をその

まま取水するということは非常に問題があるとい

うことで農林水産課の指導もありまして、当然土

地改良区とのその面の話は非常に難しい。

ただ、考え方として、先ほども申し上げたとお

り、用水の合理化ということからいえば、当然協

議する余地があるということの農林水産課の意見

を受けまして、そのように今のところ判断をして

おるところでございます。直接土地改良区とは話

をしておりませんので、その辺の御理解をお願い

申し上げたいと思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 深井戸の工事に係り

ます件につきまして御答弁を申し上げます。

２号井戸につきましては９月から工事をしたと、

３号井戸については１月からしたということでご

ざいますが、１２年度につきましてはこの２件に

ついてやるということで、当然これについては、

工事中は取水ができないということでございます

が、特に取水量が一遍に減ったということではご

ざいませんが、いつかは工事をするということで、

延び延びになればなるほどこれについては後で難

儀が来るということで、１２年度でやるというこ

とで決定をしたものでございます。

ただ、市民に対する節水等については十分行き

渡ってるはずでございますが、この工事について

の節水協力についてはやっておりません。

それと、先ほどの井戸の位置がわかるように何

か看板を立てたらどうかとか、周りを美しくする

ようにというようなお話がございましたが、それ

も１つの考え方であるとは思いますが、我々とし

ては適正な管理をいたしてまいりたいというふう

に考えておりまして、特段ここが深井戸ですよと

いうような表示をするということについては考え

てはおりません。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 分岐点からメー

ターまで２０ミリに変えて、宅内の配管について



１３ミリで問題はないんかという御質問であった

と思いますけど、それにつきましては、従前より

１３ミリで引いてましたんで、給水不足がなけれ

ば２０ミリでも十分給水は可能であるということ

でございます。これが逆に反対であれば、当然給

水不足というのも起こりかねますけども、メータ

ーまで２０ミリの増径をやってますんで、十分対

応できるものと思っております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

成田君。

○１８番（成田政彦君） 受水費がこれによって１，

４５０万ほど上がるんですけど、７月から水道料

金が上がるんですけど、市長はこの間の値上げの

際、福祉料金のことについて、受水費がまた１，４

５０万上がるんですから、大分負担がかかるんで

すけど、福祉料金についてはあのとき検討する方

向で考えるという回答をいただいとるんですけど、

これは７月１日から実際に上がるんですから、そ

れはどのように 水道部長に聞いたって、これ

は一般会計から入れるというお金ですから、対応

の仕方は、一般会計から入れない限りこれは措置

できないんですから、これは市長、あのときああ

いう答弁したんですから、少し具体的にその回答

をお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 福祉料金についての

お尋ねでございます。

先ほど議員も御指摘のとおり、私どもとしては

市からの繰り出しが前提ということでございます。

現在、市長からの指示もいただきまして、実施を

するという方向で協議調整に入っております。現

在、関係部課と協議をいたしているところでござ

いまして、現在まだ詳細についての協議は調って

おりません。協議が調い次第、事務を進めてまい

りたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） うまく言うた。それでは

ちょっと質問の答えになってませんよ。福祉料金

は実施をするということで今調整しとる。では、

具体的に障害者、母子家庭 生活保護家庭は別

－２０９－

です。そういういろんな家庭がありますわな。具

体的に実施時期はいつで、金額はどのぐらい必要

になるのか。ちょっとその点、調整しとるんでし

ょう。話し合いしとるんだから、そういうことも

やっとる。

当然、もうあれから４、５、６、３カ月たった

んですからね。関係部局とそういう話し合いの中

身は、具体的にどういう詰めを行って、予算では

どのぐらいの規模が必要だと、これ補正組まなあ

かんでしょう、やっぱり。それはどうなんですか。

実施時期と金額と、それから大体どの辺 障害

者とかいろいろあるんで、その点ちょっと明確に

お願いします。

○議長（奥和田好吉君） 山野水道部長。

〔成田政彦君「具体的に」と呼ぶ〕

○水道部長（山野良太郎君） 先ほどもお答えを申

し上げたとおりでございまして、今のところ具体

的にこれこれというお答えにつきましてはできな

いわけでございます。当然、先ほど御指摘があり

ましたように、減免対象の範囲あるいは減免の金

額、実施時期をどうするか、所得制限等もどうす

るかと。多分申請主義になると思いますので、申

請の方法をどうするかというようなことを関係部

課と協議をいたしておるところでございます。い

ましばらくお時間をちょうだいいたしたいという

ふうに考えます。

〔成田政彦君「違う違う、答えてない。もっと

具体的に実施時期はいつかて、それは何も答

えてないやん、そんなの」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。（成田

政彦君「いや、よろしくない。何も答えてない。

答えになってない」と呼ぶ）成田君。

○１８番（成田政彦君） そらね、水道部長、それ

は全く何もしてないということやん。その中身は

一切明らかでない。今、言葉は言いましたよ、い

ろいろ障害者とかそんなん。全く中身は具体性も

ないし、いつするかもないし、３カ月間何もして

ないということや、それ。今議会に答えたことは、

その答弁だったら何もない。言葉では言うたよ。

だけど、あのとき市長は、７月をめどに取り組み

たいと具体的に言うたんだけど、水道部の答えを

見たら、具体的に予算の規模もわからないし。



そしたら、あんた、障害者の家庭世帯何軒ある

か知ってますか、ちょっと。母子家庭の世帯数、

それから障害者家庭の世帯数、これあんたら知っ

てますか。こんなもんいつでもわかりまっせ、あ

そこに聞いたら。金額大体わかりまっせ、そんな

こと調べんでも、額と。よその条例では、例えば

そこを実施してる あるでしょう。泉南市除い

て福祉料金を実施してる市がありますがな、もう。

料金体系も決まってますがな。大体年間どのぐら

い使って、そんなんあなた方の資料ですぐわかり

ますわな、どのぐらい水道料金でよその市がやっ

とるかということ。そんなもん３カ月も見んでも、

きょうでもわかりまっせ、聞きに行ったら、よそ

の市のやっとる実態は、予算、年額も。そんな３

カ月もたってそれも発表できないということにな

ったら、ちょっとそれはお粗末違いますか。と私

は思うんですけど、市長にお伺いいたします。

市長、原課があんな状態であったら、幾ら市長

が７月をめどと言ったって、これは７月どころか

来年もこれでは何の具体的な答弁もないし、金額

もない、実施時期も答えてないんですからね。市

長はあのとき、７月をめどに実施したいというこ

とを明確に答弁なされておるんですからね。原課

がああいう態度やったら、市長の言うた公約も絵

にかいたもちじゃないかと私は思うんですけど、

その点、市長どうなんですかね。あんな答弁では

ちょっと納得できませんわな。市長、聞いてどう

ですか。原課と調整 中身ないですがな、何に

も。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 福祉料金につきましては

何もしてないという意見でございますけども、我

々は十分今現在協議をしておるところでございま

す。何もやってないということはございません。

当然、今現在、水道部長が答弁したとおり、やは

り対象者はどの範囲までするか、まずそれの詰め

に今入っておるところでございます。そして、金

額はどの辺まで減額するかという、そういう面の

詰めに今現在入っておるところでございますので、

１３年度中の早い時期に実施をしてまいりたいと、

かように思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

－２１０－

〔発言する者あり〕

○議長（奥和田好吉君） お静かに願います。ほか

にありませんか。 和気君。（成田政彦君

「議長」と呼ぶ）３回やったやろ。（成田政彦君

「議長、議長」と呼ぶ）もう一度同じ注意を申し

上げておきます。理事者におかれては、先ほどか

ら議員の発言もありますように、質疑者の問いに

的確に答弁をお願いしたいと思います。その点よ

ろしくお願いしたいと思います。私としても会議

規則に沿った運営をしていくのが大前提でありま

すので、御協力お願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 御答弁願います。向井市

長。

○市長（向井通彦君） 以前、議会審議の中で７月

をめどにということで私答弁いたしておりますの

で、若干作業がおくれておりますが、再度督励し

てそれに適合するように努力をしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

（成田政彦君「議長、撤回しなさいよ、ちょっと。

１３年度中というのは撤回しなさいよ、助役は。

市長がそういう答弁したんだから撤回や、それ。

市長がそう言うたんだから撤回しなさいよ。当た

り前や、そんなもん」と呼ぶ） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 私は、もちろん１３年度中

の早い時期という表現でございます。当然、市長

との答弁とのなにがあると思うんですけども、早

い時期に実施ということですので、市の最高責任

者であります市長が最終答弁をしておりますので、

やはり市長の答弁に従っていただきたいと。私も

その早い時期ということで、市長の答弁と同じ御

理解をしてもらいたいということで、お願いを申

し上げます。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今市長が７月をめどにやる

と言っておりましたと、督励をしてそのような方

向でいきますという答弁をしとるのに、まだ１３

年度中の早い時期にて、ちゃんと整理してくださ

いよ。明らかにこれは答弁食い違ってますよ。整

理してくださいよ。

○議長（奥和田好吉君） どうなんですか、その点

は理事者の方。向井市長。



○市長（向井通彦君） 助役の答弁は１３年度ので

きるだけ早い時期にということですから、それは

１３年度ということでございますんで、間違いと

いうことではないんですけども、最終的に私がそ

ういうふうに答弁をいたしましたので、そのよう

にいたすということでございますから、御理解を

いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 今、いやしくも市長を補

佐される、市長に次ぐ権威者であります助役が早

い時期にと言いますと、これはもう本当に拡大解

釈をいたしますと、前半６カ月、１０月まででも

解釈によっては早い時期だと。そんなあいまいな、

いわゆるニュアンスの違いでどうにでもとれるよ

うな、そういう答弁で議会答弁を終わられるとい

うことでは、これはやはり問題があるんではない

かというふうに思うんですよ。

７月１日から府営水受水にかかわって、７次拡

張にかかわって、水道料金が非常に高騰せざるを

得ない、高騰してきたと。それによって料金改定

をお願いせざるを得ないと。しかし、同時にその

ことは低所得者の皆さんに多大な生活、暮らしの

しわ寄せになっていくと。だから、めどに同時施

行するというふうな認識で、片一方で値上げする

んですよ。片一方で負担がいくんですよ。そうい

うことで、きっちりと答弁もしておられるわけで

すから、それを今になってそういう言い回しで答

弁を糊塗されるということでは、これはやっぱり

どうかなというふうに思うんですよ。

そういう点では、やはり７月をめどにこれは鋭

意督励をしてやっていくと、この言辞を変えたら

いかんですよ。だれが聞いてても、あなたと市長

の言い回しの中には、だからあなたが撤回されて、

その上で市長が、私の見解は７月をめどに実施を

やっていくように督励していくと。これもちょっ

と空文句みたいなもんですが、きょうはもう２９

日ですからね。だから、その辺はしっかりと再度

あなたがまず撤回される、市長がもう一度しっか

りした答弁をされる、こういうことで、順序はそ

れから出発してください。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

－２１１－

○助役（上林郁夫君） 私の答弁で非常に誤解を与

えました。当然、誤解を与えましたことに対しま

してはおわびを申し上げます。そして、その答弁

につきましては、撤回というんですか、その辺の

ことをよろしくお願いを申し上げます。（和気

豊君「撤回するんですね」と呼ぶ）はい。そして、

先ほど市長の方から答弁いたしました７月１日に

向けてということにつきましては、私どもも精い

っぱい頑張って事務を進めていきたいなと、かよ

うに思います。よろしくお願いを申し上げます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 水道事業の専決に対して反

対の立場で討論さしていただきますが、今の議論

の中でも十分これは避けられたのではないかと思

います。当然、井戸の改修については事前にわか

るわけでありますし、また市民に対する節水への

呼びかけも全くしておらなかったという これ

に関してはですね。そういうことでは、やはり水

道料金を安易に値上げすることにつながっていく

わけであります。

また、金熊寺川からの取水においても、やはり

もっと努力をして、泉南市の言い分を府に通しな

がら、大事な自然水を泉南市民のために提供して

いくという、そういう努力をぜひしていただきた

い。大阪府に言われればそれでシュンとするよう

な行政であっては、行政はいいかもわかりません

が、そのことで影響を受ける市民はたまったもの

ではありません。長い間の取水の実績に踏まえて

も、私は一定の割合によって取水をするという全

く合理的なことが通らないはずはありません。

そういうことで、そういうことも努力が全く結

果的には見られないわけでありまして、こういう

安易な専決で大事な予算を出していくということ

にももちろん反対でありますし、十分対応ができ

たのではないかということで反対をいたします。

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。



○１９番（和気 豊君） 専決第７号、専決された

中身については、いわゆる深井戸が枯渇し、それ

にかわって府営水を受水しなければならない、こ

ういう問題であります。今の現状では、いろいろ

大阪府との折衝など課題はありますけれども、当

面専決をして市民に給水をする、こういうことに

なれば、今差し当たっては府営水に依拠せざるを

得ない、こういうことでとられた処置であります。

ただ、このことが一定水道料金に反映するとい

うことは、府営水が値上げされたことからも明ら

かであります。そのことによるしわ寄せ、これが

低所得者の皆さんに及ぶと、こういうことも明ら

かであります。そのことについては、先ほど最終

助役から答弁ありましたように、市長の７月１日

をめどに福祉料金を実施していく、この立場を踏

まえて早急に処理をしていくという答弁がありま

したので、これを了として賛成をしたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより報告第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って報告第７号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第３、報告第８号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１３年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第１号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第８号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１３年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１

号））について御説明を申し上げます。

専決の理由でございますが、平成１２年度一般

会計の出納が平成１３年５月３１日をもって閉鎖

されるについて、１億６，３８６万４，０００円の赤
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字となりますので、地方自治法施行令第１６６条

の２の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充

当の上決算を行うことから、平成１３年度予算に

おいて不足額の予算措置が必要なため、専決処分

としたものでございます。

補正の内容でございますが、１１９ページをお

開き願います。

歳入歳出の総額にそれぞれ１億６，３８６万４，０

００円を追加いたしまして１９８億１，８２６万４，

０００円とするものでございます。歳入歳出の明

細につきましては、１２３ページから１２４ペー

ジに記載しているとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御承認賜りますようお

願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） この赤字になった主な原因

についてちょっと御説明をいただきたい。これは

先ほど質疑のあった４億円ほどの減額も含めての

関係だと思うんですが、その辺も含めてひとつ御

説明いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 赤字になった主

な原因ということでございますけども、平成１２

年度におきまして１億６，３００何がしが赤字とい

うことでございます。ただ、これにつきましては、

平成１２年の歳入総額で説明さしていただきます

と２０４億６，８００万円、そして歳出総額が２０

２億４，８００万円、歳入歳出差し引きいたします

と２億１，９００万円の黒字でございます。

ただ、これは形式収支ということでございまし

て、翌年度へ繰り越す事業がございます。この後、

継続の報告議案でございますが、その中で７事業

等、砂川樫井線あるいは牧野公園等の翌年度へ繰

り越す事業がございます。当然、事業を繰り越す

ということにつきまして、財源もそれに伴って送

っていかなあかんという財源が３億８，３００万円

ございます。そして、その差し引き１億６，３００

万円が赤字ということでございます。

この主な原因でございますけども、歳入におき

ましては、やはり市税収入が昨年度より約２億円



ぐらい減少したと。そして、歳出につきましては

人件費が増額、そしてまた公債費も増額になって

おるということでございます。人件費につきまし

ては、１２年度からは特別職の１０％カット、管

理職の１０％カット、あるいは一般職の２％カッ

ト等の行財政改革の一環としての方策等を講じて

きておりますけれども、やはり退職金の増に伴っ

て人件費が増額になったということが大きな原因

ではないかなというように考えております。

そして、減額の４億円との関係でございますけ

ども、減額につきましては、予算ということで１

２年度の最終予算の中の１つの見込みということ

で減額をさしていただいたということでございま

す。どうか御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） そうすると、大まかに言い

ますと、歳入で市税収入が２億円の減ということ

ですね。それから、退職金の増が原因であるとい

う、こういうことが大きな原因だというように御

説明したと思うんですが、この退職金の場合には、

そうすると当初予算には盛り込まずに、年度途中

でそういう事態が生じて歳出が多く要ったのかな

と思うんですが、この退職金の増は一体どれぐら

いあって、今後についても退職者の増が大変多く

出るということを言われておりますが、歳入減と

いうのはいろいろ景気の動向等にも左右されると

思うんですが、退職者がどんどん出てくることが

今後の泉南市の財政を大きく圧迫をしてくるとい

うように思うのです。また、公債費も多くなった

という、この公債費が多くなった面についても、

もう少し内容をいただきたいのと、退職金につい

ては今後のことも含めて、これをどういうふうに

して回避していくのか。

言われておる退職金引当金みたいなことを基金

としてやっぱり積み上げておく必要があるんじゃ

ないか。でないと、その年度の予算でドンと退職

金を出さないかんとなると、大きく市の財政に影

響が直接に来ますんでね、その辺は今後どう考え

られるのかですね。こういうこともなべて考えま

すと、地方債みたいな形は、このことには適用で

きるのかどうか。

－２１３－

急に出ても 長い目では平均してくると思う

んですけども、やはり退職者が固まるので、その

年度で処理をするとなるとかなり硬直した財政運

営しかできなくなるんで、そういう地方債みたい

なことがこういう退職金引き当てに機能できない

のか、そういう議論はないのか。いわゆる赤字補

てん債みたいな形で、地方自治体もそういう事業

の地方債じゃなしに、財政そのものの不足分を補

う地方債も何か発行できるような状況にあると思

うんですが、退職金についてもそういうことを考

えていく性質のもんじゃないかなと僕は思うんで

すが、その点でのお答えをいただきたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） まず、退職金の

関係でございますけれども、１１年度と１２年度

と比較さしていただいて約２億３，０００万円の増

額ということになっております。

それと、それを地方債というんですか、起債等

で賄えないかという御質問だったかと思いますけ

ども、確かに制度といたしまして退職手当債とい

う制度はございます。しかし、それは定員管理計

画、そしてまたその各定数の問題、いろいろとそ

れの起債を受けるについて整理するべき課題とい

うのがたくさんございます。それをしていく中で、

相当な課題、ハードルを越えなければ、その退職

債が受けられないということでございますので、

その点御理解のほどよろしくお願いします。

それと、現在我々といたしましては、できるだ

け今般の行財政改革大綱にもお示しさしていただ

いておりますように、歳入の確保に努め、そして

また歳出におきましては、最大限抑制を図ってい

きたいということで考えております。そして、で

きるだけ市民サービスの低下を来さない範囲内で

頑張っていきたいというように考えております。

そしてもう１点、公債費の関係でございますけ

ども、公債費につきましては、過去からの起債の

発行ということで、約２４０億円の一般財源で起

債残高がございます。その中で、この１３年、１

４年度が一応公債費の償還のピークということで、

１５年以降は減少傾向に転じるということでござ

います。



以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 公債費の説明ではやっぱり

プラスになったということですから、あなたは今

全体状況の流れを言っただけですから、特にこの

赤字を生み出した要因となった公債費が、この年

度で予定よりもプラスになったという説明があっ

たわけですから、それはどういうことかというこ

とを聞いとるので、一般的な公債費の流れという

ことを聞いたわけじゃないので、後の答弁でそこ

をきちっと言っていただきたい。

それから、退職者の問題で２億３，０００万円が

１１年度から比べて多くなったということで、今

回も１億６，０００万円の赤字を繰り上げて歳入、

お金をそこに入れるわけなんですが、やはりこの

退職者はこれからも 泉南市は今回定員管理計

画案というのを出されまして、今後の退職者の出

てくる割合もちゃんと出されましたわね。そうい

うことで、これは年度に固まるということは、そ

れには年度予算で対応できないわけですから、当

然そういう地方債的なもので対応する性格のもん

ではないかなと。

また、そういう制度があるということですが、

それに乗るためには、いろんな定数の問題とか定

数管理などの課題がたくさんあって、ハードルを

越えないとできないという答弁があったんですが、

やはりそれはそういうことをきちっとやることに

よって、いわゆる定数管理が計画的にやれるとい

うことですから、高いハードルはむしろ越える形

で、そして一般の予算にそういう退職金なんかが

影響しないようなことはぜひしないと、私は逆に

問題ではないかなと。

退職はこれからいよいよ多くなってくるわけで

しょう。あなた方が今出された管理計画の中でも、

今１３年ですかね、１８年に２０人 ７人から、

それまでの１７年から１８年にかけて１３人も一

挙にふえるわけですね。その後、２３、３１、３

０、１９、２９、３０と２４年まで、大きなけた

で退職者がふえるという状況を出しとるわけです

から、当然それは今の比じゃない対応が迫られる

んで、その都度次の年度からお金を繰り入れるん

では、次の年度にも大きな影響、事業に影響を与
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えるわけですので、早急にあなたが言うハードル

はどういうハードルか全部明らかにして、議会に

も示して、やはりそういう制度は利用しないと、

市の状況は乗り越えれないのではないかなと思い

ますので、そういう点での退職手当債を受けるよ

うなことをぜひ事務的に進めるべきじゃないかと。

進めて、それは議会にも市民にも示すべきだと。

それがやっぱり退職者にもというか、働いとる

職員の方にも安心感を与える。このままやったら

退職金くれへんのと違うかと、そういうことにも

短絡しがちなんでね。それは正直言って金がない

わけですから。そやけど、ちゃんと地方債でこう

いう形で、長年にわたって市民に負担をしていた

だくんですよと、こういう制度的にも取り入れま

したよということになれば、職員の働く意識も安

定をしてくるんじゃないかなと思います。

退職の問題では、この際特別職に対するいわゆ

る功労金みたいな形で条例化してしまいましたけ

ども、特にこういう財政破綻に追い込んだのは特

別職の責任が大きいわけですから、いや、わしの

ときでないよという意味もあるかもわかりません

が、残念ながら今の市長は泉南市の歴史を背負っ

た市長ですので、この際そういう特別功労的な、

特別に加算するような退職金はやっぱりもう廃止

していくべきだと。むしろ、もうペナルティー的

に金持ってこいというようなことにならざるを得

んと思うんですよ、こういうことになれば。そう

いうことも含めて、退職金に対する対応をお聞き

して最後にしときたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） これからの財政運営の

中で人件費の占める割合、特に定年退職者の推移

から見まして大きくなってくる、これは我々とし

ても予想しているわけでございます。そして、今

後１８年以降に２０人とかそれ以上の退職者が出

てくるという中で、我々この退職金のというんで

すか、退職手当の額をいかに確保していくかとい

う問題が一番大きいと思います。

ただ、この退職手当の支給につきましては、当

然制度的には退職手当債の発行というのが、これ

はもう認められているというところがあります。

そして、そのときの１８年以降の財政状況という



んですか、その辺も我々としては今後どうなって

いくかということも、十分これは念頭に入れて、

この分を検討していかなきゃならんと思います。

ですから、当然退職手当債を発行する場合につ

いても、そのときの財政状況で限度的に一体幾ら

ぐらい発行できるかという問題もあります。です

ので、ことしの１３年度につきましても、二十数

人の退職者が出られます。その分について、これ

からまた我々としましては、税とか一般財源をど

ういうふうに確保しなければならないとか、そう

いった年度ごとの検討についても必要になってき

ますので、その都度、その都度、これは単年度、

単年度の議論と、それと中長期的な議論とかみ合

わせまして、この退職手当、特に人件費の議論を

していきたいと、このように思います。

ですから、制度が認められておりますので、た

だ制度を適用するということになりますと、先ほ

ど課長が申し上げましたように、例えば定数を先

引き下げなければならないとか、あるいは財政の

運営計画をどういうふうにやらなければならない

とか、そういった計画を国の方に提出しまして、

その上でこれが認められるということもあります

ので、その辺も考慮しながら、この分については

対応していきたいと、このように考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

（小山広明君「いやいや、まだ答え、答弁

ないじゃないですか、議長。ちゃんと整理してく

ださいよ」と呼ぶ）中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 小山議員さんの方か

ら特別職の退職金の関係の御指摘がございました。

これは、以前に特別職の退職金については、府

下の状況等を見た中で、府下の中でも一番低い数

字ということの中で条例制定をさしていただいて

おりますので、その形で現在は進んでおります。

今後も、今のところその条例についての改正とい

う予定はいたしておりませんので、よろしくお願

いします。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れはないですな。

ほかにありませんか。 以上で本件に対す

る質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

－２１５－

これより報告第８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第８号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第４、報告第９号 平成１２年度大

阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書に

ついてを議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第９号、平成１２年度大阪府泉南市一般会計予

算の繰越明許費につきまして、地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定により、繰越計算書を議

会に報告するものでございます。

なお、当該繰越明許費のうち介護予防拠点整備

事業、長谷東山堀河林道整備事業、各小学校コン

ピューター教室設置事業につきましては、平成１

３年第１回定例会で原案可決済みの平成１２年度

一般会計補正予算第７号で設定済みでございます。

また、総合計画策定事業、道路新設改良事業、砂

川樫井線新設事業、牧野公園整備事業につきまし

ては、先般御承認いただきました平成１２年３月

３１日付専決いたしました平成１２年度一般会計

補正予算第８号で設定済みでございます。

それでは、繰り越し内容につきまして順次御説

明申し上げます。

１２７ページの上段でございますが、総合計画

策定事業につきましては、第４次泉南市総合計画

策定に当たりまして、各部門別計画草案づくりに

時間を要したため、全体的にスケジュールに遅延

が生じ、年度内に執行することが困難となりまし

て、事業金額１，２００万円を繰り越ししていると

ころでございます。

続きまして、介護予防拠点整備事業につきまし

ては、国の補正によります補助事業でございまし

て、平成１３年第１回定例会一般会計補正予算第



７号で予算化されたところでございますが、年度

内に執行することが困難であり、事業金額１，００

０万６，５００円を繰り越ししているところでござ

います。

続きまして、長谷東山堀河林道整備事業につき

ましては、全体事業の早期完成を図るため、当初

予定よりも予算の範囲内で事業量を増加したこと

によりまして、年度内での完了が困難となり、事

業金額２，１２８万１，０００円を繰り越ししている

ところでございます。

続きまして、道路新設改良事業につきましては、

通常より有利な起債 臨時経済対策債でござい

ますが、これが充当されることから、平成１３年

第１回定例会一般会計補正予算第７号におきまし

て予算化されたところでございまして、年度内で

の執行が困難であり、事業金額２，３００万円を繰

り越しているところでございます。

続きまして、砂川樫井線新設事業につきまして

は、大型工場の事業地内の工場撤去作業がおくれ

たことによりまして、年度内に完了することが困

難となり、事業金額６億７，１２７万５，０００円を

繰り越ししているところでございます。

続きまして、牧野公園整備事業につきましては、

事業地内におきまして青線 水路でございます

などが存在し、その処理方法に時間を要した

ため年度内に完了することができず、事業金額４，

３３８万７，０００円を繰り越ししているところで

ございます。

続きまして、各小学校コンピューター教室設置

事業につきましては、平成１２年度の国の補正に

よります国庫補助事業でございまして、補助の確

定や実施教室の決定等がおくれましたため年度内

に完了することができず、事業金額８，４００万円

を繰り越ししているところでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） この中で、砂川樫井線の６

億７，０００万円の繰り越しですが、これは議会の

方で議論がありましたいわゆる都市計画決定を打

－２１６－

った後に工場、建物が建てられて、そこに溶鉱炉

というんですか、中心施設が建ったということで、

当然その移転に対しては、計画決定してから建物

や設備が建ったわけですから、そういうものは補

償の対象にはなりませんよねということで、それ

はそのような方向で話を進めると言っておったん

ですが、これはそういうことはちゃんと守られて

補償契約がされておるのかですね。

建設省あたりの補償基準にのっとってやったと

いうことが一方にあると思うんですが、それは地

元の人しかわからないわけですから、その辺はそ

ういう形での処理がされておったのか、そこだけ

ちょっとお聞きをしておきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 補償の方

法でございますけども、砂川樫井線の用地に係り

ますこの工場の補償は、１１年度及び１２年度の

２年間にわたって、手法といたしましては全体設

計承認という形で補償を行っておるところでござ

います。

内容といたしましては、製造工程のラインを変

えるということでございまして、本来製造工場に

ついての移転などには休業補償を伴うわけでござ

いますけども、この工場につきましては、休業せ

ずに何とか移転ができないかという協議の結果、

工場としては新しく工場敷地内に製造ラインをつ

くりまして、それで移転をしなければならない工

場の部分については、新しい製造工程が整い次第

移転をするという手法をとってやってきたわけで

ございまして、今回年度内に執行できなかったと

いうことにつきましては、新製造ラインの方で一

部不調整の部分がございまして、その部分の製造

ラインに乗るのがおくれたということでございま

したので、旧製造ラインを使ったということでご

ざいます。

以上が補償の経過でございます。

〔小山広明君「聞いとることと全然違うこと答

弁しとるんで、議長言うてくださいよ。全然

違う答弁しとる。そんなこと聞いてない」と

呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者に申し上げます。

的確な答弁をしていただかなければ前に進みませ



ん。質問者の内容を把握できてますか。

山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 今回、建

物を補償したとか、そういうような形ではござい

ません。先ほど私が御答弁申し上げましたように、

全体設計によって移転をしたということでござい

ますんで、個々のかかる建物について評価をして、

それを補償するという形はとっておらないところ

でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 若干この繰越明許の議案と

は少し離れておるのはわかって質問しとるんで、

それは大変申しわけないと思うんですが、これで

最後的な、本来であればもう終わっておる議案で

ございますから。

ずっと議論されてきて、こちらに移設した設備

というのは、当初道路計画地にあったところに建

物が建てられ 計画地があって、計画してから

ですよ、建物が建てられ、そこに溶鉱炉、いわゆ

る中心施設が建って煙突も立っておりましたよ。

それがこっちに移転したわけですね。

その場合には、やっぱり当然先に計画決定打っ

てあるわけやから、その後に建ったものまで正当

に補償することはないということで、何回もこの

場でも議論されておったので、そういう一方では

建設省の許可、補償基準にのっとってやるよと言

ったけども、国の方はそれは余り知らない部分も

あるかもわかりませんから、ちゃんとそういう点

ではそういう計画決定がなされて、その後に起こ

った行為について補償するということはあり得な

いんでね。

そういうことはちゃんとなっておりますかとい

うことを確認したんで、直接この繰越明許の対象

ではないかもわかりませんが、事業そのものはこ

れで終わりみたいなところがありますから、そう

いうことがそういう経過を踏まえて補償をされた

かどうかということを聞いとるんで、されたなら

された、いやこれはちゃんと建物があったんだか

ら、中心施設の溶鉱炉、それもあったんだから、

それの移転もこの補償の６億７，０００万円に入っ

とるよということなのか、そこをちょっとお聞き

しておるだけですから、よろしくお願いいたしま

－２１７－

す。

○議長（奥和田好吉君） 答弁は的確に答えている

という理事者の発言でございます。進めてくださ

い。（小山広明君「いや判断してください。的確

じゃないでしょう」と呼ぶ）理事者は責任を持っ

て答弁をいたしておりますので。小山君。

○３番（小山広明君） いや私２回言ったように、

そんな答弁してないでしょう。恐らくここの繰越

明許は違うことを言っとるからというんで、これ

に沿って答えたと思うんですが、それはよくわか

るんですよ。しかし、これは本来繰越明許しなけ

りゃこれで終わっとる事業ですからね。その移転

補償は先ほど言ったような経過の中でのことがあ

りますから、そういう建物なり設備の補償を正当

にすることはできないですね、先計画打ったとこ

へ建物を建てたり設備をつくったわけですから。

それは補償に入ってないんでしょうなということ

を聞いとるんですから、それは答弁してないでし

ょう。だから、それはちゃんとしてくださいよ、

答弁したと言っても。できないならできないで、

その理由をちゃんと言ってくださいよ。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。答弁はで

きるならできる、できないならできないとはっき

り言ってください。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 同じ答弁

をいたしますが、今回の補償については、これは

建物の評価をして、個々の評価をして、それで補

償したわけではございません。製造工程の全体設

計という補償方法によって補償したわけでござい

ますんで、御了解いただきたいというふうに思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 全体何とかって、それがよ

くわからない。全体の中には建物の補償、建物を

こっちにあったのをこっちに移す補償とか、設備

もこっちにあったわけですから、それが何か操業

を停止せずにそういうことをやったという説明も

あったように、全体の中に私が言った計画決定を

先に泉南市が打ったわけですよ、何にもないとき

に。その後に建物を建てたり設備をつくったと。

それが今回移転されたわけですよね、こっちへ。

それは当然そういう経過からいったら補償の対象



にならないですよ、常識からいったって。だから、

そういうことでしょうなと。

しかし、僕の疑いでは、あれもこれだけの金額

ですから、そういうものもあそこに建物があった

と、設備もあったということを認めて、それの移

転補償をしたんじゃないかという疑問があるから

聞いとるんですからね。説明しましたと、全体の

全体てようわからん。全体の中に入っとるん

でしょう、僕が言った分が。だから、それをちゃ

んと説明してくださいよ。そら困りますよ、ちゃ

んとそういう説明してもらわんと。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 補償の方

法が違うわけでございます。物件があって、その

物件の移転しなければいけない部分だけの補償で

はございません。工場全体の製造工程をとめるわ

けにはいきませんので、不法建築であろうと、ま

た正規の建築であろうと、それはもう関係ないこ

とでございます。アルミニウムの製造工程の全体

を補償するという形での補償手法をとったわけで

ございます。

〔小山広明君「議長、それはあかんですよ。不

法建築であろうと何であろうとここに入っと

るんですよ、問題が」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者、もっとはっきり

と、入ってるのか入ってないのかと言うてるんや

から、入ってるなら入ってる、入ってないなら入

ってない、はっきり言うたらええのと違うのん。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 入ってお

りません。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

（小山広明君「議長、違いますよ、そら」と呼ぶ）

島原君。

○１６番（島原正嗣君） 債務負担行為というその

行為は、財政上あるいは市政の運営上、非常に理

解しにくい問題もたくさんあるわけですね。事業

がおくれた部分を繰り越すわけですから、本来な

ら決定した年度内にきちっと整理をしていくとい

うのが原理原則ではないですか。

これは意見ですけれども、特に僕がお伺いした

いのは、教育費の中の小学校ですね。コンピュー

ターの導入の関係があるんですけれども、これは

－２１８－

おくれたという理由は、国の責任でそれぞれの補

助金の交付がおくれたのか、いやいやその交付金

はもう既に出てるんですけども、本市の市教委の

対応として何か欠陥なり問題があっておくれたと、

こういうことなのか、もっと具体的に御答弁をい

ただきたい。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 小学校のコンピュ

ーター教室の改造事業のことでございますけれど

も、先ほど助役の説明にもございました。

平成１２年度の国の２次補正による国庫補助事

業ということで、年度内完了を目指しておりまし

たけれども、学校現場との実施するその教室の決

定とか、そのあたりに手間取りまして工事着手が

おくれました。そして、この３学期中にやりたい

という計画ではおりましたけれども、このおくれ

により繰り越しをさしていただくということにな

りました。

実際、工事をやります場合にも、授業の妨げに

ならないというようなことで、その影響を避ける

ためこの夏休みに実施したいというふうに考えて

おりまして、対象校は砂川小学校と、それから新

家東小学校、それから西信達小学校、雄信小学校

と、以上の４校でございます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） お願いをしておきたいの

は、やっぱり教育というのは日進月歩、非常なス

ピードで進んでおるわけでありまして、できれば

年度内に決めた範囲内の中で、学校現場のいろん

な事情はあるでしょうけれども、教育という視点

からすれば、これはやっぱりきちっとしてる行政

もあるわけですから、本市の場合も補助金をもろ

うて、期間の遂行、決定したとおりにちゃんとセ

ットしていくということが子供たちに対する教育

のあり方ではないですか。意見として申し上げて

おきます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

以上で本報告を終わります。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 １分 休憩



午後１時１８分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第５、報告第１０号 平成１２年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書についてを議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第１０号、平成１２年度大阪府泉南市介護保険

事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書につきま

して御説明を申し上げます。

議案書１２９ページでございます。

平成１２年度大阪府泉南市介護保険事業特別会

計予算繰越明許費に係る経費でございますが、支

給限度額一本化システム開発事業につきまして、

事業費４４３万１，０００円のうち３９０万６，００

０円を翌年度に繰り越すものでございます。明細

につきましては、１２９ページの計算書に記載の

とおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） この繰越明許になった理由

について、もう少し詳しく御報告をいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） こ

れにつきましては、平成１４年４月１日から施行

する支給限度額一本化に伴いまして、１２年度に

補正をいただいたものでございまして、１２年度

だけではシステムの開発ができないということで、

１２年、１３年にまたがってシステムの開発を行

うということでお願いするものでございます。

内容といたしましては、訪問ケア、通所系のサ

ービスは支給限度額が定められており、短期入所

サービスは支給限度が日数で設定されていますが、

利用者のサービスの利用の選択性、利便性を高め

－２１９－

るため、また、あるいは支給限度額の管理を簡素

化さすために、このようなシステムを開発すると

いうことでお願いをするものでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） なぜ繰り越したかというの

を具体的にちゃんと理由を示してもらわないと、

全くわからない説明なんですね。なぜその１２年

度にできなかったのか。いろんなことがあったと

思うんですね。そういうことをちゃんと説明をし

て、基本的には年度内、年度内にやっぱり予算消

化していくもんでしょう。それを繰り越すからに

はそれなりの理由があるわけですから、それはあ

なた方にミスがあったのか、職員が足らないから

できないのか、どういう要因があってこれができ

ないのかということをちゃんとやらなかったら、

安易に繰り越し、繰り越しとするんじゃ、どんど

ん後にしわ寄せが行くでしょう、事業の。年度年

度にはきちっと予算を消化していくという、それ

が市民のサービスにもつながるわけですから。全

然今の話だったら、なぜ繰り越したのかというの

は、内容の説明がないじゃないですか、これ。

○議長（奥和田好吉君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） ただい

ま部長が御説明申し上げました経緯から、平成１

２年の１１月の臨時国会で決定されまして、実際

に平成１３年の３月にこの事業に係る補助金の補

助決定がなされました。それで、３月議会でこの

件につきましては、補正予算として上げさしてい

ただいております。補助金の決定が遅くなってい

るために、１２年度、１３年度にまたがったシス

テム開発となってございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） それだったら、これは国の

決定が１２年の１２月に行われたんですね。この

地方自治体の予算措置としては３月にしたわけで

しょう。そしたら、何もこれは繰越明許にすると

いうのは、全く事業ができないことがわかってお

りながら予算だけ上げたと、こういうことだった

らやっぱり問題なんでね。初めからできないこと

がわかって予算に上げとるわけですね。それであ

れば、もうちょっとこういうものの予算の組み方



については、やはりその年度に上げた予算は消化

するというのが当然の原則ですから、そういう国

の法律の決め方、また決まったんであれば、これ

は１３年度の予算に上げて、これは１３年度から

しか現実的に予算執行できないわけでしょう。

そういうように、やっぱりわかりやすい予算の

組み方、つくり方をしないといけないし、説明に

おいても、これは初めからこういう質問をされな

くても、これは３月にしか予算が組めない、国の

都合で単に１２年度の予算で上げましたけども、

これは初めから１３年度予算でしかできないと、

こういうように初めの説明でしとけば、だれが聞

いてもよくわかりやすいじゃないですか。

そういうように、やっぱり説明に当たっては、

そら傍聴者も権利として傍聴するわけですから、

傍聴者にも市民にもわかるような説明をしてこそ、

行政の説明責任、説明ということになるんじゃな

いですか。これだったら、ボッと聞いとれば、あ

なた方の何かミスで、やろうと思ったけど、でき

なかって繰り越しするというふうにしか受け取れ

ない、初めの説明ではね。

しかし、聞いてみれば、１２月に国会で決まっ

て、地方自治体の予算としては３月に上げた。そ

ら３月に上げたら、３月ですから１カ月以内に執

行できないのはわかり切ったことじゃないですか。

だから、そういうような不備もわかる形でのちゃ

んと説明をして、これからの改善なり改革に結び

つけていかないと、単に通り一遍の繰越明許の説

明では、やっぱり何の発展性も改革にもならない

んじゃないですか。

そういう点では、やはり説明においても、的確

にそのものの性質に合わして説明しないと、初め

の説明だけで聞いとったら、そういう疑念が残る

ということで私は聞いとるんで、これからやはり

説明に当たっては、それなりの理由を持って、だ

れもわかるような説明を初めからちゃんとやって

ください。これ質問しなかったら、全くそういう

ことが明らかにならないまま通過していくわけで

すからね、そういうことをぜひよろしくお願いし

たい。

これは議案を提案する蜷川さんにも、この間か

ら壇上での説明をわかりやすいのにしてください

－２２０－

ということで、ほかの補正の専決にはきちっと出

していただきました。あなたが今回初めに説明し

た分ではわかりませんよ。内容はここに書いとる

とおりですと言ったって、これ何にもないわけで

すからね。そういうように、やはりきちっとだれ

もがわかるような説明を初めからしてもらいたい、

そのようにお願いをしたいので、助役から前向き

な答弁があればそれで結構ですが、いかがでしょ

うか。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 議案の説明につきまして、

わかりやすい説明をせよということでございます。

基本的にそういうふうに心がけておるつもりで

ございます。すべてを私がこの場で説明すること

もできませんので、当然所管の委員会協議会等で

も説明さしていただいておるわけでございますが、

御指摘もございますので、今後とも議案の説明の

仕方については、工夫をしてまいりたいというふ

うに考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

以上で本報告を終わります。

次に、日程第６、報告第１１号 平成１２年度

大阪府泉南市水道事業会計継続費繰越計算書につ

いて及び日程第７、報告第１２号 平成１２年度

大阪府泉南市水道事業会計予算繰越計算書につい

ての以上２件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） ただいま一括上程さ

れました報告第１１号及び報告第１２号につきま

して、簡単に御説明を申し上げます。

まず、報告第１１号、平成１２年度大阪府泉南

市水道事業会計継続費繰越計算書について御説明

を申し上げます。

議案書の１３３ページをお開き願います。

事業名は第７次拡張事業でございまして、これ

は平成元年から平成１５年までの１５年間の継続

事業で事業を実施いたしております。平成１２年

度継続費の予算現額が１０億３，８５６万８，６６３

円に対しまして、支払義務発生見込額が３億９１



９万６，６３８円でございますので、残額７億２，９

３７万２，０２５円を翌年度へ逓次繰り越しすると

いうものでございます。

続きまして、報告第１２号、平成１２年度大阪

府泉南市水道事業会計予算繰越計算書について御

説明を申し上げます。

議案書の１３７ページをお開き願います。

繰り越しの内容でございますが、翌年度繰越額

といたしまして、配水管改良整備事業の１，６９８

万９，０００円を繰り越しするというものでござい

ます。理由といたしましては、工事施工箇所の道

路幅員が狭いために、迂回路の確保あるいは工期

の設定等につきまして地元や関係機関との協議等

に時間がかかりましたことから、工事が年度内に

完了しなかったため予算の繰り越しをするという

ものでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。

○議長（奥和田好吉君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 和気君。

○１９番（和気 豊君） 第７次拡張事業ですが、

１５年間かかって資本投資をずっとしてきたわけ

ですが、この中でいろいろ問題点が惹起している

と思うんですね。特に、府営水との兼ね合いもあ

るんですが、やはりこの事業に投資したことによ

って水道料金に反映したと、こういう事業が多々

あるというふうに思うんですが、特に平成５年、

６年、７年、この３カ年でやられたりんくうタウ

ンへの投資 本管布設事業ですね。この総括等

はどういうふうに考えておられるのか、お示しを

いただきたい。

それから、もう１つ、１５年で終わるんですが、

あとどういう主要な事業が１３、１４、１５で残

っているのかですね。とりわけ、これは上水源を

確保するという、それが大きな仕事ですから、こ

の上水源確保について１５年間かかっているわけ

ですから、その間に当然見るべき成果があっただ

ろうというふうに思うんですが、その上水源確保

について、あと３年ですが、どういうふうな成果

を得られ、あと３年でさらにこの事業効果を発揮

していかれるのか、その辺をお示しいただきたい

と思います。

－２２１－

○議長（奥和田好吉君） 山野水道部長。

○水道部長（山野良太郎君） 第７次拡張事業につ

きましてりんくうタウンへの投資の件でございま

すけれども、先ほど議員が御指摘のとおり、５年、

６年、７年ということで集中的に投資をいたしま

した。当初、りんくうタウンへはそれ相応の企業

が張りつくだろうということで投資をいたしまし

たけれども、あに図らんや現在のとおりでござい

ます。

ただ、これにつきましては、当然５年間の道路

の掘り割りについてはできないということもござ

いまして、あくまでもこれは予測でやると。投資

でございますので、そういうことでございます。

一概に投資が間違っていたというふうには思って

ございません。よろしく御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

あとの分については課長から御答弁申し上げま

す。

○議長（奥和田好吉君） 木岡工務課長。

○水道部工務課長（木岡敏雄君） 私の方から、あ

と主要な工事はどれだけあるのかと、上水源確保

について御答弁申し上げます。

この７拡事業は１５年で完了するわけですけど

も、あと２年間で行おうとしている工事につきま

して、大きなものについては六尾の高区配水池築

造。今現在、もう水道が始まって以来というんで

すか、年度的にちょっと把握してないんですけど

も、既に相当古くなっているということで、先般

の阪神・淡路大震災クラスの地震が起これば当然

危惧されるところでありますので、そういうこと

の観点と、それとあと給水不足というんですか、

水圧不足を解消するために、今現在この六尾高区

の配水池の標高はＯＰで９０あるんですけども、

それをできたらＯＰ的に１００か１１０ぐらいの

ところに設置を考えております。そのことによっ

て給水不足も解消されると。なおかつ耐震構造の

新たな配水池を建設して、安心して給水できる配

水池をこしらえたいというふうに考えております。

それと、あと主に六尾低区の老朽管、それらの

管についても耐震性の管にかえていきたい。それ

と、先ほど真砂議員にも午前中の答弁で申しまし

たけども、深井戸の掘りかえ、これも考えている



ところでございます。そういった形で、深井戸を

掘ることによって上水源の確保にも努めていきた

いと、かように思っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 計画というのは、とみに

今こういう非常に流動した経済情勢にもあります

し、多くのお金を投資してやる事業については、

特にいわゆる先見性が必要とされる。それと同時

に、計画ですから当然そごが出てくるわけですか

ら、そのときには変更等もできるわけですよね。

過去、泉南市も５拡変更という事業もやってきて、

５拡は多大な投資になったということで、一定そ

の見直しを変更事業としてやったわけですね。そ

ういうこともできるわけです。

既に６３年の１２月ごろからバブルがはじけて、

ああいう開発優先に投資していくということにつ

いては、警鐘が鳴らされ始めた時期なんですね。

６２年からりんくうの造成が始まったわけですが、

あのような事業が果たして当初考えられたような

状態で進むのかどうか、こういうことにも一定警

鐘が鳴らされた。ところが、これをそのままやっ

て、果たして９億９，０００万になんなんとする投

資が結果的にはむだに終わったわけでしょう。せ

っかく投資をしながら水を買ってもらえない。買

う企業が張りつかなかった、こういうことで本当

にむだな投資になって、それが減価償却やあるい

は起債の借り上げ、利息の支払い、こういうこと

で水道料金にすべてはね返ってきた。

間違いはなかったとぬけぬけと胸張って言われ

るんですが、それじゃ結果責任というのはどない

なるんですか。市民はそういうプロとしての行政

の進め方を黙って見ておったわけですが 私は

物を言いましたけどね。市民はこの市のやる施策

を信用して信頼をして見ておったわけですが、し

かし暮らしにはね返ってきてるわけですから、そ

の辺はやはり適宜見直しもしていかれる、こうい

うことが必要で、当初立てたから１５年もう文句

なしにそれはやっていくんだと、決めたことだか

らやっていくんだということではなくて、途中で

変更もできたはずですから、そういう臨機応変な

適応性がやっぱり事業には求められていくんでは

－２２２－

ないか。企業会計ですから、とりわけ投資に対す

るはね返りは水道料金に出てくるわけですから、

その辺はしっかりとわきまえてやってほしい。

ああいう言い方をされますと、一体どこに問題

点があり、これからその問題点を総括して、今後

の投資事業にどういうふうに生かしていくのか。

こういうことが考えられない、今言うたような答

弁では。

そういうことはやっぱりひとつあれはあれで問

題があったと、今後それをこれからの事業に生か

していきたいんだと、せめてそういう言葉をいた

だきたかったなというふうに思います。これは一

度市長なり、水道関係に非常に造詣の深い担当助

役、上林さんからも一言お話をいただきたいなと、

こういうふうに思います。

それから、あと１５年まで残っておるわけです

が、ここで５，０００トンのタンクを１基つくり上

げていくと。この５，０００トン、先ほどの六尾で

すね、金熊寺川から取水をするわけですが、ずう

っと私かなり慎重に御論議を聞かせていただきま

した。２，８５０トンの取水がせいぜいだと、こう

いうことで、本当に２，８５０トンでこれでは我慢

でけへんと、最低でも当初の６，０００、７，０００

８，０００という時期もあったわけですから、

それに見合うように、それを取るように大阪府と

何が何でも住民の皆さんの世論をバックに交渉を

していくんだ、それに備えて５，０００トンをつく

っておくんだということであれば、この投資につ

いては私よくわかるんですが、２，８５０トンであ

きらめてるような態度で、片一方では５，０００ト

ンの貯水のタンクをつくると。ちょっと整合性が

那辺にあるのかなというふうに思うんですが、そ

の辺も含めて造詣の深い上林さんから御答弁をい

ただけたらと思いますが。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 第７次計画の投資的な件で

ございます。

当然、議員おっしゃるとおり、私どもは関西国

際空港が計画され、そしてりんくうタウンはそれ

に伴う事業という形で計画がありましたので、そ

こへやっぱり給水が必要やということで第７次計

画を特に立てさしてもらいました。



おっしゃるとおり、私どもは計画に従ってその

ような事業を起こしたんですけども、結果論とし

ましては、やはりりんくうタウンは土地が売れな

かったという結果が事実でございます。当然、土

地が売れなかったということは、我々は水道料金

にははね返ってこないということで、見込みが甘

かったと言われたらそうですけども、やはりその

辺が非常に難しい判断になると思います。

これからはなお一層計画を立てる時点では慎重

をとにかく期して、このようなことを二度と起こ

さないような形を十分検討いたしまして、これか

らの事業に当たっていきたいと、かように思いま

す。

あと、５，０００トンの貯水池の件でございます

が、当然六尾には、議員も御存じのように取水量

が制限されておりますけども、今あそこの関係の

水のシステムというんですか、その関係は、今府

営水道を中央浄水場で受けて、それを六尾の取水

で不足分を中央の浄水池から圧送してるという形

でございます。

近い将来、府道大阪和泉泉南線に府営水道が入

っておりますので、そこからの分岐をやはり考え

る必要があるということも含めまして、六尾へは

５，０００トンの貯水タンクはぜひとも必要やとい

うことで、ただ単に河川水を考えれば非常にその

なにが少ないんですけども、ある程度府水を受け

るということから見れば、ぜひとも５，０００トン

が必要やということですので、御理解のほどよろ

しくお願いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 今の後半部分については

明快でありまして、よくわかりました。中央浄水

からの圧送部分を含めて、５，０００トンの貯水で

高区配水に対応していきたい、こういうことです

から、これは了としたいと思うんですが、やはり

一たん立てた計画でも途中で経済情勢等、今非常

に大変な時期ですから、すべて投資は水道料金に

はね返ってくるわけですから、その点はよくわき

まえていただいて、随時の変更等も織りまぜなが

ら、市民の負担が出ないような方策をとりながら、

なおかつ水需要に直接影響を与える上水源の確保、

これを果たしていくということでお願いをしたい

－２２３－

なというふうに思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本２件に対する質疑を終結いたしま

す。

以上で本２件の報告を終わります。

次に、日程第８、報告第１３号 平成１２年度

泉南市土地開発公社経営状況について及び日程第

９、報告第１４号 平成１３年度泉南市土地開発

公社経営状況についての以上２件を一括議題とい

たします。

ただいま一括上程いたしました報告２件につき

ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま一括上程されまし

た報告第１３号、平成１２年度泉南市土地開発公

社の経営状況について及び第１４号、平成１３年

度泉南市土地開発公社の経営状況について御説明

を申し上げます。これらはいずれも地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により報告するもので

ございます。

恐れ入ります。議案書の１３９ページをお願い

いたします。

まず、平成１２年度泉南市土地開発公社の経営

状況について御説明申し上げます。

この報告は、去る５月１５日に開催されました

公社評議員会にもお諮りをし、その後の理事会で

１２年度会計の決算が認定されましたことを受け

て報告するものでございます。

主な内容といたしましては、議案書１４５ペー

ジに記載をいたしておりますが、表の上段、事業

収入の６億９２０万７，５８９円は、市から買い戻

しを受けた収入でございまして、銀行等からの借

入金及びその他の事業収入を合わせました収入額

合計が最下段に記載いたしております８億２，２０

９万６，５２８円でございます。

次に、１４６ページでございます。表の最上段、

支出といたしまして土地取得費７０５万６，３００

円を計上いたしております。これは市場岡田線用

地として先行取得したものでございます。その他

管理費、事業外支出、借入金償還金等を合わせま

して、支出合計額は最下段の６億６，４２７万８，４



０７円でございます。

平成１２年度末の土地保有高の詳細につきまし

ては１４７ページから１４８ページにお示しいた

しておりますが、１７事業合わせまして１２６億

７，４０６万６９３円となっております。

なお、平成１２年度の公社損益計算書は、戻っ

ていただきまして１４３ページにお示しをいたし

ておるとおりでございまして、当期損失は５８１

万６，５３５円となっております。

次に、報告第１４号、平成１３年度泉南市土地

開発公社経営状況について御説明を申し上げます。

１４９ページをお願いいたします。

本報告は、平成１３年度の事業計画、予算及び

資金計画に関するものでございまして、去る３月

３０日に開催されました評議員会にもお諮りし、

理事会で認定されたことを受けて報告するもので

ございます。

１５３ページをお願いいたします。収入支出予

算の総額はそれぞれ１６億５，１１０万８，０００円

と定め、借入金の限度額は１１億４，０１０万８，０

００円以内と定めさせていただきました。

予算の内容につきまして主なものを御説明申し

上げます。１５４ページをお願いいたします。収

入につきましては、事業収入として市から買い戻

しを予定いたしております砂川樫井線用地、信達

樽井線用地、市場岡田線用地、柳谷川改修用地、

泉南市農業公園整備用地、合わせて５億８００万

円を計上させていただいております。

１５５ページをお願いいたします。支出につき

ましては、土地取得費で砂川樫井線用地、信達樽

井線用地、市場岡田線用地、和泉砂川駅前整備用

地の４事業合わせまして９億３５２万６，０００円

とさせていただいております。

平成１３年度予算の編成に当たりましては、監

査結果を受けまして買収効果が望める用地の取得

に努めたところでございます。

以上、簡単ではございますが、報告とさせてい

ただきます。よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 今、御説明をいただきまし

て、市の方に売却することを御説明されたんです

－２２４－

が、これの取得年度をお示しいただきたい。

それから、もう１つは、１４８ページの方に書

いてあります１５から１７番の旧持家制度の問題

と鳴滝第一保育所の用地の問題、それから廃棄物

処分用地の問題ですね。これは平成９年に取得年

度と書いてあるんですが、実際には……（「資料

に出てるぞ」と呼ぶ者あり）ちゃんと説明しても

らわんとこれわかりませんで。あ、ありました。

４７年、４８年 だから、議場に資料配ったら

配りましたよとか何か言わんとだめなんじゃない

ですか、机の上ポッと置いたんじゃ。

そういうことで、これは追加資料としてこの説

明がなされましたが、これは実際の取得年度では

ないわけですから、協会から公社が買った段階で

そこを取得年度と書いとるんですが、これは判断

に誤りがあるので、追加資料じゃなしに、ここに

ちょっと括弧でもして、平成９年が実際の取得は

４７年、４８年というようにやっぱり明記してお

かないとわからないと思います。これは公の資料

ですから、そういうことをぜひお願いしたい。

それから、市長は任期中にこの開発公社の処理

計画というのを示しますということを本会議でも

明快に答弁されましたので、これは土地開発公社

経営健全化対策ということで、国の方から指針が

１つ出ておりますね。これにのっとって市長は出

されると思うのですが、これまで蜷川助役、理事

長がこの国の健全策を一応検討したけれども、そ

れには乗れないというんか、とてもそれでも処理

ができないという答弁があったんですが、そこの

ところをどういう内容になったのか、その検討結

果をぜひ示していただきたいと。

その中で、私もちょっと御質問いたしますのは、

例えば泉南市の保有高というのは、ここでも示さ

れておるように１２６億ということになっており

ます。ここで言う泉南市の標準財政規模というこ

とがこれを考える場合のあらゆる基準になってお

ります。これは泉南市が出しております平成１１

年度の決算概要の中でも、泉南市の標準財政規模

というのは１２６億というようになっております

ね。これの国の健全策に乗ろうとすれば、この１

２６億に対して半分を超える保有土地を持ってい

るところが対象になりますよと、基本的にそうい



うことですね。

それから、もう１つは、買い戻しが５年以上さ

れておらないものについてということで、これが

標準財政規模の０．１、１割あったらだめですよと

いうことですが、これをずっと見ましても、ほと

んどが５年を過ぎておる内容ですね、泉南市の保

有土地。だから、国の基準からいえばもう万々歳

で合格ですね、泉南市は。十分乗れるということ

が１つ結論で言えると思います。

そこで、じゃそれでやった場合に、国の施策に

乗ったら泉南市は ここでちょっとわからない

のは、５年以上保有しておる土地というのは額に

してどれぐらいかと。ちょっとこれ、年度がずっ

と重なって書いてあるんでね。例えば、市場岡田

線なんかだったら、昭和６３年から平成１２年ま

でずっと列記してあるから、この中で少し峻別し

て分けないといけないと思うので、これは行政は

もう出していらっしゃると思うんで、５年以上の

保有高というのは一体何ぼなのか。それが出てま

いりますと、さっきの言う０．１、１割以上あれば

乗りますよということに十分乗れるんですが、そ

の額をまずお示しをいただきたい。

そして、それが全部クリアされた場合に、泉南

市としてはこの１７年までに、２００５年までに

達成しないといかんですね。健全な状態に持って

いかないといけないんですが、そうすると１７年

までにどれぐらいの買い戻しを市がしなければな

らないという答えが出たのかどうか。そこの額を

お示しいただきたい。

それが示されて、この支援策というのは、簡単

に言うと利息を半分持ちますよという、大きく言

えばそういうことですね、１つは。それから、買

い戻すための起債として充当しますよということ

ですね、大きく言えば国の支援策は。

その中で、これを読んでみますと、これまで公

共用地先行取得事業債で市が土地開発公社から土

地を取得するのには、その年または２年 ２年

までのものは、買い戻すときには買い戻すための

地方債は認めてあげますよということが規定です

ね。

だから、公社に買うことをお願いして、公社が

買いますわね、土地を。その年か明くる年までぐ

－２２５－

らいだったら、その土地を市が買い戻すための資

金の手当てとしては起債を認めてあげましょうと、

そういう規定があるらしいですね、今までは。こ

んなことを市はやったことないでしょう、恐らく。

これを今は２年というのを、無制限に全部あるも

のは、市が買い戻す場合には１００％起債として

認めてあげましょうという、こういう支援策です

ね。その場合でも金利かかりますから、その金利

も半分は見てあげましょうと、こういう国の１つ

のスキームというんか形なんですが、このことを

検討した結果、最後の結論として、市が買い戻す

のは、一体１７年度までに毎年どれぐらいを買い

戻さなければならないという答えが出たのか。

それは難しいといって見送ったわけですが、じ

ゃどうするのか。これは問題としては残るわけで

すから、それが市長の言う任期中に計画を出しま

すというのはそこから始まると思うんですが、で

は１７年まで無理であれば、もう５年延ばせば、

例えば年間１５億か２０億買い戻さないかんとい

うことになれば、年を延ばせばそら買い戻しがで

きるわけですから、そういうものを市長は予定さ

れていると思うんですね。

この策定というのが終わりますと、今度はこれ

団体の指定を受けるんですね。知事の指定を受け

まして、いわゆる赤字再建団体みたいな１つの処

置の対策の指定を受けることになるんですね。だ

から、案外国の管理なり府の管理が入ってくるん

じゃないかな。それは計画を出してもちゃんとや

らなかったら困るわけですから、そういうものを

管理団体として市が拘束を受けるわけですが、そ

ういうことでその計画書が決定されて知事が認め

れば、知事なり国の管理下においてその処置をし

ていくという、こういうスキームになっとると私

は読んだんですね。そういうことは一体どういう

ことになるのかですね、管理団体になるというこ

とは。その辺をひとつ御説明をいただきたいと思

います。

それから、もう１つは、国の不良債権問題とい

うことが言われておるんですが、私はずっとこれ

は疑問に思うんですが、銀行からお金を借りて、

この中でも議論になりましたが、例えば樽井の代

替用地ですね。樽井の代替用地は８，０４９万で、



１９７３年、いわゆる２７年前に買った土地が、

金利が３億２，８００万円になっておりますね。ト

ータルで４億８００万円になっております。

この間、銀行が具体的に現ナマを出したのは８，

０００万なんですね。それはもちろん買った地主

に行ってますね。その後の３億２，８００万円とい

うのは、銀行はお金を出すけども、また銀行へ返

ってきてるお金ですから、実質に銀行は８，０００

万しか出してないけども、泉南市に対しては４億

円の債務があるんでしょう。しかし、実際の土地

の値段は８，０００万ぐらいでしょう、大体は。よ

くいっても１億円ですね。これ完全な不良債権で

すね。

この間、銀行は何でやいやい請求に来なかった

のか。銀行も市民のお金を借りて、その金を市に

貸しとるわけでしょう。それが２７年間返ってこ

ないということは、大きな僕は社会問題だと思う

んですね。その金どっかから いわゆる実際の

金は８，０００万しか出してないのに、現在は簿価

というんか、銀行の数字は４億あるんですよ。こ

の金４億というのは不良債権化しとるんですよ。

実際、架空の数字がどんどん毎月膨れ上がっとる。

２７年間も泉南市がお金を返してないということ

は、これは世の中の常識では永久に金を返してな

いということになる。

○議長（奥和田好吉君） 質問者に申し上げます。

要点をまとめて質問願えますか。

○３番（小山広明君） だから、この問題は、私は

銀行が２７年間も そら市がつぶれないからと

いうことの前提があるんかわかりませんが、先ほ

ど言ったように、本来２年で返せば起債が認めら

れるということは、２年で買い戻しなさいよとい

うことの誘導策ですね。だから、恐らくどれだけ

長くても、５年以内には銀行に返済するというこ

とで銀行は貸しとると思うんですよ。それを２７

年間も銀行は一銭も市からお金が入らないまま、

銀行に返してもらう金を貸しとるんですよ。こん

なこと民間企業でありますか。（「優良なところ

はそうする」と呼ぶ者あり）優良なところが２７

年間も一銭も金利を払わないということはあり得

ないですよ、あんた。

だから、これは私は株主訴訟なんか起こされた

－２２６－

ら銀行は大変ですよ。だから、これは銀行に１０

０％返す義務はない。銀行にも責任があると。も

っとやはりやいやい言うて、せめて５年なら５年

の縛りをつけて返してくださいと、この金はある

意味で公的なお金ですから、また優良な新しいと

ころへ融資をして産業を発展さすなり、市民の生

活を発展さしていくのが銀行の役割ですよ。２７

年間も金貸して返してくれんとこへ、金利分もま

た貸すんですよ。

そういうようなことを放置してきた責任は、こ

れは国際的にも債務放棄というような運動がある

でしょう。貸したもんだから返してもらわなあか

んというのは当然のことだけども、返す当てのな

いとこへ金を貸した責任もあるんじゃないですか、

査定の上においても。だから、そういう点では、

この問題は金利が重なって、今先ほど言ったよう

に８，０００万円で買った土地が……

○議長（奥和田好吉君） 質問者に再度御注意申し

上げます。（小山広明君「聞いてくださいよ」と

呼ぶ）聞いてくださいではなしに、質疑ですので、

何を質問するのか、要点をまとめて質問してくだ

さい。

○３番（小山広明君） だから、言っとるんです。

だから、２７年間もお金を返さずに、銀行が……

（発言する者あり）だからまとめて今言っとるん

ですよ。だから、そういうことは、私は社会的な

大きな問題じゃないかと。これは実際解決すると

いっても解決の方法がないと思うんですよ。実際

にはなかなか難しいですよ、これ。そうすると、

この２７年間がなおなお続いていくという可能性

がありますよ。

そうすると、これは一体どういう問題になるん

かと。市長ね、これは解決策をおくらせばおくら

すほど数字は上がっていくけども、あなたはお金

出さないでいいから放置するという問題が起こる

んですよ。あなたがお金返さないといけなかった

らこれ放置できないですよ、来年になったらまた

上がるんですから。

そういう無責任な、市の責任で借りておきなが

ら、一銭も市が全然お金を払わないでいいという

このシステムに大きな問題があり、回り回れば市

民に大きな負担なり損害を与えとるんじゃないで



すか。市民は０．何％というような金利で銀行にお

金を貸しとるわけですから、その貸しとるお金が

２７年間も自分たちの住んでる自治体が返さずに

放置していると。そんなことは経済行為の中で成

り立たないでしょう。

そういう点では、やはりこの問題の解決は、市

長、自分の税を払わんでいいから放置したらいい

という問題でないので、市長にこういうようなあ

り方についてどう考えとるんか、いつまでにその

解決をしていくのかという……

○議長（奥和田好吉君） 質疑者に申し上げます。

再度注意申し上げます。意見なのか、質問なのか、

はっきりしてください。

○３番（小山広明君） いや、それは私が言っとる

ことを判断してもらったらいいんですよ。それは

意見だからやめろと言われればやめますよ。意見

だと思ったらちゃんと明快に……

○議長（奥和田好吉君） 判断しているから言って

るんです。これは質疑ですので 聞いてくださ

い。

○３番（小山広明君） いや私の言うのも聞いてく

ださい。あんたの言うことを聞いて私今反論しと

るんだから。私が発言しとるときぐらい議長かて

ちょっと聞いてくださいよ、私の言い分かて。だ

から、私が意見で質問でないんやったら、どこの

部分がそうだって指摘いただいたら、私も……

（発言する者あり）やじはやめさしてくださいよ。

正式に手挙げて言うんだったらいいんだけど。

○議長（奥和田好吉君） 御静粛に願います。

○３番（小山広明君） だから、私は論理明快にこ

の問題性を言って、市長の見解を聞いとるわけで

すからね。私は何もそんな意見を言っとるわけで

じゃない。意見を言わなかったら……（発言する

者あり）もう混乱するじゃないですか。わかりま

した。私の争点がわからなくなったんじゃないで

すかね。

○議長（奥和田好吉君） 間違わないでくださいよ。

質疑ですので、簡単にわかりやすく質問してくだ

さい。長い話はしないでまとめてください。

〔巴里英一君「議事進行」と呼ぶ〕

○３番（小山広明君） もうしませんから、議長聞

いていただいとったらわかるように、答弁をいた

－２２７－

だきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○３番（小山広明君） 質問中に議事進行というこ

とはあらへんがな。ちょっと終わってからやって

くださいよ、そんなもん。

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○３番（小山広明君） だから、議長、何を……。

私の質問中にそんな議事進行ってないでしょう。

何を言っとるんですか。

○２２番（巴里英一君） 小山さんに申し上げるわ

けではないですが、議長、きのうも申し上げまし

たように、会議規則５５条というのは何を言って

るかということを明確に示してるわけでしょう。

簡潔明瞭にせよと書いてるんですよ。それは自分

の説明をする必要ないと言うてるんですよ、議案

に対しては。質問は別ですが。

これは質疑ですから、明確にこれこれについて

どうかということを問うのが本来の議事のあり方

だということで、議長が今整理をされてるわけで

すが、このことをきちんとしない限り、これ自分

で説明して自分で答弁を出していくというような

やり方は、これは議事としては成り立たないんと

違うかなというふうに思いますんで、その点よろ

しく運営を。

○議長（奥和田好吉君） よくわかりました。小山

君。

○３番（小山広明君） 巴里さんの意見は、１つの

見識として私も聞いておきたいと思います。私、

今ずっと申し上げましたので、何を質問しとるか

というのは理事者も御理解いただいておると思う

ので……（発言する者あり）思うのでと言っとん

ねや。思うので、それにのっとって御答弁をいた

だければ結構ですから、また再度言いますと同じ

ことを言うことになりますので、私の要点は私な

りには言ったつもりでございますので、ぜひ御答

弁をいただきたいと思います。まだあとあったん

ですが、もうちょっと頭ぶっ飛んでしまいました

から、今の範囲でよろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。（発言する者

あり）御静粛に願います。答弁は簡単明瞭に行っ

てください。（発言する者あり）御静粛に願いま

す。



○助役（蜷川善夫君） 小山議員の質疑に対して御

答弁申し上げます。

いろいろと多岐にわたっておっしゃいましたの

で、すべて理解できているかどうかわかりません

が、私の基本的な考え方についてお答えいたしま

して、不足がありましたら、また担当の方より御

説明、御答弁をさしていきたいと思います。

まず、土地開発公社経営健全化対策でございま

すけれども、これにつきましては昨年７月に創設

されておりまして、一定の計画に基づきまして土

地開発公社の抜本的な経営健全化に取り組む設立

出資団体、これは市のことでございますけれども、

これに対し国が財政支援を行うことを目的として

創設されたものでございます。先ごろ大阪府内で

の該当団体が発表されまして、岸和田市ほか１５

市が健全化団体に指定をされておるところでござ

います。

指定の要件は幾つかございます。長くなります

のでそれは省略させていただきますけれども、ま

ずその指定に当たって、経営健全化の対象となる

土地開発公社ということで、議員今２点お示しで

ございましたけども、平成１１年度末の保有土地

でございますので、今お示ししております数字と

は若干違うわけでございますが、平成１１年度末

で保有土地の状況が次の２点に係る土地開発公社

ということで、１点目はまず設立出資団体の債務

保証、損失保証を付した借入金によって取得され

た土地、これは債務保証等対象土地と言われてお

りますけども、この簿価総額を標準財政規模で割

った数値、除した数値が０．５以上と、これは今お

示しでございました。

それから、もう１つは、保有期間が５年以上あ

る債務保証等の対象土地の簿価総額を標準財政規

模で除した数値、これは０．２でございます。０．１

ではなくて０．２でございます。０．２以上というこ

とで、この１及び２の要件にともに該当する場合

が経営健全化の対象になるということでございま

すが、お示しのとおり本市は十分に対象になると

いうことでございます。

このことについて幾つか要件がございまして、

私どもとしても検討いたしたわけでございますが、

今申し上げましたように、本市の土地保有の状況

－２２８－

は経営健全化の対象になるということで、この制

度による取り組みを実施するか否かということで

内部的に検討も行いましたが、検討の結果は今回

の制度には乗らず、本市の財政状況の許す範囲で、

供用済み土地、供用済みの保有地や長期保有地の

解消を図り、公社の健全化を進めるということに

したところでございます。

これは要件をつぶさに検討した場合に、一番大

きな要素といたしまして、結果だけ申し上げます

けれども、この国の制度による場合には、５年間

で土地の買い戻しだけで約５２億円を超える買い

戻しを行う必要があるということで、短期的に多

額の起債を発行しなければならないということで、

国による一定の財政支援はございますが、財政的

負担が極めて高いということで、この対策には乗

らないということにしたところでございます。

それで、その場合にどうするのかというふうな

お尋ねもあったわけでございますけれども、基本

的に昨年、公有地拡大に関する法律の施行につい

て改正通知というものが、私何度もこの席で答弁

さしていただいておりますけれども、自治省、建

設省、両省から発せられておりまして、これは利

用されないまま取得から１０年以上経過した長期

保有土地について、思い切って処分するようにと

いうふうなことを主眼とした通知であったわけで

ございますけれども、昨年度私どもこれにのっと

って、長期保有土地についての方針を公社で定め

ておりますので、これにのっとりながら対応して

いくということでございますが、基本的には市の

体力、財政力と相談しながら、できるだけ健全化

を進めていくということが必要であるというふう

に考えておりますけれども、具体的には保有土地

を今日時点の状況に立脚しまして再度分類をし直

して、先ほど申し上げました公拡法の施行通知の

趣旨にのっとった対応を行っていくということし

かないというふうに考えております。

具体的に申し上げますと、現在供用済み土地の

保有の解消ということにつきましてはほぼ見通し

がついておりますけれども、今後保有地の事業化

の見通しを立てていくとともに、利用見込みもな

く、あるいは用途の変更等も困難な保有地につき

ましては、思い切った処分を検討していくという



ことにいたしたいというふうに考えております。

また、その間保有地の有効利用を積極的に図る

ということと、それから金利負担の改善の取り組

み、さらには新たに先行買収等行う場合には、用

途や買収予定時期の明確化など、公社の健全化へ

向けてのあらゆる努力を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 小山議員御質問の１つ

の例としまして、樽井駅前広場代替用地の例を出

されまして、長期保有地の問題というんか、され

るときにはこの用地が出されるわけでございます。

１つの例ですけども、こういった長期保有土地に

ついて今後どういうふうにしていくんか、あるい

は考え方を述べさしていただきます。

この樽井駅前広場代替用地につきましては、御

存じのように昭和４８年にこの代替用地という形

で公社が先行取得いたしました。当初には当然こ

の代替用地を提供するという形で、市の方がそう

いった目的のもとに公社が先行取得したわけでご

ざいます。ただ、それが今日までこの目的という

んですか、その代替用地に使用するという目的が

なされずに、現在までに至ったところでございま

す。その結果、取得原価としては８，０００万円、

そして簿価としては４億という形で、３億２，００

０万ほどの支払い利子がその中に上積みされてき

たということです。

そして、銀行との関係がどういうふうになるん

かという御質問でございましたが、この公社につ

きましては、この資金繰りにつきましては、現在

ですけども、１年で銀行の借入金をもとに資金繰

りをしているというのが現実でございます。

そういった中で、１つの例としましてこの代替

用地については、昭和４８年以降その短期の分の

利子も含めまして、１年間でその元金と利子とを

また新しく借りまして、そしてそれで銀行の方に

返済をしていったということであります。

そして、市が一切そのお金を支払わないのでは

ないかという御指摘がございました。これにつき

ましては、当然公社といいますのは市の依頼を受

けましてその先行取得すると。そして、市がその

－２２９－

目的の先行取得をさした土地を事業化するといっ

た段階で、その元金と、そして利子と合わせた形

で買い取るというのが本筋でありまして、そうい

ったことで運用しているということでございます。

そして、銀行の方にはどういった形で市が対応

しているかといいますと、これは債務保証という

形で、開発公社が借りたお金について、もし支払

うことができないという場合には、市が債務保証

して、公社にかわって肩がわりして、そのお金を

銀行へ返しますよというのが市と銀行の関係とい

うことになります。ただ、その間に先行取得とい

う機能を果たすがために土地開発公社を設立しま

して、そして用地を先行取得していくという形で

運用していると。そして、公社のあり方はそうい

うことであるということで、御理解のほどお願い

したいと思います。

そして、あとの取得年度でありますとか、ある

いはその１５から１５年の開発協会のこの問題に

つきましては、また担当課長の方から説明さして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

○議長（奥和田好吉君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 私の方

からは、１５２ページの土地売却計画の取得年度

をお伝えさしていただきます。

砂川樫井線用地につきましては平成４年度、信

達樽井線用地につきましては平成６年度、市場岡

田線用地につきましては平成６年度、柳谷川改修

事業用地につきましては平成８年度、そして農業

公園用地については平成７年度から８年度に取得

された物件でございます。

そして、５年以上の保有地はどの程度かという

御質問があったように思いますけれども、泉南市

の土地開発公社では９０億と全体の約７０％。こ

れは大阪府下の平均で、大阪府の他の地方自治体

も５年以上の物件については、すべてと言っても

いいぐらい７０％ぐらいの保有量を持っておると

いうのが現状でございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 大変要領よく答弁をまとめ

ていただきまして、ありがとうございました。



これではっきりしたのは、１０億４，０００万円

の５年間の支払いをしなければならないという答

えが出たということで、これを断念したという、

こういう結論が示されました。だからといって、

これは支援策もあるわけですし、起債ということ

も充当されますし、金利も半分処置をされるとい

うことで支援策があるわけですね。これにもし乗

らなければ支援策に乗れないんですが、さらにこ

れは負担がふえるという、こういうことになるか

と思います。

この１０億４，０００万は土地を買い戻すわけで

すから、これは何か事業にするわけですね。当然、

その事業にすれば補助金も、またそこにおける起

債もつくわけですが、もっと実質的な負担はどれ

だけかと。これをおくらせることによってのマイ

ナス点をちゃんと示さないとやっぱり判断できな

いんじゃないかと思うので、ここの出た答えにつ

いてもう少し 単純に割れば５２億でしょうけ

ども、それは事業化を当然するわけですから、今

回の牧野公園なんかでも補助金もついとるわけで

しょう。そういう形で買い戻して事業すれば、市

の実際の持ち出しはしなくていいわけですので、

そこらをもう少し突っ込んで御答弁をいただきた

いと思います。

それから、私、銀行が２７年間も返済されずに

なおも貸し続けとるという問題ですが、これこだ

わるのは、８，０００万円のお金は、銀行が現金で

出したと。実際、その後は金利ですから３億２，０

００万円、これは銀行は泉南が返してくれないわ

けですから、どこからか金を用意してこなあかん

わけですね。そういう点で、これはそういうこと

はあり得ないと思ってやっておる行為を自治体は

悪用して、やはりこういう長期間、３０年近くも

お金を返さずに放置しておると。

そら金が返ってきてのお金であって、返ってこ

なかっても返ってくるでしょうでは飯食えないわ

けですから、これはやはり強い縛りなりないとし

ても、社会的モラル、責任としてはやはり早く解

決しないと、回り回れば市民に迷惑がかかる構造

ですので、市長、これ泉南市だけじゃなしに、大

阪府下が全部こんな状態だということが今事務当

局からも示されましたが、この問題を解決するに

－２３０－

は、やっぱり銀行もすぐ返すけども、これだけ負

けてやと、そういう正直な話をして解決するべき

内容を含んでいると思いますよ。でなかったら、

泉南市はもう正直、何にもせんとずうっとこれを

やっとったらいいでしょう、逆に。これ今慌てて

自分の代で解決しようとしたら痛みを伴いますけ

ども、解決せん気だったら２０年が３０年が５０

年が１００年でもこういう数字を置いといてもい

いんじゃないですか。土地は自由に泉南市が使っ

たらいいんじゃないですか。そういうことやっと

るでしょう、現に。これは社会的モラルからいっ

たら大変な問題ですよ。

しかも、今度協会から公社が買いましたけども、

これはある意味でちゃんと銀行決済しないといか

ん性質でしょう、全然違う事業主体に変わったわ

けですから。それをまたこういう形で、銀行に勝

手にお金を払わして涼しい顔をしとると。それで

さあ有効利用だといって市民のために土地は使っ

ておると。しかし、その実質的な所有者は銀行じ

ゃないですか、金出しとるのは。一銭も泉南市は

お金を出さずに、その銀行の土地を具体的に使っ

とるんですよ。そんなことが許されるんだったら、

社会的なモラルないですよ。そら泉南市が自信持

って銀行や民間会社に指導するような立場ないで

すよ、こんなこと許しとったら。それぐらいの覚

悟でこの問題の解決をきちっとやっぱり示さなか

ったら、市長かてもう来年市長選挙、８年１回た

りともこのことに具体的な数字を示して、市民に

……

〔東 重弘君「意見ばっかりやないか。討論し

てくれよ」と呼ぶ〕

○副議長（谷 外嗣君） 静粛に。

○３番（小山広明君） 全部を議事録にやじも入れ

といてください。だからね、市長、本当にこの問

題は待ったのない不良債権の本質的な問題ですよ、

これ。（成田政彦君「意見ばっかりやな」と呼ぶ）

このことが銀行の経営を圧迫し、社会を疲弊さし

とる。私はそう思うので、そう言わないと市長の

意見聞けないじゃないですか。私の意見を言って

市長はどう思うかと、どうするんかということを、

議員だったら当たり前でしょう、意見を言うのは。

東さんにしても成田さんにしても、意見を言わん



と質問しとるんやったら、それは聞きたいもんで

すけどね。自分の意見をちゃんと言って、意見を

求めるというのは当たり前の議論であって、何を

自己規制していらっしゃるんか知りませんけども。

市長、そういうことの問題を持っとるので、ぜひ

御答弁をいただきたいと思います。そういうこと

でよろしく。

〔東 重弘君「議事進行」と呼ぶ〕

○副議長（谷 外嗣君） 東君。

○６番（東 重弘君） ただいま小山議員の質問で

ございますけども、再三議事進行等で５５条第２

項のことが述べられております。この会議規則と

いうのは議員みずからが作成したものであります

し、それを議員みずからが守らない、こんな恥ず

かしいことないと思う。議長、その辺を整理して、

議長には強権発動あるんですから、議会として本

当にルールが成り立つように整理をしていただき

たい、このように思います。

○副議長（谷 外嗣君） 先ほどから議長が言って

るとおり、発言回数も含めてできるだけ３回とい

うことでやっておりますんで、それと同時に質問

は的確にやってほしいという発言をしております

んで、そのとおり協力していただきたいと思いま

す。向井市長。

○市長（向井通彦君） この土地開発公社の処理と

いう問題については、大変大きな問題でございま

して、長年保有している土地が非常に多いという

ことで、大変苦慮をいたしております。国の健全

化計画もなかなか厳しい条件でございますので、

乗り得ない部分もございますので、市の方で今後

これらのきちっとした整理をしなきゃいけないと

いうことで、一般質問でもあらかたの事業として、

将来本来の目的で買い戻していく部分と、それか

ら当初のその目的がもう非常に薄れているという

部分等については、処分をしていくとか、あるい

は保有はしておくけども、暫定的に市民に利用を

していただけるような方策という、こういう整理

をしつつございます。

とりあえずは、供用済みで未買収であった部分

に、これは若干助成制度もございましたので、こ

れらから取り組んでおりまして、例えば俵池公園

については、今回すべて買い戻しを終わったとい
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うことでございます。まだ残っている例えば海会

寺跡とかありますんで、こういうものから順次有

利な条件をできるだけ使って買い戻しをしていき

たいと思っております。

それから、既に事業化して進行している部分で

すね。これは一定回転をしていってるわけでござ

いますから、これはこれで順次買い戻しをし、ま

たその後必要とあらば買い増しといいますか、公

拡法に基づいて、あるいは都計法に基づいて買っ

ていくということでございます。

長い間滞留している土地の部分については、い

ろんな形で処分できるところは処分先を捜したり

という峻別をしながら、現在整理をいたしており

ますので、近々全体的なそういう計画といいます

か、これについてトータルとして作成をしたいと

いうことで、一般質問でも御答弁を申し上げたと

ころでございますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

○副議長（谷 外嗣君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 小山議員御質問

の中で、事業をすることによってまた補助金を得

られるという御質問かと思いますけども、今回の

この健全化につきましては、一応５年以内に買い

戻しを行うということで、事業に伴って補助等は、

その事業によって補助対象になる事業もあるかと

思いますけども、それはその年度の事業に伴って

買い戻していくということでございますので、５

年間で約５０億を買い戻して、毎年それだけの事

業を行っていくと。

それを行っていく場合、当然この用地費だけじ

ゃなしに、事業総額、それに例えば補助がありま

しても、当然一般財源等もかなり必要になってき

ます。そういう中で、今現在も継続されている事

業等もかなりございますので、現状としては、今

回のこの事業に乗ると、健全化に乗るというのは

非常に厳しいということでございます。

以上でございます。

○副議長（谷 外嗣君） ほかの方は。 大

森君。

○４番（大森和夫君） １４７ページに事業名がず

っと書いてますけども、例えばこの中で事業化が

望めないやつを色分けして、それを説明していた



だきまして、それが何で事業化が望めないのか、

その理由と、それからそのときの責任者、理事者、

それから担当部長がわかれば、もし組合とかつく

ってる場合でしたら組合長の名前、そういうなの

を教えてほしいと。

もう１つ、例えば売却した場合に、幾らぐらい

で売れる 損金が何ぼぐらい出るだろうかとい

うことの予測もちょっと知ってはると思うんで、

その損金の額をお示しください。

○副議長（谷 外嗣君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） １点目

の事業化が望めない用地という御指摘でございま

すけれども、公社では平成１０年度に、事業化が

望めない用地があるのではないかということで調

査をいたしまして、一定の書類はつくらしてもら

っておりますけれども、その中では銀行が以前非

常に社会的な問題になって、銀行の債権を第１分

類正常債権、第２分類要注意債権、第３分類回収

懸念債権、第４分類不良債権と、このような位置

づけをいたしまして、銀行が現在持っておる抵当

として、事業者から銀行の土地に変えた物件につ

いて、このような分類方法をとりました。それに

合わして、公社もそういう方法がいいかどうかは

随分議論があったんですけれども、ある程度デー

タとして持っておく必要があるのではないかとい

うことで、平成１０年度にそういった資料を作成

しました。

その中では、特に事業化が望めない用地という

のは、私どもの方は第４分類にいたしております。

当時の資料では第４分類として、不良住宅除却跡

地、そして樽井駅前広場代替用地と、この２つの

物件が完全に不良債権というふうな位置づけをい

たしました。ただ、除却跡地については現在市の

方に買い戻しをしていただいておりますので、完

全な不良債権としては樽井代替用地というふうな

位置づけをいたしております。

それ以外に事業化が非常に厳しいのではないか

という用地につきましては、これも小山議員から

の御指摘もあったように、開発協会が持ってた３

物件 旧持家制度用地、鳴滝第一保育所用地、

そして廃棄物処分用地と、この３事業が事業化が

望めない用地ではないかというふうな考え方を持
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っておりますので、申し上げた４つの物件が事業

化が望めない用地というふうな位置づけをいたし

ております。

そして、損金なんですけれども、当時額ははっ

きりうちの方でお出ししたんですけれども、ただ

これは非常に重要な問題ですので、軽率に損金が

何ぼぐらい出るということは、ちょっとこの席で

は申し上げるのは控えさしていただきたいんです。

ただ、地価の動向としては、バブルの絶頂期の約

４分の１から５分の１というふうなことがちまた

で言われておりますので、その程度の額と想定し

て考えていただけたら結構と思います。

以上です。（大森和夫君「当時の責任者の名前

は」と呼ぶ）

責任者はもう皆さん亡くなっておられますけれ

ども、浅羽市長の時代の物件でございます。ただ、

当時は事業化として買ったと。以降の対応がおく

れたということも、我々行政を預かる者としては

深く反省をしなければいけないと、このように考

えております。

○副議長（谷 外嗣君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 健全化の分で、２００５年

に乗るか乗れへんかということで御議論になって、

やめようという話になった。５２億ほどの新たな

借金をしなければ、買い戻しをしなければならな

いということだったと思うんですけどもね、岸和

田が買いましたよね、４０億で。コメントを見ま

すと、やっぱり毎年金利がかさむと。そういう点

からいえば苦肉の策で、傷口をさらに広げないた

めにも買いましたと。それが市民にも理解を得ら

れるだろうと。

これからのことを長期で見れば、利子がどんど

んふえていくことを見れば、これはもう買い戻し

今できるだけ安く、政府がそういうふうな形

でしてくれることに乗る方がいいんじゃないかと

思うんですよね。これはもう２００５年という期

限つきやから、市長が言うてる合併問題と比べて

みて、せっかく２００５年て言うてくれてるのに、

もっと議論をすべきだと思うんですよ。合併など

は一生懸命議論して議論して、２００５年までと

いうめどがあるからと言うんやったら、これをも

う少しちょっと議論して、やっぱりこうした方が



金利は安くなるのは明らかでしょう。

それで、このために経常、いろいろな収支の比

率を引き下げんがために買えへんのかと思うぐら

いなんで、もうちょっとその辺、これを買うた方

が実際には金利が安くなる、政府がせっかく進め

てくれてるこういう施策に何で乗れへんのか、も

う一度わかるように説明をお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 先ほど助役も御

答弁さしていただきましたように、今回のこの健

全化に乗らなかった理由といたしまして、まず５

年間で５２億の買い戻しを行わなければならない

ということは、年間１０億以上の起債発行という

ことで、起債制限比率、また公債負担比率等も当

然上昇してきてます。泉南市でも現在事業も展開

してる中で新たにこの５０億円を買い戻すという

ことは、かなり厳しいということでございます。

そして、もう１点、これを買い戻すことによっ

て、今後１０年以内に事業化をしなければならな

いという問題がございます。そういう中で、事業

化もやはり今現在継続してる事業等もございます

ので、その点を考慮した中で、この制度には乗ら

なかったということでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 本当に健全化しようと思う

たら、もう土地開発公社が土地買わんことですわ、

しばらくは。今度また９億円でしょう。そんなこ

とをしとって、ほんまに健全化する意思があるん

かと思いますよ。市が買いなさいよ、公社に買わ

さんと。こんなん改善化する意思が見えませんわ。

何で新たにまた土地開発公社に土地買わすんです

か。やめなさいよ、こんなこと。やめたらどうで

すかということです。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 今の御質問、もう買い

なさんなということでしたんで、答弁せんでええ

かなと思いましたけども。

もちろん、土地開発公社のあり方というのも多

分議論しなけりゃならないと思います。現在、市

の土地開発公社の現状というんですか、確かに１

００億円を超える状況にあるということ、これは
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もう我々としても認識をいたしております。

ただ、これから事業を行っていく場合に、当然

土地の、公有財産の購入という事業があります。

そのときに、当然道路なんかの場合でしたら、単

年度、単年度で道路の用地を買収できる場合はい

いんですけども、例えば所有者が、ことし１００

メートル行きます。２００メーター先にも用地が

ある。一緒に買うてくれないかというような話も

あると思うんですね。ですから、そういったとき

に、じゃもしそういうふうな考えでいきますと、

その分についてはそのときに買われないと。そう

したら当然買収の交渉なんかはうまいこといかな

いという、やっぱりそういったこともあると思い

ます。

ですから、現在土地開発公社の売却の方針とし

ましては、基本的には３年ぐらいで市の方には買

い戻ししてもらいますよと。ですから、そういっ

た分については市が債務保証しまして、そして公

社の方の先行取得をやっていくということであり

ますので、土地開発公社のあり方というのは、そ

ういうことで御理解のほどお願いしたいと、この

ように思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

成田君。

○１８番（成田政彦君） 今、大森議員が最終的に

結論を言いましたけどね、会社でいえば再建不能

の会社であると。直ちに弁護士が来て、きちっと

整理すると。その際、不良債権した土地、さっき

ありましたわね。１５、１６、１７の全くこれは

不良債権中の不良債権で、これはどうにもならな

い土地と。これはもう整理すべきやと。今、取得

原価が３億４，０００万で１８億ということですか

ら、差し引きしても１５億も銀行に債権放棄して

もらわん限り、不可能だというとこまで来とると

いうことと私思います。

先ほど公社の事務局長が申し述べましたように、

大体今はバブル時期に比べたら４分の１から５分

の１という値段の価値しかないと。４分の１から

５分の１言うた、今。そうすると、これはすべて

そういうことで、１２６億あるんですから、４分

の１として大体３０億程度ぐらいの価値しかない

という、極端に言ったらそういうことになるんで



すけどね。そのぐらいの価値しかない土地をこれ

だけ抱えとるんですから、さらにつぶれた会社が

その新しい土地を買って、そしてまたいつ事業計

画が起こるかどうかわからないような駅前の再開

発事業に市が手をかすということになると、これ

は市が本当に再建不能、５０億円も買い取りせな

あかんということは全くできないということなも

んで、これは市長にお伺いしたいんですけど、市

長の時代に 昭和６２年に市長は多分事業部長

になったと思うんですけど、それから市長公室長

になって、助役になって、市長になって、その時

代、私は市長の言葉をかりれば、道路をつくるん

ですからすべて借金ばかりではないという、そう

いうことをおっしゃとるけど、結果責任でやっぱ

りこれだけの借金をふやしたということは、それ

は砂川樫井線とか市場岡田線とか信達樽井線、道

路にはなるんですけど、現在の時点ではこれだけ

の借金を抱えとるということで、これをどのよう

に借金を減らし、つぶれとる会社かもしれません

けど、１つお伺いしたいんですけど、今度の予算

書の中で、これは前も質問されたんですけどね、

今度９億の土地を買うと。それで、そのうち６億

の土地を買うんですけど、この土地については６

億なんですけど、これは将来事業化計画が可能な

のかどうか。

１つは、これ買い戻して事業化計画立てて、そ

して利息を払ってまた事業費 恐らく泉南市が

持ち出しになるんですけど、そういう意味で６億

では済まないかと思うし、それからこの土地の形

態も信達樽井線と砂川樫井線もひっついてないし、

いろんなちょっと形態的にも非常に変形した土地

になっとるんですけど、私はこれも非常に今の経

済状況、それから事業計画は将来何年になる、そ

ういう先の不安を考えますと、これも結局買って、

そのまま牧野の周辺にあるような土地になるんで

はないかという気が私はするんですけど、この６

億で買った事業化計画の見通し、そういうのはど

のぐらい可能性があるのか、ちょっとお伺いした

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 公社で先

行取得をして事業をやるわけでございますけども、
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やめたらどうですかと先ほど意見もございました

が、ただ泉南市、我々が何も勝手にやってるわけ

ではございません。当然、債務負担にするに当た

っては、議会に上程をいたしまして、１坪の土地

でも勝手に買ってるわけではございませんので、

その点は御了承いただきたいと思います。

それと、市民のアンケートで、快適で住みよい

地域づくりは一番何を望んでいるかというような

アンケートの結果もございます。この中では、交

通アクセスについては、これはかなり泉南市は充

実しておるが、そこまでの市街地へのアクセスが

かなりおくれてるんではないかということでござ

います。要するに、駅までのアクセス、これにつ

いては泉南市はおくれてるという市民の方の大半

の御意見でございますんで、費用もかかることで

はございますが、できるだけ駅周辺の整備につい

ては力を入れていくというのが我々の義務ではな

いかなということで取り組んでおるわけでござい

ます。

それと、具体的には砂川駅前の広場について、

これは事業化のめどがあるのかということでござ

いますけども、あるから今年度の債務負担でもお

願いをいたしまして、御承認をいただいたわけで

ございます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 大体、やっとることとご

っつい矛盾しとるんやね。新行財政改革大綱実施

というのを書いたんだけど、これが将来的に年次

計画的に、この砂川駅前再開発について、例えば

３年以内で買い戻しして事業化計画できて、それ

ができるかどうかという、こういう計画が提案さ

れて、それならつぶれるような会社であっても、

このぐらいできるんと違うかということは僕らは

わかるけど、これについては全く何年先、それか

ら何年後にあそこの駅を、そういうことなしに、

先に買収ありきだということだから、我々として

はもう現時点の１２９億についても、国の再建に

乗れない、そういうことはみずから証明するよう

な、僕に言わしたら不良開発公社やね、これは。

そういう公社がさらにそういう事業をするという

ことについては……（発言する者あり）破綻した

公社やね。不良ではないな。もう破綻したんやね。



そういう公社が事業をするということについては、

別に難しい理屈ではなくて、我々が不安を持つの

は僕は当然ではないかと思いますよ、これ。市長

が幾ら立派な事業家であっても、金がなかったら

できないしね、市長。何ぼ考えたってできないし、

計画倒れになるしね。

そういう点で、先ほど大森議員が言ったように、

今の時点で９億も借金して事業をするのは、新行

財政改革でも非常に厳しいことを言うとるんだけ

ど、やっぱり開発公社の方も今その９億円のお金

をそんなに急いで、必要性があるかどうかは別と

して、当面持っとるこの不良債権を健全化すると、

買い戻すということをすべきではないかと私は思

うんですけどね。その点どうですか、市長。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今、おっしゃってるのは予

算の議論で、今３月議会で予算議決いただいてる

わけですから、そこまでまたバックしていただき

ますとちょっと困ると思うんですね。

ちょっと説明しますと、例えば砂川樫井線は今

駅前まで事業認可とれておりません。前の閉鎖し

た北の踏切までしかとれておらないわけです。

（成田政彦君「市長、説明せんでも全部知っとる」

と呼ぶ）いやいや、聞いてください。それで、そ

れから一丘までのめどが立ってきたわけですね。

もうほぼ完成年度というのは視野に入ってきたと。

そうすると、駅前まで接続しないといけないわけ

ですね。ということは、認可変更で認可延長をい

ただかんといかんわけです。そのときに、駅前広

場と街路というのはセットですよというふうに言

われているわけです。

ですから、今回本来は面的整備で再開発でやる

というのが一番手法的にいいんですけれども、こ

れについてはなかなか今こういう時期ですから、

採算がまた再開発事務組合でやったとしても非常

に難しいということですから、役割分担をして街

路と駅広は公共でやりましょうと、残りの土地の

整備については民間でやっていただこうと、こう

いうふうにしたわけですね。したがって、駅前広

場については、地元ともコンセンサスを得た今の

案で計画をして、そして認可延長をいただいて、

駅前まで砂川樫井線を延ばそうと、こういうこと

－２３５－

でございます。ですから、いわゆるセットの話で

ございます。

それと、この公社で買わなくてもいいじゃない

かという議論もあるんですけども、都市計画道路

なんかで事業認可をとってある土地について、買

い取り申し出があれば買わなければなりません。

それが１つ。

それから、もう１つは、公有地拡大推進法で、

まとまった土地について提供しますよという買い

取り申し出があれば、それは買うか買わないかの

判断をしないといけません。ですから、買わない

でいいんじゃないですかというのは違うんですね。

やっぱりどうしてもその事業認可なんかとってお

る縛りの係った部分は、申し入れがあれば買わな

きゃならないわけですね。そういうことがありま

すから、一概に買わなきゃいいという議論にはな

らない。ただ、やっぱり厳選はしないといけない

というふうに思っております。御指摘のとこは、

さっき言いましたように駅前広場とセットで事業

認可延伸をとりますから、事業化をやるというこ

とでございます。

〔成田政彦君「それやったらね、市長、砂川樫

井線と信達樽井線を結ぶと３件ありますわな」

と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） ３件土地がありますわな。

だから、それはそれで市長の考え そこを売ら

なかった場合、いつまでもあなたは都市計画決定

を打って将来駅と結んで、一丘からずうっと許可

……、あの買収をあそこは応じないとあくまで言

ったら、そらそこはもうつながらないでしょう、

結局。いや、市長はそう言うとるやん、買わなき

ゃならない計画……。あの３件がずっとそういう

ふうにあくまでも抵抗、売らないということにな

った場合、市長はそういう考えでそうするかわか

らんけど、実態としてそれが成功するかどうかと

いうのは、まだ時間がかかるんと違いますか。

相手は売らない、あの３件のとこでとまっとる

やん。それやったら、いびつに今度のやつはこっ

ちへ回ると、道路はつながらないからね。この地

図を見たら、これつながらないからね。結局つな

がらないから、ちょっと曲がってずうっと入って



いくというふうに、今度そういう計画になっとる

でしょう、これは。駅前で３件がああいう形で、

砂川樫井線と……（発言する者あり）いや、つな

がらない。今３件おるがな、あそこに。つながっ

てない。現に買収できないんや。あそこは事業化

計画打ってないんや、実際は。違うの。僕はそう

いうふうに聞いてとる、事業計画打ってないと、

あそこは。砂川樫井線はあそこまでで。あんたの

話聞いとると、勝手に全部ずうっと行くように感

じますよ。認可がすぐいくとか、僕はちょっとそ

こようわからんわ。あなたの言うことはようわか

らんわな。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 都市計画決定は打ってある

んですよ。（成田政彦君「事業化ということや」

と呼ぶ）いや、都市計画決定は、既に砂川樫井線

と信達樽井線は連続して打っております。わかり

ますわね。その次に、事業化をするときに事業認

可をとるわけでなんですね。今、閉鎖した牧野北

１番から大阪側がとっておると。それがほぼでき

てきましたと。今度駅前まで持ってこないと効率

が悪いわけですね。これについては事業認可をと

りますと、事業認可変更でとりますということで

すね。あなた言われるように、その中に売らんと

いう人がおるじゃないかという話なんですが、事

業認可をとれば土地収用法の対象になります。で

すから、もちろん任意交渉が前提ですが、どうし

ても御理解いただけないとなれば、個人の利益よ

り公の利益ということの判断をしなければいけな

いと、こういうことになります。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

（成田政彦君「議長、終わってないやん、全然」

と呼ぶ） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 細かい論議は、もう今議

会もそうですし、いろんな形でやられてきてるの

でいたしませんけれども、公社開発理事、蜷川理

事長初めたくさんいらっしゃるわけですよね。そ

れで、やっぱり買収された年限が前市長、前々市

長いろんな形あるわけで、そこで責任は余り感じ

てらっしゃらないということは発生すると思うん

ですけれども、市民としてはそうは見えない。行

政は一貫したものであるというふうに判断します

－２３６－

からね、そこでモラルハザードみたいなものがや

っぱり生じてくると思うんですよ。

ここを本当に真剣に考えていただかないと、何

ら行政責任がない。それはもう前々市長がやった

ことで関係ないというふうな判断であると困ると

思います。前田課長がおっしゃられたような一応

謝罪というか、何と解釈していいのかわかりませ

んが、おっしゃられることは的確だと思いますの

で、それは蜷川理事長なり公社を代表する人間が

率直に述べるべきものであると思います。

これ、どう考えても、本当に今のゼネコンとよ

く似てて、公的資金を投入するか、債権義務を放

棄するか、これ以外に決着つかないんじゃないか

なと。一部から転売していってどうこうというこ

とで、前田課長なんかは案を出されてましたけど

も、それも一向に進展しない。膠着状態で来てい

るというふうに判断さしていただいてますし、そ

うなるとこういう形しかないのかなと、不良債権

処理と。

これは国会で議決するなり協議してもらわなき

ゃいけないわけなんで、単独自治体ではそういう

ことは問題化できないでしょうけれども、そうい

うことも今後枠組みに入れて、視野に入れて考え

ていかなきゃならない時期に来てると思うんです。

今言ったモラルハザードに含めて、蜷川理事長、

その点の御答弁をお願いいたしたいと思います。

それと、石橋課長、５年間の問題で事業化でき

ない云々とございましたけども、ちょっと１点だ

けお聞きしたいんですけれども、例えばそれを転

売するとか事業化じゃなくて、そういう手法の選

択は全くないんですか。それだけちょっと御質問、

お願いします。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 土地開発公社と行政全体の

責任ということについてのお尋ねであったという

ふうに思いますけども、土地開発公社につきまし

ては、これも御承知のとおりでございますが、公

園や道路の建設などのために必要な公有地となる

べき土地を先行して取得するということのために

設けられた組織体でございまして、この先行取得

そのものの必要性につきましては、現にでもなお

存在をいたしておると、必要であるということで



はございます。

ただ、全国的に土地開発公社が大きな問題にな

っている中で、とりわけ時間のコストというふう

な概念、あるいは説明責任というふうなところ、

このあたりのところがこれまで右肩上がりの経済

成長のもと、地価については下落しないんだとい

うふうな神話的な考え方の中で、これが社会一般

の通念であったということもあって、ともすれば

利用目的や事業の確度 精度というふうに申し

上げてもいいかと思いますが、それから所有する

ことに伴う時間的なコストですね、今申し上げま

したけれども。こういうことがあいまいなまま先

行取得されてきたというふうなことも一部あった

ということについては否めない事実でございまし

て、こういうことの結果が現在の状況を生んでる

ということについては、行政全体として反省をし

なければならないというふうに考えているところ

でございます。

今後につきましては、先ほど来御答弁申し上げ

ておりますけども、これはもう基本的に市の体力

と相談ということになりますけども、できるだけ

健全化を進めていくことが必要であるというふう

に考えております。

ただ、市単独でやるということには非常に無理

がございますので、今回制度に乗れなかったとい

うこともその点があったわけでございますが、特

に制度に乗れなかった自治体、市の公社について

どういうふうにしていくのかということについて

は、府や国に対してできるだけの支援を要望して

いくということの中で、制度的に支援するような

ものをお願いしていくということだと思います。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 私の方から買い

戻した部分を転売できないかということでござい

ますけども、基本的に事業目的に沿って公社で購

入したと。それを今回の健全化に基づいて買い戻

すということで、それを転売ということは、これ

はできません。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 事業部長、議会が議決し

ているということで責任が当然発生していると。

－２３７－

それはそうでしょうが、予算の提出権は首長しか

ございませんので、その枠組みも十分承知の上で

そのような御発言をされたんだと思いますけれど

も、ここの公社のどの時代の首長で、どういう事

業目的があったのか、明確にできるものが今後の

資料として、今後のことで結構ですから添付して、

反省も含めて公社の責任問題、我々の議会の責任

問題を含めて集約していけたらと思います。ちょ

っとお答えください。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 再度のお尋ねにお答え申し

上げたいと思います。

先ほど一部お答えしたかと思いますけども、今

後のあり方、今後具体にどうしていくかというこ

とについてお答え申し上げたんですが、先ほど公

社の局長の方からもお答え申し上げましたが、一

定の分類をしておるということでございますけれ

ども、保有の土地につきましては、今日的時点に

おいて再度分類をし直して、先ほど来申し上げて

おります公拡法の施行の改正通知、この趣旨にの

っとって具体の計画を立てていきたいと。

ただ、健全化対策には乗れなかったわけですけ

ども、これに乗ったらどういう形になるのかとい

うことも含めまして、一般質問で市長の方は答弁

さしていただいておりますけれども、具体的な計

画を一度練り直してみたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 事業部長、どうなんです

か。前田課長でも結構ですが、その答弁ございま

せん。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） トータル

的には私も行政マンでございますんで、責任はあ

るという考えを持っております。ただ、我々一番

根本的にやらなければならないのは、決められた

業務、これについては敏速に忠実にやらなければ

ならないというのは、これはモットーでございま

すんで、今後とも取り組んでまいりたいというふ

うに思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 角谷君。

○１７番（角谷英男君） １点だけ絞って質問をし



たいと思います。

先ほど北出さんも触れられましたが、山内事業

部長は議会の責任に触れられました。触れられた

以上、私も行政の責任について多少触れなきゃ仕

方がないなというふうに思います。特に、公社保

有地の売却問題でありますが、これはここにも書

かれておりますが、原則として一般公募による売

却に努めると、こう書かれているわけなんです。

そこで、問題は首池、岡中にありますね。かつ

て産廃の事件にもなりましたあの場所であります。

私はこの問題には余り触れたくなかったんです。

しかし、そのようなことを言われますんで、一般

公募して売ると言いながらなぜ売らなかったのか。

ここの第２回評議員会、平成１３年５月１日です

が、そこの議事録を見ますと、首池の鑑定価格は

１０万８，０００円ですので１２万円で交渉してい

る。１１万以下では売却しない方針ですと、こう

言われているわけなんです。

鑑定価格が１０万８，０００円で１２万円で交渉

している、１１万以下では売らないと。今そんな

こと言える状態ですか。まして、首池を現実見ま

すと、あそこはまさに民間ではなかなか売れない

んです。そうでしょう。あれたしか阪南ＪＡが買

いにきたはずなんです。なぜなんですか。これこ

そもう処分をすればいいんです。皆さん私たちの

ことを言われるが、皆さんも努力をしてない、こ

れ。たったこれだけの値段の違いでなぜ売らなか

ったのか。触れたくなかったが、言わざるを得な

い。いかがなんですか。売る気があるのに売らな

い。売ると言ってるのに売らない。そして、議決

してきた議会にも責任がある。皆さんも努力すり

ゃいい。たったこれだけの差なんです。しかも、

民間では恐らく利用価値のない土地、これ皆さん

わかっておられるはずなんです。もう一度言いま

す。触れられたくなかったが、言わざるを得ない。

○議長（奥和田好吉君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） だれの

責任かということを随分……（角谷英男君「いや、

なぜ売らなかったのかと言うている」と呼ぶ）首

池の売却については、実は昨年７月に農業協同組

合が譲ってくれないかという話がございました。

そのときも値段的に合いませず、不調に終わった

－２３８－

という経緯がございます。ただ、それまでに農協

以外にも私どもは隣接する工場に売却というんで

すか、保有地を買っていただけないかということ

で、実はこの１年間ずっと交渉を重ねてまいりま

した。

昨年に鑑定価格をとったところ、１０万８，００

０円の鑑定価格が出たと。我々としたらどうして

も鑑定価格を下回るわけにはまいりませんので、

先方さんには坪１２万でお買い願えないかという

お話をしたところ、相手さんの工場は非常に不整

形地の工場でございました。極端に言えば三角工

場、市道に面した三角の工場でございました。こ

ういった相手の弱みと言うたらちょっと本会議で

非常に不謹慎な言葉かもしれませんけれども、相

手さんも資産価値を上げたいから、当然正方形の

工場がいいのではないかということでお願いした

ところ、相手さんは非常に喜んでいただけたとい

うふうな経緯がございます。

それと、もう１つ、その工場の裏側、ＪＲ沿い

なんですけれども、そこにも約３，０００坪をお持

ちの地権者の方がおられます。進入路は狭いんで

すけれども、一応３，０００坪に入る進入路はある

んですけれども、大規模開発あるいは事業用地と

してその土地を使おうと思えば余りにも進入路が

狭過ぎるので、それで公社としても先方さんに買

っていただけないかという交渉に１年前に入りま

した。ただ、契約の締結とまでは至っておりませ

んけれども、現在も引き続いて交渉は重ねており

ます。予想なんですけれども、多分相手さんは買

うというふうに私は考えております。ただ、角谷

議員がおっしゃられたように、まだ売らないとか

そういう問題ではなしに、私は売れると判断いた

しております。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） もうこれで終わりますけ

ども、売れるんですね。これは局長に聞くよりも、

私は理事長に聞きたかったんですけどね、要は。

要は売れるんですね、それじゃ。ＪＡに売るより

も民間に売る方が得だということですな。そうで

なきゃおかしいでしょう。そのとき売っときゃよ

かった。具体に買いに来てるんやから。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。



○助役（蜷川善夫君） 首池の経過についてのお尋

ねでございますけれども、ＪＡ阪南さんの方と私

どもの公社で何度か話し合いを持たしていただい

たところでございますが、議員今御指摘のあった

ような首池の土地の経過がございますんで、その

あたりのところも含めて、ＪＡ阪南さんの方がも

う少しといいますか、かなり安い単価でというふ

うな話でございました。

私どもは、その１つの経過ですね。この廃棄物

処分場用地の１つの経過を含めて、どう考えるの

かという全体の考え方の中で交渉を進めたわけで

ございますけども、そこまで合意に至らなかった

ということでございます。今、局長が申し上げた

件につきましては、現在の首池の用地の一部でご

ざいます。

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。（角谷

英男君「もう結構です」と呼ぶ）ほかに。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 過日も、岸和田の開発公

社が４０億円の借金をして小学校用地を買い上げ

た。最近、とみにこの公社の問題がマスコミをに

ぎわしているように思うんですが、しかしいろい

ろ人の関係など入り組んで、市民にはわかりにく

い。しかし、一方ではこの塩漬け用地の問題が大

きな社会問題にマスコミ等でも取り上げられて、

明らかになりつつある。これは行政の責任でもあ

るし、我々議会の責任でもあるというふうに思い

ますので、その点市民にわかりやすくこの問題は

明らかにしていく。

そういう立場から、少し質問をしてまいりたい

と思うんですが、実際上この買うた土地がどんど

ん利息がついてきて大変な額になってきているわ

けですね。しかし、実際上先ほど売買の話が出て

おりますが、たまたま首池は鑑定価格と同じよう

な、それよりも高いような額で取引が可能だとい

うふうな話が出てきておるんですが、しかしほと

んどの土地がいわゆる実勢単価に比べて明らかに

現在の利息も含んだ簿価という帳簿に記載された

額との間に大きな差がある。これは実質上、私は

損失だというふうに思うんですね。これは将来買

い取るときでも多額なお金で買い取らないかん。

実勢単価をはるかに超えた価格で買い取らなあか

－２３９－

ん。実勢単価はどんどん減ってきてますからね。

これはやっぱり市民に損失を与えるということに

なっていくんではないか。市民にとっては非常に

喫緊の問題だと、損をこうむるわけですから。

そういう点では、果たしてこの百二十何億にな

んなんとするいわゆる塩漬け用地と言われるとこ

ろでも、５年、９０億円ほどあるわけですが、そ

の辺の実際上の簿価と実勢単価の差ですね。やは

り私は、これは市民に現在、将来にわたって損失

を与えるもんだというふうに思うんですが、この

辺の額についてはそれを市民の皆さんに明らかに

していただきたい、こういうふうに思うんですよ。

それと、市長ね、先ほどちょっと論議聞いてお

りまして、私も都市計画審議会に長年、今も籍を

置かしてもらってますので、ちょっとお聞きをし

たいんですが、信樽線はたしかポリボックスの、

砂川の中央派出所、あそこまででしたね。それか

ら、上は ちょっと待ってください、聞いてる

んですから、首振らんとね。後で答えてください

な。わからへんから聞いてるんですから、わかっ

てたら質問しませんから。

砂川の駅前までは、これ府道ですよね。府道砂

川停車場線というふうに思ってるんですよ。これ

は府ですわね。府で都市計画決定打ったんですか。

市とダブってるんですか。一連のずうっと成田議

員の質問に対して、いわゆる砂川樫井線とすべて

連動して都市計画決定打ってるんだという話を聞

いたんですが、ちょっとの間打ててませんがね。

その辺はちょっと……事実確認だけなんで、もう

簡単に、そんな難しい顔せんと。もう首振らんで

も、簡単に笑いながら答えてくれはったらいいん

でね。それで、２つだけちょっとお示しをいただ

きたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私もそういう仕事を長年や

っておりましたので、明確に覚えておりますので

お答え申し上げます。

砂川樫井線は砂川駅前から樫井川のとこですね、

新家を通って樫井西線という樫井川を渡った泉佐

野の境界まで、これが砂川樫井線でございます。

砂川駅前からりんくうタウンまでが信達樽井線、

都市計画道路名は信達樽井線。そのうちの牧野の



派出所から駅前までが府道の和泉砂川停車場線で

ございます。ですから、都計としては連続してす

べて都市計画決定されております。事業認可をと

っておりますのは、先ほど言いました牧野の北１

番、締め切った踏切から一丘小学校のところまで

ですね。ここが事業認可をとっております。その

ほかは、都市計画決定はされておりますが、事業

認可はまだでございます。

今回、砂川樫井線の牧野１番から砂川駅前、わ

ずかな距離ですが、ここの事業認可をとらんとい

かんわけですね、そうしないと向こうができても

タッチしませんので。それを事業化するときに、

駅前広場とセットですよというのはもうずっと以

前から言われてまして、今回それを本来は面的整

備でやった方が一番早いと。そして、権利者も地

区外へ出なくてもいいと、選択ができるというこ

とでやったんですけれども、こういう時期ですか

ら、なかなか組合事業そのものの採算が厳しいと

いうことで、それは一応休止にしまして、そして

本来の街路事業でやりましょうということになっ

ております。

○議長（奥和田好吉君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 簿価と

実勢価格の差なんですけれども、平成１０年に私

どもの方は事業用地として当時１３０億の保有地

を持ってたんですけれども、その保有地の中で確

実に１００％事業が進捗するものを第１分類、あ

る程度おくれはしているけれども、計画は若干お

くれるかも知れませんけれども、計画どおりやれ

るだろう、これを第２分類。（和気 豊君「いや、

そこは聞きました、先ほど」と呼ぶ）第３分類、

第４分類と、その中で簿価と実勢価格の差を私ど

も算出いたしました。

ただ、理事会で理事の皆様方にこの数値をお見

せして、こういったもんを私どもが路線価のもと

に、路線価と申しましてもいろんな場所の路線価

から引っ張ってきた数値ですので、厳格な数値の

算出ができないために、こういったものを出せば

いたずらに社会的混乱を招くのではないかという

ことで、理事会だけにはお出ししましたけれども、

各議員の皆様方にはちょっとお見せは控えさして

いただきたいと、このように考えております。

－２４０－

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） いや、それはおかしいん

じゃないですか。私、鑑定価格をとって、すべて

厳密に発表しなさいというふうには言ってるんじ

ゃないんですよね。地価公示価格、泉南市では１

４４カ所ありますが、そういう点をとって近傍価

格を一定設定して、議会ではその程度の含んだ話

はできますやないか、きっちりした話じゃなくて

も。マル公で出ている価格から考えて、こうなる

と思います程度ぐらいの話はできますやない。公

に出てるんやから、地価公示価格は。そうでしょ

う。４月１日にはいつも出るんですから。

こういうことから、きっちり算定して大体これ

ぐらいの差が出るんだと、この程度のことはやっ

ぱり議会に言ってもらわないと、どれだけこの開

発公社の経営が行き詰まってるのか、それとも将

来切り開かれる可能性があるのか。今、先ほど何

か成田議員が質問してるときに、いやもう破綻や

と、こういう言葉もありましたよね。私もそう思

うんです。まさに破綻してるというふうに思うん

ですが、いやそうではない、そう言うんやったら

一遍その辺の数字のあやちをはっきりしてくださ

いよ。それが１点です。これは１点ですよ。

それと、もう１つ、１２年度のこの決算書でも

２億からの収入未済額か、利息はどれぐらいです

か、１２年度は。大変な利息、１３０億近いいわ

ゆる簿価のものを持っているわけですから、それ

に対する利息は一体どれぐらいになってるのか。

この利息もやっぱりどんどん重なっていって将来

負担になっていくわけですから、その辺からもや

っぱり問題ではないかというふうに思うんですよ。

一遍市民の皆さんに私もお話をしていきたいと思

いますので、その点もお示しをいただきたい、こ

ういうふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 公社の

保有地については、事業化をするための保有地で

す。決して売るのを目的にして買った土地ではな

いので、我々は１００％事業化がされるものと信

じております。しかし、一部の事業用地は既に３

０年近く年数がたってると。この物件については、

新たな事業の模索、展開を行うか、あるいは売却



処分として処分するか、この二者択一の選択をし

なければいけないと、このように考えております。

その中で、売ろうと、売却物件については、現在

和気議員の御指摘事項の公表については、再度理

事会で協議を行いたいと、このように思います。

そして、利息の発生額でございますけれども、

これは１４６ページをお開きいただけますか。１

４６ページ中段、平成１２年度の利息額は約２億

５００万。例年２億程度の利息を負担していると

いうのが土地開発公社の現在の状況でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） もう最後にします。

これは理事会を代表するという発言になると思

いますので、先ほどのいわゆる簿価と実勢単価の

差ですね、この公表については、これはひとつ、

私先ほどの質問はもう繰り返しませんので、あな

たの発言、事務局サイドの発言ではなくて、これ

は当然統括する理事長の発言を再度お聞かせをい

ただきたいというふうに思います。私は出すこと

の根拠を示しながらお示しをしましたので、今出

せないという根拠も含めて御回答をいただきたい

というふうに思います。

それから、毎年利息が２億５００万ですね、こ

れほどあると。これね、ほんまに簡単に言います

けれど、本当に今生活苦しくなって、どんどん泉

南の繊維が廃業、倒産されると。そこで路頭に迷

うておられる労働者もおられるということで、こ

れを秒に直すと１６８円、分に直すと１万円、日

に直すと６０万、月に直すと１，８００万。これ、

今論議している間にどんどん市民に将来負担とし

て重なっていってるんですよ。利息だけでですよ。

それで、地価がどんどん下がってくる。その両方

と合わせて大変な損失を市民にこうむらしている

わけですよ。この辺の痛みをやっぱり明らかにす

るというのが行政のあり方じゃないですか。情報

公開条例の精神じゃないですか。それが言えない

というようなことは、どういうことなんですか。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 和気議員の御質問にお答え

をいたしたいと思います。

先ほど事務局長の方から御答弁申し上げており

ますけれども、土地公社の土地については、基本

－２４１－

的には事業化するということが大前提でございま

すので、事業化の見込めるものについては事業化

をしていくということでございますが、分類を今

日時点でもう一度するというふうに申し上げてお

りますので、その時点で申し上げたような点につ

きましても、理事会にお諮りをして協議してまい

りたいと思います。すべてを塩漬け土地であると

か、不良の土地であるとかいうようなことでお示

しするというのは、社会的な混乱が起こるという

ふうに考えますので、その点につきましては理事

会で十分協議をしてまいりたいというふうに思い

ます。

〔和気 豊君「５年以上のやつについて出しな

さいよ。塩漬け土地について出しなさい」と

呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れないですか。ほ

かにありませんか。 以上で本２件に対す

る質疑を終結いたします。

以上で本２件の報告を終わります。

４時まで休憩いたします。

午後３時２９分 休憩

午後４時 １分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第１０、報告第１５号 専決処分の

承認を求めるについて（平成１３年度大阪府泉南

市一般会計補正予算（第２号））を議題といたし

ます。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました

報告第１５号、専決処分の承認を求めるについて

（平成１３年度大阪府泉南市一般会計補正予算

（第２号））について御説明を申し上げます。

議案書分冊の１ページをお願いいたします。

専決理由でございますが、大阪海区漁業調整委

員会委員の欠員に伴い、同委員会委員の補欠選挙

の期日を７月１８日に、その告示を７月９日と決

定されたことに伴いまして、同補欠選挙に要する



経費を予算措置する必要がございますので、専決

したものでございます。

補正予算の内容でございますが、歳入歳出それ

ぞれ５５万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１９８億１，８８１万９，０

００円とするものでございます。歳入歳出の明細

につきましては、７ページから８ページに記載の

とおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第１５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第１５号は、原案のとおり承認するこ

とに決しました。

次に、日程第１１、議案第１号 泉南市事務分

掌条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。

議案書の１６３ページをお願いいたします。

組織機構につきましては、平成９年度より行財

政改革実施計画に基づき、簡素効率化の観点から

総合的な施策展開が図られるよう、類似事業の一

元化を図るなど具体の項目について実施、検討を

加え、一定の成果を上げてきたところでございま

す。

しかし、市民ニーズは今後ますます多様化、複

－２４２－

雑化し、信頼される行政運営を行うためには、環

境の変化に即応できるような柔軟性や効率性を備

えた組織体制が望まれております。

今般、行政事務の効率化をさらに進め、新たな

行政需要に対応し得る組織体制とするため、部の

新設と統廃合を含めた泉南市事務分掌条例の一部

を改正する条例の提案をするものでございます。

主な改正点は３点ございまして、まず１点目は、

新しい時代に対応した多様な行政サービスを展開

していくため、財源確保の立場から財務部門の強

化と情報の一元化、並びに行政効率の向上を図り、

地方分権の時代に即応し得る政策形成能力や自治

能力の向上に配慮しつつ、より簡素で効率的な機

構の確立を目指し、市長公室を廃止し、総務部と

財務部に改称し、事務分掌の変更をいたすもので

ございます。

２点目は、市民にわかりやすいネーミングによ

り開かれた市政に努めるため、市民生活部を市民

生活環境部に改称するものでございます。

これは、快適な生活環境づくりや公害のないま

ちづくりを進めるため、市民、事業者、行政が一

体となって環境への意識を高め、省資源、省エネ

ルギー運動などを通じ、環境に優しいまちづくり

を推進することを目的とし、市民生活に直結した

生活環境を重視する組織体制の構築を行うもので

ございます。

３点目は、下水事業につきまして一定の整備進

捗を図られたことと、簡素効率化の観点から総合

的な施策展開が図られるよう、下水道部を事業部

に統合するとともに、事業部を都市整備部に改称

するものでございます。

以上、まことに簡単ではございますが、御説明

とさせていただきます。よろしく御承認賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 真砂君。

○５番（真砂 満君） それでは、何点かにわたっ

て質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、一般質問でも質問をさせていただ

いたんですが、皆さんもお聞きになってたかと思

うんですが、答弁者の答弁のスピードがめちゃく

ちゃ早いもんですから、その中身がよくわからな



かったという点もありまして、一般質問とダブる

部分があろうかというふうに思いますが、その点

についてはひとつ御容赦をいただきたいというふ

うに思います。

それで、簡潔にということでありますから、簡

潔に質問項目を述べさせていただきます。

今、蜷川助役の方から趣旨の説明がありました。

お聞きをしてますと、大変ごもっともなことばか

り並べられておりますけれども、結果として言葉

で幾らきれいなことを言っても中身が伴ってなけ

れば何にもならないわけでありまして、そういっ

た意味では、これまでの総括的な言葉としまして、

総合的な施策展開をしてきたと、類似事業の一元

化を図って一定の成果が上がったという御報告が

あります。その具体的な事例をお示しをいただき

たい。これがまず１点。

それと、今後の問題点として、ニーズが多様化、

また複雑化をしてきている。そのとおりだという

ふうに思ってます。それで、そういったことも踏

まえて信頼される行政、また環境の変化に即応で

きる組織の体制ということで柔軟性を持っていか

なければいけない、また効率性を図っていかなけ

ればいけないということが述べられておりますの

で、具体にどのようなことを、今おっしゃられた

言葉と柔軟性はこういう形でこの部署をこうする

んだというようなお示しをしていただきたいとい

うふうに思います。

それとあわせて、これは一般質問とダブるわけ

なんですが、機構改革の説明で骨格ということで

５項目が述べられております。これは質問で聞か

していただいたんですが、１番から５番まで、こ

の新しい機構改革の中でどの部署がその部署に当

てはまるのかですね。再度、公室長には非常に申

しわけないですが、ゆっくりわかりやすく御説明

をいただきたいというふうに思います。それが３

点です。

４点目は、現行のこの機構改革の中で、果たし

てどんな問題が出てきてるんでしょうか。例えば、

府なり国からの権限委譲の中で、今の組織の中で

何か問題があったのかどうかですね。もしあった

のであれば、その事例をお示しをいただいて、こ

ういう問題があったからこのような形にしますと
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いうような形での説明をしていただきたい。

あわせて、例えば市民から見て、今の行政機構

では非常にわかりにくいんだというような問題点

があったとするならば、その事例を出していただ

いて、だからこうするんだという説明に置きかえ

て御説明をしていただきたいと。その点について

まずお聞きをさせていただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 真砂議員さんの御質

問にお答えをさしていただきたいと思います。

４項目ほどあったわけでございますけれども、

１点目でございますが、我々としては従来から事

業部関係を含めまして、事業部関係、下水道部関

係についても今まで事業について充実をしてきた

中で、課等もふやしてきた中で、施策展開を図っ

てきたというふうに考えておりますけれども、そ

の中で平成９年度から類似事業の一定の整理とい

うことの中で、事業部関係についても規模の縮小

等を図ってきたということでございますので、そ

ういう表現を使いましたけど、現実にはそういう

形の分についての説明ということで御理解をいた

だきたいと思います。

それと、今後我々としては、予測される地方分

権の時代ということの中で、より市民のニーズと

いうんか、社会情勢の変化に伴って、よりニーズ

が高まってくるというふうに考えておりますので、

非常に行政事務についても複雑化してくるという

ふうに予測をいたしております。そのような中で

今回の改正は、それにできるだけ対応していかな

きゃならないという考え方の中で、そういう組織

を考えたということでございます。

それと、あわせて関連するんですけども、その

うち一般質問の中でも５つの骨格ということにつ

いて御説明をさしていただきましたけれども、そ

れがどこの課に当たるかということでございます

が、まず市民の利便性最優先ということの関係に

つきましては、この考え方は地域の活性化や地域

コミュニティの醸成ということと、市民ニーズへ

の効率的な対応ということで、今回商工課を地域

振興課に改称し、組織の充実を図ったということ

でございます。その中では地域振興係というもの

を新たにつくりまして、地域社会の活性化、ボラ



ンティアとかＮＰＯとか、今回はめさせていただ

いておりますけども、住民自治の醸成に努めると

いうふうに考えております。

それと、最小の経費で最大のサービスを基本理

念に、行政効率の向上や同一行政目的の組織の一

元化ということでございますが、今後の中期的な

事業や施策の展開を見た中で、今回事業部と下水

道部を統合し都市整備部にするという考え方でご

ざいます。これはより効率的にということの中で、

計画部門、設計・施工部門、それと管理部門に整

理統合して、組織の運営を図るというふうに考え

ております。

それと、あと課の中でも係の統合等を行ってお

りますけれども、これは規則の関係でございます

から、資料を添付さしていただいておりますので、

答弁は差し控えさしていただきたいと思います。

それと、 既成概念を払拭し、独創的、効率的な

組織という考え方でございますけれども、これは

地方分権の担い手ということで、高い自立性と柔

軟性、機動性を備えた組織ということで考えてお

りますが、今回企画広報課を政策推進課に改称い

たしまして、地方分権という項目も規則の中に今

回入れさしていただいております。それと、空港

対策部門も統合した中で、お互いに協力し合って

いこうということで、その中で機動性等も備え、

対応を図りたいということでございます。

それと、今回の事務分掌規則の中には、特命事

項の調査研究、重要施策についての企画及び調整

ということも入れておりますけれども、調整部門、

企画部門についても一本化して、いろんな方面か

らの意見なり情報収集を含めた中で、この中で庁

議等の最高決定の関係の組織もここに一本化した

中で、我々としては効率的に行政を進めたいとい

う考え方でございます。

それと、行財政改革の実効ある推進ということ

の中で、行財政改革の担当を従来財政課の中に置

いておりましたけれども、新たに室ということで

設けて、より効率的な行財政運営の推進を図ると

いうふうに考えております。

それと、開かれた市政の推進ということの中で

情報管理課を充実いたしまして、ここで情報の収

集なり発信を一本化するということで、我々は今
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回考えて提案をさしていただいておるものでござ

います。

それと、現行の組織の中でどのような問題が生

じてきてということでございますけれども、いろ

いろと問題というんですかね、具体的に言います

と、個別にどのような問題が出てきてどうという

ことではなしに、我々として今回考えたのは、こ

れからの住民ニーズなり地方分権の推進の中でど

のように対応していけるかということの中で、今

回今までの組織よりもこの組織の方がより対応で

きるんではないかということの中で、我々として

は提案さしていただいているということで御理解

をお願いしたいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） 一般質問よりもかなりゆっ

くりのペースだったんで、今回はよくわかりまし

た。よくわかって、わかったらわかるほど何やそ

の程度だったんかいという感じがいたしておりま

す。

過去の総括にしても、今述べられたように１点

だけなんですね。事業部関係のことしかないわけ

ですね。成果というのはそういうことだけなのか

ですね。問題点にしたって、今後予想されると。

今何か問題があってやらなければいけないという

ことではないわけですよね。そういった意味では、

市民の皆さんから見れば、行政に何を求められて

いるか。ネーミングのことを言われておりますけ

れども、そんなことより、役所へ来て自分がしな

ければならない行政事務をすべて１つの部署でク

リアできる、そういった行政を求めてるんですよ。

あっち行ったりこっち行ったり、行くたびに名前

が変わってたり、そんなややこしいことは避けて

いただきたい、これは市民感覚からすればそうな

んです。１つの部署でできるワンストップ行政を

推進していく、これは行政として当たり前の姿勢

だというふうに思うんですよ。

昔の市役所は、小さかったこともあるけども、

部署の数も少なかったし、係もそんなになかった

というふうに思いますから、いい意味では、今と

違って福祉やったら福祉へ行けばすべて全部クリ

アできたんですよ。市民課へ行けば市民課の中で

全部できたんです。それが場所も狭隘やというこ



ともありますけれども、あっちへ行かされたりこ

っちへ行かされたりしてる。そっちの方がいかに

もわかりにくいんですよ。ですから、その辺はき

ちっと１つのところで完結ができるような行政シ

ステムを考えていかないといけないというふうに

思います。

それより以前に、この機構改革というのは、当

然行財政改革、この一環として機構改革があるわ

けですよね。そのことに基づいてなければいけな

いわけなんです。そういった意味では、一般質問

の中でも言いましたように、もしやるならば、も

っと民間企業や他の自治体がやってるような大胆

な改革を意識して、物事を考えなかったのかどう

かですよね。

今回の中身を見さしていただいても、例えば旧

の部でいいますと、部の中での不公平感と言うた

らおかしいですけどね、その部によってさわって

るとこもありますし、さわってないとこもあるわ

けですね。それは何もないからさわらないという

こともあろうかと思いますけども、ほんまにそれ

でいいのかどうかなんですよ。もし、改革という

ような中で機構改革を考えていくならば、今、世

間では聖域なきという言葉がはやっておりますけ

れども、そんな観点の中で全体をいらっていく、

そういった視点が必要なんではないでしょうか。

それと、今までどおりのような部長、次長、課

長、係長といったラインについても考えていかな

ければいけないんではないのでしょうか。そうい

った思い切った改革の一環として機構改革という

ものを位置づけていかなければいけない、そうい

うふうに思うんですが、そういった視点が余りに

も欠けているんではないのかなというふうに思う

んです。

今のこの改革を見てますと、張りつき人数さえ

出てないんでしょう。そんな中で今公室長がおっ

しゃられましたように、地域の活性化の中で係と

してボランティア、ＮＰＯ、このことはいいです

よ。いいですけれども、果たしてその張りつき人

間が何人なのか、そのこともセットで提案をしな

ければ、今の商工係の人数のままで係だけがふえ

ているというようなことであれば、係はふえたけ

ど実際はやらないのと一緒なんですよ。できない
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でしょう。ほかのメニューの中では、行政側が行

革大綱なり実施項目の中でいろんな項目を出して

きてるんですよ。その中で全部整合性が図られて

いるんかどうかなんですよね。条例としてこれを

出してくる以上、我々としてもその整合が図られ

てるかどうかということのチェックなり確認をし

て、イエスなのかノーかという判断をしなければ

いけない。そのためにも張りつき人数が最低限必

要なんですよ。

それが説明を聞いてますと、条例が通ってから

でないと出せないと。そのことやったら順番が違

うんじゃないですか。その辺の考え方はどうなん

でしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 真砂議員からの再度

の御質問でございますが、２点ほど御指摘をいた

だいたわけでございますけれども、今回の改革は、

今の社会情勢なり住民ニーズの変化に伴って適宜

必要なものであるということの中で、今回の改革

をさしていただいたということでございます。

今後も今御指摘あったような形につきましては、

我々としては十分調査研究なりはしていかなきゃ

ならないという認識は持っておりますけれども、

今回の改革ではそこまで至っておらないというこ

とで、御理解をお願いしたいというふうに思いま

す。

それと、張りつけ人数の関係でございますけれ

ども、当然今回の組織の見直しに伴いまして、張

りつけ人数の変更というのが生じてくるというふ

うに認識をいたしております。今回の組織の見直

しがもし可決をいただけましたならば、１０月１

日施行というふうに予定をいたしておりますけれ

ども、その人数につきましては、現在検討いたし

ておるところでございます。

今、御指摘をいただいたわけでございますので、

早くお示しできればいいわけでございますけれど

も、今年度は退職者も多く、現在、来年度の職員

採用の人数につきましても検討をいたしておると

ころでございまして、今回１０月１日の張りつけ

と、それとあわせて来年４月１日にその辺の補充

的な形も考えていかなければならないということ

の中で、若干時間を要しているということでござ



います。

今、御指摘のありました仕事のふえる部署につ

いてどうやねんという話でございますが、当然仕

事が大きくふえてくるということの中で、また規

則の関係で仕事の移動等がございますので、その

辺についても十分配慮なり仕事のボリューム等を

検討した中で、我々としては張りつけ人数は決め

ていきたいというふうに考えておりますので、今

現在は出ておりませんけれども、できるだけ早い

段階でこの辺も整理をした中で御説明をまたさし

ていただきたいと思いますけれども、今日現在で

は人数的には出ていないということで御理解をお

願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） ３回目ですのでこれでやめ

ますけども、問題はですね、公室長、大事なのは、

この機構改革がどの視点に立って考えられていく

かということだというふうに思うんですよね。視

点の置き方だというふうに思ってます。

そういった意味では、当然のように市役所とい

うのは６万５，０００の市民があっての市役所であ

りますから、視点というのは当然市民に向いてな

ければいけないわけです。非常に言い方は悪いで

すけどね、行政の都合で組織をああじゃこうじゃ

といじくるよりも、市民にとってどういった組織

体制が一番いいのか、そういった観点の中でして

いかなければいけないというふうに思います。

基本には、必ずそういった視点を添えていただ

きたいということを要望しときたいというふうに

思いますし、私は今の行政の組織を見ていまして

感じることは、２人とか３人とか小さな係があり

ますよね。もうこの際そんな係は取っ払ったらい

いんですよ。取っ払って、そんな小さなくくりの

中で縦割りの行政をしているんでしたら、そうい

ったものを取っ払って、大きなくくりの中でもっ

と柔軟に、これもできる、あれもできるというよ

うな組織の改編をした方が職員にとってもプラス

だろうというふうに思ってます。

職域がふえるわけですからね、もっといろんな

意見なりいろんな考え方がその１つの職場の中で

淘汰していけるわけでしょ。そういったことの視

点も考えていかなければいけないというふうに思
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ってますし、人の交流なんかも含めてできる、も

うそういった意味では、もっと大きなくくりの中

で人の動きもできるというような観点もぜひとも

必要だろうというふうに思いますし、一番大事な

のは、組織の中でやはりもっと課長の権限という

ものをしっかりと充実さすべきだというふうに思

います。

やっぱり市民が一番近いところといえば、１つ

の課でいえば課長なんですよ。その下で働いてる

係長以下の係員なんですよね。そこが一番接点が

あるわけですから、その直属の上司といえば課長

なんですから、そこがどれだけしっかりしてるか

どうかで組織というのは変わってくる。そういっ

た意味でも、課長にもっと権限を与えるような組

織運営なり、そういったシステムづくりをしてい

くべきだというふうに思います。

そのもう１つ上には部長がおるわけですからね。

部長というのは６万５，０００の市全体的な１つの

自分が与えられたその職責の中で、もっと責任を

果たしていく、課長以上の責任を果たしていく。

言い方を変えれば、市長と同格と言えるほどの政

策決定なり遂行をしていく、市と市長の代弁者と

して仕事ができる、そんな形が必要だろうという

ふうに思います。

そういった意味でも、職員の意識改革が伴って

いかなければいけないわけです。この際ですから

提案をさしていただきますけれども、今の事務机

なんかを見ていますと、すべて横向きなんですよ

ね。少なくとも窓口に向いて、市民の視点に立つ

ならば、机の配置なんかでも窓口に向いて席がえ

をする、それぐらいの意識の改革、それはすぐで

きるわけです。金もかからんわけですから、そう

いった自分自身の意識改革が必要だというふうに

思うんですが、その辺も提案させていただきます

が、もし御意見があればお聞かせをいただいて、

質問を終わります。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回の改革は、行財

政改革の今度の実施計画にも入っておりますよう

に、組織の簡素活性化ということですね。その辺

から組織についても統廃合できるものは統廃合し

ていくという考え方でさしていただいております



し、市民の関係では、今回商工課を地域振興課に

変えて、相談業務とかをそこに一本化していくと

いう考え方でございますので、ある程度我々とし

ては整理されてきてるかなというふうには考えて

おりますけれども、これはやはり我々行政側の目

ではなく、今真砂議員が言われましたように、市

民の目で物事は考えないかんということの認識は、

持たしていただかなきゃならないというふうに思

っております。

それと、先ほど１回目の答弁で答弁を差し控え

ましたけれども、小さい係をという御提案でござ

いますが、今回も何課かについては統合さしてい

ただいております。それは今、真砂議員が言われ

たように、当然１つの係で小さい係ですと、視野

が狭くなるという問題もございますので、いろん

なものについて勉強してもらわないかん、そして

お互いに協力をし合って効率を上げるという考え

方で、そういうふうに今回取り組んでいるという

ことでございますので、それも御理解をお願いし

たいということでございます。

それと、課長権限につきましても、今回まだ御

提案さしていただいておりませんけれども、専決

規定というのが市の方にあるわけでございますけ

れども、そこには助役なり部長なり課長なりの専

決事項が入っております。それも今回、今検討い

たしておるところでございますけれども、もう少

しその辺で権限を上げる必要があるんではないか

と、責任を持たす必要があるんではないかという

ふうに考えておりまして、現在その辺については

検討中でございます。また、できましたら御説明

をさしていただきたいというふうに考えておると

ころでございます。

それと、最後に、机の配置についても意見をい

ただいたわけでございますけれども、これも意見

として我々は認識をさしてもらわなければならな

いんでございますが、現在、今の庁舎の中では、

配置とか電気関係とかその辺の問題で、すぐに対

応できる問題ではなかなかないということでござ

いますが、やはり役所というのは最大の市民への

サービス機関という認識の中では、その辺の人の

研修というのは十分取り組んでいかなければなら

ないというふうに考えておりますので、よろしく
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お願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） 簡単にお伺いをいたした

いと思いますが、基本的には今真砂議員からも御

指摘がございましたように、改革ですから、結局

こういう改革を市民の目線から見てどうなのかと

いうことが結論づけられなければならないという

ふうに思います。

この条例案、一部条例ですからすべて入ってな

いと思いますけれども、これは最終的には総務部

との関係とか、財務部とかいうような表現で表現

されておるんですが、最終的には本市の場合は何

部何課になるのかですね。前回資料をいただいた

んですけれども、ちょっと理解しにくい点もあり

ますので、教えていただきたいというふうに思い

ます。

それと、もう１つは、何といってもやっぱりこ

れは行政改革全体の中での人員の削減なり職員の

削減なり定数削減なりというのもあろうと思うん

ですね。ただ、参考になるかならないかは別にし

ても、けさ私、福岡県庁に電話を入れまして、福

岡県の中に春日市というのがあるんです。ここな

どは人口現在１０万１，０００らしいです。職員は

４７５名、こういうことですね。年間総予算は２

８０億、一般会計です。ここは比較的面積が非常

に狭くて資源の少ない市だと、こういうことです

けれども、いずれにしても民間に委託せいという

形の行政の中での声が大きいんですが、もうここ

は当初から民間でできることはほとんど民間に委

託をしているようであります。

例えば水道もそうですし、消防の一部、それか

ら一部事務組合、それから学校の調理人、保育所、

現業のほとんどが民間委託になされていると、そ

ういうことでございます。

最近、新聞紙上なり、この春日市に対する行政

視察、大体人口６万から７万の市が非常に行政視

察に見えるのが多いと、勉強に見えるのが多いと。

こういうことですから、私もちょっと聞いており

ましたので、福岡県庁の地方課に電話をして確認

をしたんですけれども、そういうような実態です

ね。



うちはどちらかといいますと、人口６万５，００

０ちょっとで７４０人程度おると思うんですけど

も、本職員だけで。あとアルバイトとパートを入

れますと パートという表現がええかどうかわ

かりませんが、百四、五十人おるんやないかと。

合計八百五、六十人おると。これはあくまでも話

ですから、現実にそうせえと言ったってそれぞれ

のまちの、市の歴史がありますからできないと思

うんですが、このように詳細に具体的な定員の管

理の内容も出てますけれども、ここらあたりの相

関関係はいつ精査されるのか、できる範囲で結構

ですから御答弁をいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） まず、１点目でござ

いますが、何部何課になるのかという御質問だっ

たと思いますが、今回の改革は、市庁部局を条例

として上げさしていただいておりますので、市庁

部局の数で申し上げますと、現在７部あるところ

を６部ということ、１部減ということでございま

す。それと、課につきましては３２課から２９課

ということでございます。

それと、あと人員の関係でございますけれども、

職員数も今島原議員の御指摘のあった人数に近い

数字でございますが、今回行財政改革の実施計画

の中にも入れさしていただいておりますように、

適正な定員管理ということと、定員管理計画につ

きましてあわせて御提示させていただいていると

思います。

その中では、従来から、平成９年度からですけ

ども、定員の削減に努めてきたということの中で、

平成９年から１２年までは２８名の減、３．８％で

ございますけれども、それと１３年から１５年ま

で３カ年で引き続き５％を目標として削減をした

いということで、我々は考えているところでござ

います。

それとあわせて行財政改革の中では、官民の役

割分担という検討の中で、我々として今３つの部

門について官から民へ移行できないかということ

も検討いたしておりますので、それもあわせて御

報告を申し上げたいというふうに思います。この

点につきましても、１３年度から本格的に取り組

んでいって、解決できるものは解決していくとい

－２４８－

う考え方でございますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 事務分掌の改革で部が７

部から６部と、こういう御答弁ございましたんで

すが、これは課にしても３２課と、こういうこと

ですが、現在どおり役職の配置につきましても、

例えば６部あるわけですから、６人の部長が存在

するのかどうかですね。各課においても例えば３

２課あるんだとしたら、１課に１人の課長を置く

と、こういうことなのか、その役職の割り振りに

ついてお答えを願います。現在、山内部長なんか

は、スーパー部長と僕は言いたいんですが、２つ

の部長を兼ねておるようですけれども、そういう

ような方式にするのか、そういう点を御答弁いた

だきたい。

それと、春日市のことを言って申しわけないん

ですけれども、春日市なんかのやり方というのは、

結局５年なら５年のこれからの職員採用の数値を

増減についてきちっと出していると。例えば来年

度は６人採用する、今年度は５人にすると、再来

年は１０人にするというふうな逓減率というもの

をちゃんと出して、議会の方にも了解を求め、市

民にも説明をしてると、そういうことなんです。

うちの場合は、来年のこともおっしゃっとった

んですが、来年何人新採用するのか。やめる人の

関係にもよるでしょうけれども、そういうことの

定数率の採用率についても、うちの場合は非常に

きちっとしたとこがないと。そのときに考えると

いうことになるでしょうけども、そこらあたりの

考え方はどないですか、お答えいただきたいと思

います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 役職の張りつけとい

うことでございますが、現在市庁部局では７部あ

るわけでございますけれども、今、先ほど島原議

員が言われましたように、２部につきましては１

名兼務ということで対応していただいておるとい

うとこでございます。

それと、課も減るということでございますので、

役職者が出てくるわけでございますが、来年の３

月１日をもって退職する役付職員がかなりおりま



すので、その辺で割り振りというんですか、役職

がえというんですか、その辺はやっていかなきゃ

ならないということでございます。ですから、来

年の４月１日には役職が余るということはなく、

まだ下の方というんですか、課長代理クラスから

課長への昇格ということも生じてくるんではない

かというふうに考えております。

それと、職員の採用の考え方ということでござ

いますが、今年度は定年退職が８名と自己都合１

名とその他早期前ということで、２２名の方が退

職されるということでございまして、その中で採

用人数も決めていかなければならないと、張りつ

けとか仕事の状況とかを考えた中で決めていかな

ければならないというふうに考えておるところで

ございます。ただ、来年度の採用人数につきまし

ては、まだ決まっておらないということで、７月

ごろには我々としては決めて、募集についても広

報さしていただきたいというふうに考えておりま

す。

それと、将来的には平成１８年ごろから大量に

退職者が 定年退職者の推移を見ますと、大量

に退職者が出てくるということの中で、これから

やはり計画的にもある程度採用していかなければ、

行政がとまってしまう可能性ということも懸念さ

れますので、今年度ぐらいからその辺も含めた中

で、その辺の計画も立てていかなければならない

のではないかなというふうには考えておりますが、

具体の答えというのはまだ出ておらないわけでご

ざいますので、今の段階では、毎年毎年の採用に

つきましては、退職者が決まった段階で採用人数

を決めていくという方式をとらしていただいてお

るというのが実情でございます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） お願いをしておきたいん

ですけれども、いろいろ全国各市あるんですけれ

ども、知恵を絞り、お互い努力し合って、こうし

た改革が進められておるわけですけれども、ひと

つ市民サービスの低下がないように、ぜひ配慮し

ていただきたいというふうに思います。

それと、もう１つ、やっぱり改革をしたという

点につきましては、国の改革というわけにはいか

んでしょうけども、目に見えた、市民に対しての

－２４９－

改革をこうしましたと言えるような、そういうよ

うな調査もひとつしてほしいなというふうに思い

ます。

もう１つ、最近ＩＴ化なりコンピューターが入

っておりますから、我々が昭和三十五、六年に議

員になった当時とは随分と公務員の作業内容とい

うんですか、事務処理の内容も異なってきてると

思うんです。

そういうことからして、ほとんど各課にはワー

プロがはまったり、コンピューターがはまったり

するという時代になると思うんですが、そういう

ことと人員の削減と一体どういうふうになるのか

というその相関関係についても、事務機器なりＩ

Ｔ化に伴う投資と、それから人員削減の問題、あ

るいは１人当たりの作業量の問題、いろいろな問

題があると思いますけれども、そういうことにつ

いても一考を要するのではないかなと思いますの

で、今後の検討課題としてお願いをしておきたい

と思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

成田君。

○１８番（成田政彦君） 若干お伺いしたいんです

けれど、今度の機構改革で、各部ごとでは大体ど

の程度の人員がこれで減るのか。それから、泉南

市定員管理計画に平成８年から平成１２年の間に

既に二十何名がやめとるんですけど、ことしのや

つを入れると、これで５０名近くが平成８年から

１２年度にやめるんですけど、各課で見るとどの

程度部では人員が減ったのか。

それから、これを見ますと、人推とか同和教育

の部分の方は、ほとんど機構改革に手をつけてな

いと。教育の中で特に目立つのは、図書館と文化

スポーツ振興課という名の中で、あれだけ事件が

起きとる図書館でも今度係になるということにな

るんですけど、これ文化スポーツ振興課長がスポ

ーツ振興係、スポーツ施設係、図書館係、文化係、

この４つの係を全部飛んどるでしょう、あっち行

ったりこっち行ったり。体育館でしょう、それか

ら文化ホールでしょう。あれは飛んどる。課長は

毎日、体を刻むことはできないんだから、課長は

どういうふうに厳しい文化、スポーツ、泉南市の



こういう管理をするのか。ちょっとそれを具体的

に、４つの係をどういうふうに回っていくのかね。

図書館係は係だから館長がないような感じなんで

すけど、この点についてちょっと僕は心配ですわ。

それから、青少年センターなんですけど、なぜ

青少年センターが課であって図書館が係になるの

か。図書館というのは全市内になっとるんですけ

ど、文化ホールもそうですわね。それで青少年セ

ンター、これは依然として課長を置くとか、こう

いうふうになっとるんですけど、そういう同和偏

重になっとるんと違うかと、この係のやり方が。

私はそんなふうに感じるんですけど、その点はち

ゃんと職員の意見をよく聞いてこういう課の編成

を行ったのか。

その点と、それから定員管理計画についてちょ

っとお伺いしたいんですけど、私、これはさっき

島原議員が言われたんですが、平成２２年までに

２３７名の人が、これは定年で絶対やめるんです

けど、早期退職というのが物すごく、平成１３年

で８名というのは、実際やめる人は２２名という

ことで、退職金は最初１億円の想定をしておった

のが５億６，０００万も今度そういう退職金を組ま

なあかんと。１４年以後、必ずやめるという人、

これはわかると思うんですわ、定年で。

しかし、あと早期定年というのは、これは全く

わかりませんわな。違う、早期じゃない、中途で

やめる人は。全く中途退職という人は、これはも

う全然、４月にやめる、４月に意思変更しないけ

ど、また突然意思変更するということはあるもん

で、これは７名に幾ら 大体、平準化したら２

３７に対して中途退職者はどのぐらい平準化され

とるのか、これ。大体５人だろう、６人だろうと、

こういうふうに見ていかんと、将来２３７名で今

７１６名ですから、そのまま引いたら四百何名に

なっちゃいますわな、そのまま単純で新採用を除

いて。

しかし、それに早期を引いたら泉南市の職員さ

んはどないなんのかなと。これ、２３７名やった

のに１００名これにプラスしたら３３７名でしょ

う。そしたら今７１６だから４００名を切るよう

な、これは極端な話だから、そういうふうな心配

もあるし、だからさっき島原議員さんが言ったよ

－２５０－

うに、平準化した、市の職員は継続して採用しな

いと、やっぱり政策も受け継がれないし、将来の

幹部採用もないから、そういう職員の平準化、２

５年までの平準化ね、これもどういうふうに考え

ておるのか。

それから、心配になるのは退職金ですわ。２３

７名だから、これで２０億、もっとかかるんです

けど、普通の退職者で。これ、早期のこのプラス

１００ わかりませんわな、１００になるか２

００、これはどういうふうに想定されとるのかね。

全くわからんと、早期というのは今の考えでは。

もう出たとこ勝負、来年勝負やと、これは。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 項目が多岐にわたり

ましたので、漏れている場合はまた御指摘をいた

だきたいと思いますが、今、成田議員さんの中で、

従来２８人ほど減ってきてるけども、各部でどの

程度減ったのかという御質問でございますが、平

成９年から係等の統廃合も取り組んできたという

ことと、新しくできた部分については新設をした

ということでございますので、各部での人数の出

入りについては集計といいますか、トータルはと

っておらないということで、御理解をお願いした

いというふうに思います。平成９年から１２年ま

でで２８名ということで御理解をお願いしたいと

いうふうに思います。

それと、人推部が今回機構改革の対象に入って

いないんではないかということでございますけれ

ども、２１世紀というのは人権の世紀とも言われ

ておりまして、国におきましても人権擁護施策推

進法が平成９年の３月に、それと人権教育及び人

権啓発の推進に関する法律が平成１２年１２月に

施行されておりまして、人権啓発への取り組みや

人権救済機関の設置も検討されておるところでご

ざいます。

また一方、地対財特法の法期限も近づく中で、

これらの現状を踏まえた中で、今回の機構改革で

は現状体制としたということでございますが、今

後その辺の国や府の動向を見据えながら、必要に

応じて機構改革についても検討していくというふ

うに考えております。



ただ、人権推進部については、しばらくは置き

ますけれども、規則の中で改革できるものは、そ

の辺の動きの中で適宜検討していくというふうに

考えておるところでございます。

それと、定員管理計画のことも御指摘をいただ

いたわけでございますけれども、早期前退職はか

なり予測もつかなくふえてきているということで

ございますが、平成１８年以降の大量の分につい

ても、ある程度前倒しできてきてるんではないか

と思います。

そして、さきの質問者にもお答えいたしました

ように、今年度あたりから、その平成１８年以降

の大量の退職者に向けての職員の補充ということ

についても、我々としては考えていかなければな

らないということで、今年度あたりからその辺に

向けて、今回からの採用についても一定考え方と

いうのはまとめた中で対応していく考えでござい

ますので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 本日の会議時間は、議事

の都合によりあらかじめこれを延長いたします。

谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 成田議員御質問の退職

手当の問題、今後１８年度以降２０人以上の退職

者が出るということで、退職手当をどういうふう

に考えているかという御質問でありました。

これにつきましては、先ほどの質問者にもお答

えいたしておりますが、当然１３年度を例にとり

ますと、８人が現在２２名に１４名ふえて、退職

金も４億以上の補正予算を組まなければならない

という現実が出てきております。

１３年度につきましても、これから我々は今後

一般財源がどれぐらいふえていくか。これは当然

税等で対応しなければならない経費がございます

ので、ただ特に退職手当、これは答弁さしていた

だきましたように人件費でございますので、我々

としましては最優先でこれは対処していかなけれ

ばならないと、このように考えております。

そして、あと１８年度以降、２０人とか２３人、

こういった形の数字があらわれておりますけれど

も、１３年度を例にとりますと、２２名で約５億

以上の退職手当が出てくるということが予想され

－２５１－

ます。

ですから、１８年度以降もある程度やっぱりこ

れぐらいの退職金が必要になってくるのではない

かなと。これは普通退職でございますけれども、

あとこれにどれぐらい早期前とかあるいは途中退

職があるかもわかりませんけれども、その辺を除

いて考えても、それぐらいの数字が予測されると

いうこともありますので、その辺は当然単年度で

どういうふうになっていくかというところで、１

８年度が来ましてその財政状況がどうなってるか

とか、その辺と、あと市政としまして退職手当債

ということも議論されましたが、その辺の制度も

今後の検討課題という形になろうかと思いますけ

れども、そういった中で我々としましては、この

経費について今後検討はしてまいりたいと、この

ように考えておりますので、よろしく御理解のほ

どお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） この条例の提案の

内容に教育委員会が入ってございませんが、御質

問でございますので御説明を申し上げたいと思い

ます。

市長部局と統一的に教育委員会も機構改革を考

えております。その御質問の中で、図書館あるい

は文化ホール、それから体育館、体育振興課と、

このあたりの中で、今それぞれ各施設で別々にそ

れぞれ館長がおります。

そんな中で今回、今までは体育という名前を使

っておりましたが、スポーツというような新しい

名前も使いまして、文化、スポーツと連携を持っ

た統括的な中身でやっていきたいというふうに考

えておりまして、それと生涯学習関係、それから

教育総務関係と三本柱でこのあたりの体制を整え

たいというふうに考えておりますので、どうかよ

ろしく御理解いただきますようにお願い申し上げ

ます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 中谷公室長は、人権推進

部、それは今後ますます云々ということを言われ

たんですけど、実態は国の方針もこういう同和対

策の問題については縮めていく方向になっとるん

ですけど、ここについては一切聖域として触れな



いのかと。これは人員削減の問題からいったら、

各部別にどこもどこもみんなそんな差はないと私

は思うんですけど、特別にそこだけは、人権推進

部と同和教育、ここの間はさわらないと。さわら

ないって、実際さわらないようなこういう計画に

なっとるんですけど、それはちょっと不公平じゃ

ないんですか。

特に私はさっき教育委員会に言ったんですけど、

青少年センターといわゆる教育事務の図書館ホー

ルが何で係と課の差があるのかと、この改革の中

に。そういうことには私は非常に不公平さを、同

じ改革なら平等にきちっとすべきではないかと思

うんですけど、なぜここが係になって、よそが課

になってるかについては、ちょっと納得できませ

ん、その点。

それと、もう１つ定員管理計画なんですけど、

行革で結局こんだけやめたら、別に人がこれだけ

やめていったら、極端に言うと、人員削減だけで

物すごく、ほかに行革せんでも人員削減の給料の

人件費だけで膨大にこれだけ減っていったら、あ

と１５年後に４００、５００ぐらいの人数になっ

たらね、これはそんな傾向を示しとると。今の平

成１２、１３の中途退職の傾向を見とると、これ

は予測はできないと。もう予測できないですわね。

１８年までに退職金が払えるかどうかという、毎

年仮に２０名ずつやめていったら、１８年でこれ

はもう既に１００をオーバーしていくという驚異

的数字になる可能性があるもんで、将来の泉南市

を僕は憂えるふうになっていっちゃうんですけど、

そういうことでもう一度平準化の話について、早

期退職のプラスマイナスと、採用ってそんなたく

さん採用せえと僕は言う話じゃないけど、やっぱ

り将来の泉南市のことを考えたら、大体どの程度

採用と退職と中途退職の差ですね。これはき

っちり計画を持ってないと大変なことになるんと

違いますか、予測ができないということは。

別にやめよとか、そういうことを言っとるわけ

じゃないんですもんね、これは。その点はもう一

度財政的なもんと将来の泉南市の計画から見たら、

ある程度定員数が５００なら５００という定員数

になるとしたら、採用と中途退職の率をどうして

いくのかと。その辺はどうですか。ちょっと心配

－２５２－

になってきましたわ。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 失礼をいたしました。

人権推進部の関係でございますけれども、事務分

掌規則の中で一部人権推進部に移行する事務もあ

るということで御理解をいただきたいと思います。

ですから、組織は、仕事量はふえてきているとい

うことでございますので、よろしくお願いをいた

したいと思います。

それと、定員の関係でございますけれども、先

ほども申し上げましたけれども、平準化をこれか

らしていかないかんということでございます。た

だ、行財政改革の中でございますから、今後まだ

３年間で５％減をするという計画を持っておりま

すので、その中でどのような計画を立てるかとい

うことでございますが、この行革の中には民間へ

の移行ということも含んでおりますので、その辺

もあわせた中で、退職したうちどのぐらいの人を

補充していかなければならないかということも議

論をしていくというふうに考えております。完全

に退職した人を補充しなければ、当然財源は浮き

ますけれども、行政というのはとめることができ

ないということの中で、当然補充はしていかなけ

ればならないという考え方でございます。

ただ、今の厳しい状況でございますから、大幅

にふやすというようなことはできないわけでござ

いますけれども、今の行政需要を見据えた中で、

今後どうしていかなければならないということに

ついては、引き続き検討してまいるということで

ございます。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れはありませんか。

〔成田政彦君「教育委員会に聞いとるで」と呼

ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 先ほど機構改革に

ついて説明を申し上げましたけれども、教育委員

会といたしましては、今回教育総務部の関係でご

ざいます。そして、教育指導部も含めまして本来

組みかえを行うなり、そのようなあたりにしたい

と考えておりますけれども、時間のかかる部門も

ございますので、今回はこういう形で機構改革を

さしていただきたい。



それで、この部の関係におきましても、それぞ

れ指導部、総務部もいろいろ課題を持ってござい

ます。そういうような形で、現在ではやはりこの

まま２部制でもって継続し、やっていきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 定員管理計画なんですけ

ど、職員定数の平成１５年まで５％で、あと中期

目標としては１０％ですから、ちょっと聞きたい

んですけど、将来的に泉南市の定足数はどのよう

に 泉南市の定員数、今７１８ですかな。定員

数は大体、これはピークの平成１８年、それから

平成２５年ぐらいでは大体泉南市の定員数、今７

１６ですけど、行政需要とかその辺いろいろある

んですけど、これは大体、もちろんこんだけ定年

数がふえるし、きちっとやっていかんと大変なこ

とになるんですけど、それは計画が大体あるんで

すか。これ、定足、あれは出とるんですけどね。

それをちょっとお伺いしたいんです。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回出さしていただ

いております定員管理計画は、平成１３年度から

３カ年ということでございますので、平成２５年

までの長期の分については、現在のところできて

おらないということでございますが、この３カ年

の計画の次のステップとして、また新たな定員管

理計画というのはつくっていかなければならない

というふうには認識をいたしておりますが、２５

年までの長期の分については、まだそこまではつ

くっておりません。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。北

出君。

○１２番（北出寧啓君） うちの真砂議員も細かい

ことを指摘されたので、細かいことは余り申し上

げませんけれども、やっぱり絶対に大きな枠組み

で大山鳴動ネズミ一匹ということになるような真

砂議員からの指摘もございましたけれども、まず

基本的に考えることは、制度変更に伴って、制度

の中には人間がいるわけですよね。この人間がど

う動くのか。そこをどう考えていらっしゃるのか。

－２５３－

やっぱり末端まで及んで活性化がいまだにできな

いでいる。どう見ても沈滞している。今回退職さ

れる方が、もう死んでも、血のにじむ思いをして

も、この財政破綻を立て直す責任において遂げる

というふうなことで頑張っていただきたかったわ

けですけれども、どういう心境で退職されるのか

はよくわかりません。

ただ、一般にそこなんかもどう判断したらいい

のかわかりにくいですけれども、人間、その活性

化は士気ですよね。それをどうこの機構改革にお

いて考えていらっしゃるのか。そこを第１に問い

たいと思います。

それと、機構改革の骨格なんかを見せていただ

いても、最小の経費で最大のサービスというふう

な基本理念、通常の基本理念が書かれてるわけで

すけれども、現状では人件費がワーストワンとか、

泉南市市役所のサービスは非常にいいとは言えな

い。言いかえれば最大の経費で最小のサービスと

いうふうにも言われるわけです。

ここに言葉としてはきれいに記述されているわ

けですけれども、そこを本当にどう考えていらっ

しゃるのか。既成概念の払拭というのはよくわか

らないんですね。どういうことを考えていらっし

ゃるのか。あるいはその既成概念の払拭が職員全

体に浸透して徹底するのか、そこをどう考えてい

るのか。これは人間の問題がかかわってくるわけ

です。

それと、行財政改革、民営化とか統廃合とか言

われて、いまだに何ら具体的なことも出てこない。

こういう大きな枠組みがなくて、こういう組織改

編で行財政改革の実効ある推進と言われると、我

々ちょっと片腹痛いものもあります。その点につ

いてお聞きしたいと思います。

あと若干細かいことで２点だけ、言い足りない

とこを補足さしていただきます。環境のことに関

しても、環境美化とか自然保護とかにいまだにと

どまった記述方式ですよね。農林課とか自然保護

とか、今こういうことを言いませんよ。環境保全

とかそういう言葉を使いますし、一方で環境整備

課は環境美化という非常にわかりにくい言葉がい

まだに使われている。

だから、個々の係、課において集団的議論がな



されて、その上で変更があったのかというのがち

ょっとよくわからない。教育委員会のこと、こう

いう形で私は文化ホールと図書館長が機能してい

ないからということで提案さしていただいて、両

方兼任、兼務ということになって今回なくなって

しまったわけですけれども、本来は、いい意味で

は館長を置いて、その指導、枠組みの中で文化活

動を推進するということは基本だと思うんですけ

ども、残念ながら実質上機能してないからこうい

う形にならざるを得なかったということだと思い

ます。ただ、そこの辺の説明がもっと周到にされ

ないと、誤解を与える。実際うまく機能していな

いということをちょっと問いたいと思います。

それと、今度の変更で成人教育が生涯学習にな

ったということは、一定理解できるんです。教育

委員会の言う、私はあなた方がどういう意味で成

人教育というのをつけたのかわからないんですけ

れども、これは公教育にかかわることで、教育と

いうのは基本的に全人格での存在である大人がま

だ人格の形成途上にある子供たちを教えることを

教育と言うわけですよ。

だから、成人教育なんていう言葉が非常におか

しいんで、今回変更されたということで確認はで

きるんですけれども、そういう配慮をどこまでさ

れてるのか。２つほど事例を申し上げましたけど

も、以上御質問にお答え願います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 北出議員の御質問に

お答えをさしていただきたいと思います。

組織を変えても、人間がついていかなかったら

何もならんじゃないかという御意見だと思います。

我々としては、当然職員の研修等にも努めている

わけでございますが、今回の組織変更については、

職員の皆さん方には十分周知をしたいというふう

に思います。

それとあわせて、我々としては人事政策の中で

は、職員一人一人がその能力を発揮できるように、

我々としては今後とも引き続き職員研修の充実に

も努めていくというふうに考えております。その

中でやはり職員のやる気というものも起こしても

らわなければならないというふうに考えておりま

すし、そういう体系的な研修についても積極的に

－２５４－

取り組んでいかなければならないというふうに考

えております。

それと、既成概念のことも御意見として出たわ

けでございますが、我々としては研修の中で、こ

れまでの仕事の仕組みというものについて根本か

ら考え直すと、１つ１つ改善、改革をしていくと

いう考え方で、その辺は勉強していかなければな

らんのではないかというふうに考えております。

やはり職員みずからが勉強していく中において、

みずからの仕事を振り返り、市民に喜ばれる市民

サービスの向上ということについても、十分認識

を持って対応しなければならないというふうに考

えておりますので、その部分につきましても、今

回引き続き我々としては精力的に研修等に努力し

ていきたいというふうに考えておるところでござ

います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 図書館の関係、文

化ホール、機能していないというふうに御指摘も

受けたわけなんですが、今回管理の面で不行き届

き、またそういうようなあたりの不十分さがあっ

たとは思いますので、十分このことを反省しまし

て、また新しく主管課長が精力的な職務という形

になろうかと思いますけれども、このあたりは係

長もおりますので、そのあたりの十分なる管理体

制をもってやっていけるというふうに思っており

ますので、そういう形でやっていきたいというこ

とで、よろしく御理解お願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 若野企画広報課長。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） 今、北出

議員の各規則の文言の御質問がございました。言

われる部分もあろうかと思いますが、やはり美化

とか環境保全、その辺の言葉というのは、まだ今

いきなり変えては、ちょっと環境問題が市民の皆

さんに浸透している時期に変えることは、かえっ

て混乱を起こすんじゃないかということで、今回

この文言を使わせていただいております。

また、自然保護という言葉はこれから大事なこ

とですので、今回そこにも入れさしていただいた

わけでございます。

以上、よろしくお願いします。



○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 逆なんですよ。自然保護

というのは、人間が自然保護するんじゃないんで

すよ。だから、今重要じゃなくて、今保護という

言葉は、通常環境保全関係では、地球環境なんか

では使われない。死語なんです、ある意味で。だ

から、それを逆に私は指摘さしてもらったんです。

行財政改革の実効ある推進で、これで行革全体

の今言ったような問題として全く答弁いただかな

かったんです。統廃合とか、大きな枠組みでです

ね。これは答弁してください。

それと、皆さん聞いてたら図書館が文化の拠点

であるというふうにおっしゃられる方が多かった

んですけれども、図書館なんて書物だけでは死ん

でるわけですよ。これは人間が読み、学んで文化

が発祥してくるわけで、古い本を置いてるだけで

は、こんなもんどうにもならんですよ。

同じように、例えば制度と人間というのは、研

修をやって周知徹底をするじゃなくて、実際の公

務の中で部長、課長、係員、そういう全体がどう

いう関係性で動いていくかということなんですよ。

これは研修の問題じゃない。図書館は文化がある

といっても、そこで例えば司書がどう動いてるの

か、市民とどう触れ合うのか、市民の学びをどう

保障するのか、そういったことで文化ということ

は語られるんですよ。答弁下さい。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今、北出議員の御質

問の中で研修のことを申し上げたんですけども、

当然職員ですから法律なり状況の変化に伴って、

また市民ニーズに対応できる研修も行わなければ

ならないということも重要なことだというふうに

我々考えてお答えさせていただいたんでございま

すが、ただ職場においても当然今北出議員御指摘

のあったように、その組織の中でどのようにうま

く機能するかということも重要なこと、一番重要

なことはそれだというふうに思います。

ですから、我々としては活力ある職場づくりと

いうことで、その辺の行政運営システム、その辺

も当然内部でも議論しなければならないし、我々

としても考えていかなければならないというふう

に思います。

－２５５－

それと、今後ＩＴ化の活用ということ、ＩＴの

進捗の中でその辺の活用も含めて、当然課内なり

部内なり、それと役所の中の横の連携なりという

ことの中でどうあるべきかということについては、

当然議論していって１つ１つ解決していかなけれ

ばならない問題だというふうに認識をいたしてお

りますので、その辺も取り組みはしてまいりたい

というふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 文化ホール、図書

館、これは人権尊重はもとより、文化を大事にす

るところというような形で、今回の件について、

そのあたり非常に市民の信頼を失いました。この

あたりの信頼回復、非常に時間がかかると思いま

すが、この点を十分反省をしまして、これを逆に

いいスペースに持っていくということから、研修

も含めて、そのあたりより今までよりよい施設と

いうようなあたりを目指して、努力してまいりた

いというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 行財政改革大綱の、要

するに行財政改革の中で、民営化の問題、そして

統廃合の問題、その関連で適正な定員管理という

んですか、その御質問があったと思います。

この行革の中では、民間の委託という分につき

ましては、要するにコストの高いシステムからよ

りコストの低いシステムに切りかえ、そしてその

中で効率的な運営に努め、そして市民サービスの

維持向上というんですか、それも前提してこの民

間委託等の推進を行うと、こういう大前提のもと

に推進に対する整備、あるいは事務部門を含めま

して、業務管理についてすべての見直しを行うと、

こういった形でこの民間委託等の推進については

定義づけさしていただいております。

その中で、特にこの部門の中で、例えば給食調

理業務でありますとか、一定の事業というんです

か、それを明記さしていただきまして、この辺の

部分について、今後も検討していくということで

行革大綱の中には示させていただきました。

ただ、この中で適正な定員管理という問題にな

りますと、当然その方がどういった形で 職員

の配置とか、あるいはその方が実際その年に定年



あるいは途中退職でやめられるとか、そういった

問題もございますので、この適正な定員管理につ

きましては、当然普通退職の人の退職手当、要す

るにそのときの定年の退職というところ、そして

またその方がどういった部署で配置されてるかと

いうこともあろうと思います。

ですから、この適正な定員管理というのは、例

えば職場を変わってそちらの方で配置をしていく

とか、そういった形でこの民営化の推進というん

ですか、当分の間はそういった形で検討されなけ

ればならないと、このように考えております。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 最後に、ちょっとわかり

やすく言わせていただきますと、だから制度と人

間という場合、例えばもっと具体的に言えば、よ

く言われるんですけど、部長はどこへ行ったかわ

からないよと。どこへ行ってるんだとほかの部下

に言って、よく目的がわからない。

例えば、今谷総務部長ですけど、この間まで健

康福祉部長でしたよね。そういう包括的な業務を

こなして、さあ専門性について今後もっとやって

いただけるのかなと、私は期待してましたよ。そ

れが総務部長でしょう。一体どう考えてるのか。

そしたらまた一から学習していく。その間、やっ

ぱり係員とかとは話し合いがなかなか疎遠になる

んですよね、自分も怖いから。

だから、本当は人間関係というのは、部長が課

長なり、あるいは係長なりと親密に協議する。協

議するために自分の専門性がある程度一定なかっ

たらできないわけですね、怖くって。ばかにされ

るみたいな話になるわけじゃないですか。それが

うちの場合は、２年ぐらいでころころかわってい

く。だから、そういう人事構成自体、私は非常に

おかしいとは考えてます。

ともかく今指摘したことは、制度と人間という

のは、制度の中で人間というのは、まさにその公

務を執行している中で、部長、課長、係員、そう

いう関係性の中でどううまく効果的に市民のため

に公務執行できるかという問題を言ってるんです

よね。個々の研修をやって何回やりましたかとか、

そういう問題じゃない。

だから、例えば厳格に対応してほしいのは、も

－２５６－

ちろん名札もそうだけれども、席を立つときはど

こへ行くというのは課長代理に言うとか、どうい

う目的で行くのか、その辺ぐらい明示しておかな

いと、何か部長はどこへ行ったかわからないみた

いな話で、係員、課長とも対応も乏しかったら、

効果的な市民サービスの市民の利便性を最優先す

るため云々ができないじゃないですか。具体的に

言っております。

あと、文化、図書館の問題についてちょっと教

育長に一言最後に述べていただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回の組織改正は、原則と

してスリム化するということを主眼に置いており

ます。その中でできるだけ類似の仕事については

１つにまとめる、関連性のあるものについては１

つの部にする、こういう形で整理をしております。

それと、もう１つは、行革の推進管理、進行管

理をやる部分をきちっと直轄で設けたということ

と、それから今の時代、新しい、ＮＰＯもそうで

すし、いろんな事業が出てきておりますから、そ

れの対応の窓口をきちっと決めたということが主

なものでございます。

それと、特に特命事項といいますか、必ずしも

トップダウンはいろいろ議論があるにしても、そ

ういうことをきちっとやれる部署ということで課

を決めたということでございます。それである程

度政策をもんで、やろうということについては、

それぞれの原課におろすという形をとったという

ことでございます。

それと、今人事異動のお話が出ましたけれども、

具体に名前が出た人、非常に頑張っていただいて

長かったんですね、健康福祉部長。２年や３年で

はございません。今回かわりましたけども、これ

はもともと財政をきちっとやっておった人ですか

ら、そういうところに配置をいたしておりますし、

後任の健康福祉部長ももともと福祉畑できちっと

仕事をこなしてきたことでございますから、適材

適所でやっております。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 北出議員の御質問にお答

えをしたいと思います。



先ほど北出議員がおっしゃっておられましたよ

うに、組織があっても人の問題でございます。今

回、文化スポーツ振興課ということで、スポーツ

振興係あるいはスポーツ施設係、図書館係、文化

ホール係ということで１つの課に統合させていた

だきましたけれども、そこで動く組織の問題、人

の問題、十分担当の職員が働けるように我々の方

も鋭意指導してまいりたい、このように思ってお

ります。

〔北出寧啓君「議長、さっき人間と制度の関係

で総務部長にもう１回答弁。さっき言ったこ

と、公室長でも結構ですよ」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 人間と制度の問題とい

うんですか、要するに私が答弁させていただきま

したのは、特に民間委託の関係で、どういった形

で今後適正な定員管理をなされていくかと、その

中でたしか議員は統廃合とかそういった これ

は施設ですけれども、統廃合の問題とかそういう

形でこの問題については質問されたという理解を

しました。

その中で、特にこの適正な定員管理という問題

につきましては、当然今後の定員管理につきまし

ては、できるだけ退職不補充とかいう言葉がこの

行革大綱の中にもうたわれております。そして、

その中で適正な定員管理ということがうたわれて

おりまして、そしてもし民営化を実行する場合に

は、当然その中で民営化される、そしたら職員が

ある程度その分が余ってくるというような事態に

なりましたら、その分につきましては当然ほかの

場所で、要するに部署で対応して、そういう形で

適正な定員管理がなされるのではないかと、こう

いうことで私は答弁さしていただいたつもりでご

ざいます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 今回、組織がえの関連での

条例が出ました。ここに説明資料でいただいてお

ります市民の利便性を最優先するための市民の目

線を第一に考えた組織という、こういうことがま

ず初めに掲げられております。

確かに一定の整理をした、下水道は一定整備が
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ピークを迎えたので下水道という、そういう一定

の改革はわかるんですが、やっぱりもうひとつイ

ンパクトがないというんか、この危機的状態をこ

の組織がえで破れるんだろうかと。また、この目

標とした市民の目線というようなことが、この組

織でどれだけ目に見える形で市民に伝わるのかと

いうのは、ちょっと僕は不安ですね。

この組織がえの中で私は注目して見ましたのは、

結局計画からその計画が実施に移されてどういう

ふうに進んでいくのか、そしてそれが効果的にど

うかということを一元的に見る部署をつくったと

いうのは、１つのヒットというんか、当然のあり

方ではないかなということは評価しております。

しかし、それは市民の目線という点からは、至

ってプロ的な改革の部分だろうと思いますが、も

う少し市民の目線ということで、先ほどもちょっ

と議論に出ておりましたが、阪南市ではすべての

机が市民の方を向いて座ったということ、そうい

う目に見える形での理念を具現化する必要がある

んではないかなと。そういうことでもし考えてお

ることが具体的にあれば、特に市民の目線という

ことで、この機構改革の中から何をどう変えよう

としとるのかということを伺っておきたいと思い

ます。

それから、定員管理計画というのをいただいて

おりますね。これは５％を減らし、目標としては

１０％という表現にもなっておりますが、区分け

を見ますと、これは市の都合だけで減らせない部

門というのはかなりあるんじゃないでしょうか。

そうすると、実質的にはどれぐらいの削減になる

のかですね。

これは教育とか福祉関係とかそういうところは、

泉南市の都合だけでは、消防も含めて減らせない

という部門があるとするならば、実際市の配慮で

減らせる部分は、この５％というのは全体に言っ

とるわけでしょう。そしたらどれぐらいになると

いうようにやっておるのか。そのことをひとつお

答えをいただきたい。

私は、市長室が入りやすいという話は、市長自

身は言うんですが、やっぱりどうしても市長室が

一番奥は入りにくい。みんなどこへだれが行くか

も全部見られながら行くわけですから、もう少し



市民の近いところに市長室を移して、市民の要求

というのは、議員は私ら直接聞きますけども、行

政としてやっぱり市長に言いたい 市長に一票

入れとるわけですからね。そういう点ではもう少

し、長野知事じゃないですが、本当にガラス張り

で市民が入りやすいような、そういうことも考え

る必要があるんじゃないかなと。これは余りお金

が要ることじゃなしに、ただ場所さえ変えればい

いわけですから、そういうようなことは考えられ

ないのか、その点をお伺いしておきたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど小山議員の方

から定員管理計画の職員の減の分について御指摘

があったわけでございますけれども、従来から、

平成９年から退職不補充という手法によって２８

名が減をしたということでございまして、平成１

３年度から１５年までの３カ年について、あと５

％ということで、定員管理計画では約３６名とい

う減を我々としては計画として上げておるところ

でございます。

平成１２年度までということですから、今年度、

１３年４月１日現在からのカウントということに

なろうかと思いますけれども、まず退職不補充と

いう部分もございますし、組織機構改革の見直し

ということの中での減もございますし、それと民

間への移行という分もあろうかと思います。そう

いう中で、我々としてはあと５％減をしたいとい

うふうに考えております。定員管理計画はそうい

うことでございます。

それと、今市長室への入りやすい形ということ

でございますけれども、庁舎のスペース的な問題

もございますので今の形でございますけれども、

当然広報・公聴ということにつきましても、今回

の組織変更で秘書の方で窓口ということになって

おりますので、おはよう対話もやっておりますし、

当然開かれた市政ということは、我々としては今

後とも努力をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

○議長（奥和田好吉君） 若野企画広報課長。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） 今、小山

議員の御質問の市民の目線という意味でお答えさ
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していただきます。

まず、今回の改革の中には、市民の皆さんの相

談窓口を一本化さしていただきました。以前でし

たら行政相談、市民相談、いろいろ相談窓口が分

かれておりました。今回、一定の集約をさしてい

ただきまして、市民の皆さんが行政、それから市

政等の相談がある場合には１カ所で御相談を受け

ていただけるということで、その辺はまとめさし

ていただいております。

それと、公室長も申し上げましたが、ＮＰＯ、

それからボランティア活動、コミュニティ活動、

最近市民の皆様、かなり活発にそういう方向で活

躍していただいております。活動もされておりま

す。ですから、その辺も地域振興係という形で行

政側からのバックアップもできるような形として

集約もさせていただいておりますので、よろしく

御理解賜りますようお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど説明した中で

おわびをして訂正をさしていただきますが、組織

の変更で秘書の中に広報・公聴と申し上げました

けど、公聴だけでございますので、よろしくお願

いいたします。

〔小山広明君「まだ漏れとるんですけどね、答

弁が」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れはありませんか。

〔小山広明君「動かせる定数と動かせん定数が

あるでしょう。国の規定で動かせない定数も

あるでしょう。だから、実質にもっと上がる

と思うんやな、これは。それを言ってるんや

から、それは議長が指示してくれな」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 小山議員の御指摘で

ございます、当然人数の決まった部署もございま

すので、それはそれとして配慮は我々としては考

えている中で、今回計画を立てさせていただいた

ということでございますので、どれだけ効率的に

これから仕事を進めるかということの中で、我々

としてはこの目標達成の努力をしたいというふう

に考えております。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） いや、そういうことじゃな



しに、教育関係とかそういうところは減らせない

でしょう、人数が決まっとるわけやから減らした

いといったって。だから、実値は市の責任で減ら

せるところに集約すると、５％は実質的には１０

％とか１５％とか、そういうふうに数字が上がっ

てくると思うんですよ。そういう実態的な数字を

やっぱり示してもらいたい。これはやっぱり大き

なことですからね。動かせないところがあるでし

ょう、定数でも、いろいろと国の基準の中でね。

そこをきちっと示していただきたい。

それと、僕はちょっとこれは注目して聞いたん

ですが、若野さん、１カ所で相談を受けてもらえ

るようにこれからはなりますということですね。

これから市にいろんな要望なり用事に来たときに、

そこで相談を受ければ、じゃどこどこへ行ってく

ださいとかいうんじゃなしに、そこでちゃんと意

見を聞いて、その窓口が全部その用事を連絡をし

て、市民にとってはもうそこから特別なことがな

い限りはどこも行かんでいいという、そういうシ

ステムに変わるということですか。これは大変い

いことなんで、そういうことであれば市民にも周

知徹底をして、これから市民の皆さんのいろんな

相談なり要望なりはここで全部受けますと、そし

てここで責任を持って回答することは回答すると、

こういうように変わったということですか。

そうであれば、早くそういうことはこっちで質

問するまでにも、そういうように変わりましたと

いうことは、本当にこれはさっき言ったように市

民の目線という点からいったら大きな改革ですか

ら、やっぱり積極的にそういう説明をしていただ

きたい、そのように思います。そこだけもう一度

改めて具体的にちょっと言っといてください、こ

れは大変市民にとっては関心のあるところなんで

ね。

○議長（奥和田好吉君） 若野企画広報課長。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） ただいま

の御質問の補足をさしていただきます。

まず、地域振興係というか、１係を増設してお

ります。この係に関しましては、コミュニティ活

動に関すること、それから市民相談に関すること、

それから行政相談に関すること、法律相談に関す

ること、それから市民ボランティアの調整に関す
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ること、それからＮＰＯに関することという予定

をさしていただいております。

今、議員御質問のその課に行けばすべて相談が

かなうのか。これは現実、無理でございます。行

政相談、法律相談でも御案内のとおり週１回とか、

行政相談は月１回やらさせていただいてます。こ

れは総務庁の関係でございますので、月１回とな

っております。

ですけど、今まででしたら例えば行政相談は今

私どもの課ですが、ほかに別のまた相談業務とか

あった場合には、一応また分かれてあちらの方で

お願いできますかというようなことになっており

ました。ですけど、今回市民相談は随時受けさし

ていただきまして、これは私どもの課で受けてお

りますが、担当各課の方の紹介とか、逆に御案内

をさしていただいて相談に応じているわけでして、

すべて１係の相談窓口というのは、これは受付窓

口の位置づけを御理解していただければありがた

いと思います。法律相談もこれは弁護士の先生方

に直接法律のことに関して御相談を受けていただ

いておりますので、いわゆる受付、それとどこの

窓口に行けば相談の相手をしていただけるか、対

応していただけるかということが明確になろうか

と思いますので、その辺は御理解してください。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） いやそれでは今までと余り

変わらないんですよね。やっぱり市民が来たら、

我々もこれはどこへ言っていったらいいんでしょ

うかという相談を受けるんですよ。それはとにか

く受付へ行ったらちゃんと言うてくれますわとか

ね、そういうことを言っとるんですね、私も余り

きっちりわからんですから。

あなたが今回こういう機構改革の中で一番初め

に市民の目線ということを掲げたら、やっぱりわ

かる形で機構改革に対応してくださいよ。市民は

どこへ行ったらいいかわからない。あなた、恐ら

く、ここの課へ行きなさいと指示したときに、行

ってもまたたらい回しに遭いますよ、これは。や

っぱりそれやったらこっちだと。そのことを、全

部の行政のシステムを知っとる方が窓口におって

そら法律相談とかそれは別ですよ、それは法

律家がやるんですから。



しかし、行政に一般的に要望なり苦情なり意見

を言ってきたときには、そこで完結をしてあげる

と。そこを通して新たに来た市民にこたえてあげ

るようにしてあげるのが、市民は遠いんですから、

わざわざ市役所へ来て１回、２回で済まない、も

うあきらめて来なくなるとか、そういうことはあ

るわけで、ほかの議員からも出てましたように、

たらい回しが行政の常なように思われとるわけで

すから。僕ら自身でも何回かたらい回しされまっ

せ、僕らでも。

だから、それはやっぱり市民の要望については

ちゃんと交通整理をして、そこで全部対応するよ

うなことを、この行政改革の中で目玉というより

も、ほんまにこれはやってくださいよ、これは一

番必要なことじゃないですか。それはあなた方に

とっても、市民が来れば時間をとられるわけです

から。さんざん用事を聞いて、あ、あっちですわ

といったら、またそれは時間 だれにとっても

これはいいことじゃないですよ。

行政のシステムといったら複雑ですから、縦割

りですから、だからそれは曲がりなりにもそうい

う答弁をされたわけですから、中身は違ったので、

そういうようにやっぱり考えていただけませんか、

そういう視点で。

それと、さっきの市民の目線の、市民の方を向

かって座るという発想ね。これも阪南市は既にや

ってかなり好評です。私も行って気持ちいいです

わ。こっち向かってやっとるからね。スポーツ新

聞なんか読んでませんわ。読んでられませんわ、

そんなもんね。うちはまだスポーツ新聞を時間中

に読んどる人を何人か見ますよ、私、現実に。時

間中ですよ。

だから、そういうようなことも市民の方を向か

えばできませんよ、そら。あっち向いとるから読

んどるんであってね、それはもってのほかですよ

ね。だから、そういうこともやっぱりわかるよう

にぜひやって、もう答弁いいですけども、そうい

うこと、実のあるような組織がえを、細かいこと

かもわかりませんが、ぜひお願いしたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

松本君。

－２６０－

○１１番（松本雪美君） もう簡単に、ちょっと女

性の立場から質問させていただきたいと思います。

１つは、調理員が１５年までで５人、１２年か

ら毎年１人ずつやめて５人退職されると。こうい

うことで、あと保育所の給食の調理業務というの

は民間委託というふうに今度の行財政改革の大綱

には書かれておるわけですから、当然この後、退

職された後の配置はないものとして、私は特に保

育所では民間委託になるようなことがあれば、そ

の日その日、子供たちの体調を考えて調理をされ

るわけですから、今の保育所の体制で、本当にそ

こに毎日通ってこられる子供たちの状況を見なが

らの調理をしていくということが基本的には実践

されてるわけですから、それがカットされてしま

うということになれば、民間委託の中でそういう

きめ細かい指示ができるかどうかというのは、も

うとても私は信頼してお任せすることはできない

と。保育所は健康に子供たちを育て、そして心も、

心身ともに伸び伸びと育てるという、そういうこ

とで幼児の保育が保障されなければならないと思

うんですが、そのことはどういうふうにされるの

か。私はそういう民間委託については反対です。

特に今言ったみたいな位置づけできちっとしてい

ただきたいと思いますから。

それから、もう１つは、女性政策では女性政策

係になってますが、これは人権啓発課の中に置か

れて、今も係としてあるわけですけれど、私はせ

っかく政策推進課ということができて、新しく行

政を進めていく中での位置づけとして特に取り組

まれる中身だと、こういうふうに波線が引かれて

るわけですから思うんですけど、女性政策という

のは人権啓発課の中でしか扱わないというのは、

一体女性政策をどういうふうに考えておられるの

か、一遍お聞きしたいですわ。この部分だけで女

性問題がすべて解決できますか。そう思います。

それから、先ほどの成田議員の質問でも図書館

と青少年センターの問題が提起されましたけれど、

私は稲留さんが市長さんのときに何遍も何遍も請

願を繰り返して、自動車図書館を設置していただ

きたいという、そういう強い読書運動をしておら

れる方たちの中で一緒に運動させてもらって、そ

して毎年請願運動をし、何千という署名も集めて



図書館づくりの運動へと発展していったわけです

よ。

その中で図書館ができたときにも、一番最初の

スタートラインに、もうすばらしい館長さんを配

置するべきやと、こういう思いを持って稲留さん

にも要望いたしましたけれど、そこのところは十

分受け入れてもらえなかったと。

熊取の図書館を見てください。夕陽ケ丘から本

当にすばらしい女性館長さんが来られて、どんな

運営がされてるか、図書館としての役割を町民全

体にサービスをされるためにどんな思いで取り組

んでおられるかというのは、学校図書館１つを見

ても、その学校図書館に司書を配置する、そうい

う動きもみんなその熊取の図書館の方たちの運動

から成り立ってきたわけですよ。

この今の荒れた社会の中で、子供たちも本当に

傷ついている、こういうときにしっかりと子供た

ちの情操も守らなあかんし、発達もさせないかん

と思うんですよ。そして、市民が本当に本と親し

んで、豊かな心を持って、毎日の生活の１つの糧

にしていけるような図書館づくりがどんだけ大事

かということは、今まで読書運動をしてきた人た

ちとのお話を聞きながら、私も本当に深い思いで

いっぱいです。

それなのに、今回は図書館長を、もう全く図書

館では館長という役割までも外してしまうんと違

うかなと思うぐらいひどい形での状況になってま

すね。市長は先ほど行政のスリム化が基本的やと、

今回の機構改革はそういうことだとおっしゃいま

したけど、これでは私は泉南市で本当に市民全体

にサービスを、奉仕をしていかねばならないこの

図書館が、もうそれこそ機能が麻痺してしまうん

じゃないかと思うんですよ。

この状況のもとで今までこの図書館が十数年間

こんだけいびつな形で運営されて、そこで働く人

たちもほんとにその中で力を持ってる、権力とい

うのか、そういういい方面の表現ではないですけ

ど、そういう人たちに牛耳られて、仕事したい人

たちまで仕事ができなくなっていじめを受ける、

こんなことが今までやられてきたのは、一体何が

原因だったんですか。

私は、ちゃんとした図書館運営ができるように、

－２６１－

図書館長もしっかりした人に配置をしてもらおう

と思えば、今のようなこんな形をとることがほん

とに正しいんかどうか、そら、しっかり市長さん、

教育長さん、教育委員会の皆さん、ここにいらっ

しゃる議員の皆さんにもしっかり考えてほしいと

思うんですよ。そういうすばらしい館長さんがい

てこそ、図書館の運営も図書館員もまたいい仕事

ができるわけでしょう。私はそういう図書館づく

りをしてほしいと思いますので、今度のこの機構

改革のこういうやり方は、本当に腑に落ちません。

ちょっと答えてください。今、私が３点言いまし

たけどね。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 民間委託の問題で、

保育所の調理業務の関係で御指摘を受けたわけで

ございますけれども、今回の行財政改革の実施計

画の中にも、給食調理については民間への推進と

いうことが入っておりますけれども、現在その辺

の民間へ移行した場合のいろんな事項について、

我々としては内部協議を行っているところでござ

います。それと、他市の例でも民間に移行してい

るところもございますので、その辺も踏まえて十

分検討した中で、きちっとした答えは出していき

たいというふうに考えておるところでございます。

それと、女性政策でございますけれども、現在

女性政策につきましても、従来から女性政策の行

政は大事だということの中で、女性政策係をつく

ってその推進を図ってるわけでございます。この

女性政策の事務分掌の中にも、女性政策の総合企

画及び連絡調整とか女性問題の啓発関係ですね、

そういうものも含んでおります。

これは、当然市の組織でございますから、どっ

かの部署に入れなければならないということの中

で、人権啓発課の中に女性政策係ということで入

れているわけでございますが、市全体としての女

性問題についてここで取り組んでいただいておる

ということで、御理解をお願いいたしたいという

ふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れはありませんか。

（松本雪美君「ちゃんとメモしといてくださいよ、

議長さん、一々言わんでも」と呼ぶ）金田教育総

務部長。



○教育総務部長（金田峯一君） 図書館の関係でご

ざいますけれども、教育委員会の管理職、皆すば

らしい人だと私自身思っております。信頼を申し

上げております。私自身の反省も含めまして、こ

のあたり、いい職場にするというような形、お互

い連携を持って協力しながら奮闘、頑張ってみた

いというふうに考えておりますので、よろしくお

願いします。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 今の金田さんの御答弁は、

この中で考えてみたいと、頑張ってみたいと、こ

ういうことですけど、本当に図書館運営にかかわ

って、市民サービスを徹底するということで、十

分にそういう人を配置してやらなあかんわけでし

ょう。館長さんをつけなあかんのですよ。館長さ

んを配置できるような形であなたたちはしっかり

この行政改革、機構改革もやらなあかんのですよ。

それは今のこの中でできますかということを言っ

てるんですよ。係長職で来てくれるような館長さ

んどこにありますか。その辺は答えてください。

それから、女性政策はこんな軽く扱われては困

るんです。何のために政策推進課をつくったんで

すか。この企画係の下に女性政策係ということを、

ここへ動かしたらどうですか。それを言ってるん

ですよ。そして、女性政策というのは、女性が本

当に生き生きと活動もできて、仕事もできて、子

育てもできて、そういうことをしていくためにこ

の泉南市の行政として何をやるべきかということ

を考えなあかんのですよ。

そういう女性を無視した形で何ぼ女性問題を考

えたって、この泉南市の行政を進める政策の中に

女性が位置づけられてないわけですよ。すべて女

性も男性も平等という立場であるならば、この政

策推進課の方へ持ってくるべきではないですか。

それから、民間委託されて実際に調理業務がそ

ういうその保育所、保育所によって、きょう子供

たちが５０人、１００人、そうして来た子供たち

の一人一人の顔色を見て、この子はちょっと軟ら

かいものをつくらないかんなとか、アトピー性皮

膚炎になってる子供たちのそういう給食を対処で

きるかどうか、きめ細かく対応するべきなんです

よ。そういうことが今やられてるわけですよ。そ

－２６２－

れが全部ダメになってしまうような民間委託は困

るわけですよ。民間委託でこういうことがやれる

んならやってもいいというようなことを言ってる

んと違いますよ。そんな民間委託の中でそういう

きめ細かさをできるような状況をつくり上げるこ

とは、絶対不可能やと私は思いますね。

だから、泉南市が責任を持って子供たちの健康

を守っていくための保育行政に取り組んでいただ

きたい、こう思います。もう１回答えてください。

もう答えてもらってやめます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 女性政策について我

々は決して軽く扱っているわけではございません。

我々は重要な仕事の１つだというふうに認識をし

ておりますので、その辺の推進は、今後ともして

いくというふうに考えております。

松本議員が言われました政策推進課の中にとい

うことでございますが、今回は考えておらないと

いうことでございます。御意見として我々は承ら

していただきたいというふうに思います。

それと、民間委託の関係でございますけれども、

当然そういう子供さんでございますから、日によ

っていろいろな体調もあろうかと思いますが、そ

の辺もクリアできるかどうかということも検討し

た中で、きちっとした答えを我々としては出して

いくというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

（松本雪美君「教育委員会は答えてないでしょう。

何を言ってるんですか、議長、しっかりしてくだ

さいよ」と呼ぶ）金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 図書館につきまし

ては、管理の面で不十分だったということであり

ます。このあたり管理体制を改めましてやってい

くと。それと、地方公務員としての責務を十分再

認識というようなことで、これは研修も含めまし

て意識改革をするというような形で、お互い管理

職も職員も一丸となって協力し、力を出し合うと

いうことで、そういうことでいい職場になるとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いし

ます。

○議長（奥和田好吉君） 理事者に申し上げます。



挙手をして声を出してください。わかりません、

こちらの方で。わかりませんので、消極的になら

んと、答弁するときに積極的に声を出してくださ

い。わかりません、こっちの方で。

〔松本雪美君「ちょっと議長、一言だけ。もう

これで終わりますからね」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 民間委託される保育所の

調理現場というふうに、今回そうなってますけれ

ど、職員は退職というような計画が発表されてま

すけど、民間委託されると、そこで働いておられ

るほかの嘱託の方とかパートの方とか、一体どな

いなるのか、ちょっとその辺だけ答えてください。

そういう人たちの仕事の保障がどう対応されるの

か、その辺はやっぱり皆さん生活がかかってるわ

けですからね、簡単に民間委託で、もうそれはや

めてもらわなあかんと、業者が入ってきたらもう

やめてくださいと、そういうようなことになるか

もしれないという危険性は大いにありますね。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 民間委託へ移行する

ということを検討いたしておりますけれども、現

在保育所については職員と嘱託、パートというこ

とで対応しているわけでございますので、当然ど

ういう形になるかというのはまだ決まっておりま

せん。５カ所一度にいくのか、または数カ所ずつ

かということの問題も今のところ決まっておらな

いということでございますので、当然５カ所一度

にということになれば、職種変更等、労働条件の

変更等は協議しなければならないし、また数カ所

ずつということになりますと、職員の配置がえと

いうことになろうかというふうに思います。

それと、アルバイト等につきましては、期限等

がございますので、終身雇用ではないということ

でございますが、移行した場合、後の仕事がどう

なるかということについても、当然御意見等は賜

らなければならないというふうには思いますけれ

ども、長期雇用という契約にはなっていないとい

うことの中ではございますけれども、御意見等は

賜るというふうには考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

－２６３－

討論に入ります。討論はありませんか。

成田君。

○１８番（成田政彦君） 議案第１号、泉南市事務

分掌条例の一部改正について反対の討論をいたし

ます。

今日、向井市政が進める教育、福祉、医療の切

り下げに合わした行政改革に合わしたものである。

しかも、青少年センターは課を残し、問題ある図

書館は係、体育館、 文化ホールも係とするなど、

人権推進部、同和教育に手を触れないなど、同和

偏重、不公正なものとなっている。定員管理計画

も幼稚園、保育所など市民サービス部門の統廃合

によりリストラを計画しており、赤字減らしのす

べてを一律的に人員削減するのは問題である。

職員定数についても１４年後に退職者２３７名

となっており、中途退職者を入れたら職員数は激

減となる。それにもかかわらず将来の行政需要と

職員定数が明確にされてないなど、市長の言うス

リム化は、結局市民サービスの切り捨てにつなが

ると言わざるを得ません。

以上、反対いたします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第１号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

７時まで休憩いたします。

午後６時６分 休憩

午後７時２分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第１２、議案第２号 泉南市消防団

員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について及び日程第１３、議案第３号 泉南市

非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部を改正する条例の制定についての以上

２件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました議案２件につき



ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま一括上程されまし

た議案第２号、泉南市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例及び議案第３号、泉南市

非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部を改正する条例の制定について御説明

申し上げます。

１６９ページをお願いいたします。

まず、議案第２号につきましては、非常勤消防

団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部

を改正する政令が平成１３年４月１日公布、施行

されたことに伴い、非常勤消防団員等の損害補償

に係る補償基礎額が引き上げられたため、泉南市

消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきま

して、地方自治法第９６条１項の規定により議会

の議決を求めるものでございます。

議案書の１７１ページでございます。改正の内

容といたしましては、第５条第３項中の配偶者以

外の子等扶養親族に係る補償基礎額の加算額を２

人までについては、それぞれ「１８３円」を「２

００円」に、３人目からにつきましては、１人に

つき「６７円」を「１００円」に引き上げ、改正

するものでございます。

なお、施行の期日につきましては、公布の日か

ら施行し、平成１３年４月１日以降の損害補償に

適用となっております。

次に、１７３ページをお願いいたします。

議案第３号につきましては、消防団員等公務災

害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を

改正する政令が平成１３年４月１日に公布、施行

されたことに伴い、非常勤消防団員に対する退職

報償金の支給額が改正されたことによりまして、

泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関する条例の一部改正につきまして、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める

ものでございます。

議案書の１７５ページから１７６ページにかけ

てでございます。改正の内容といたしましては、

別表でお示しをいたしておりますが、例えば表の

最上段１番右端の欄、最高額、消防団長の区分で、

消防団長３０年以上で９１万７，０００円を９２万

－２６４－

１，０００円に、最低額で表の最下段左端になりま

すが、団員５年以上１０年未満の区分で１３万２，

０００円を次ページの１３万６，０００円に一律４，

０００円引き上げるべく改正するものでございま

す。

なお、施行の期日につきましては、公布の日か

ら施行し、平成１３年４月１日以降に退職した非

常勤消防団員に適用するものでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 消防団というＮＰＯを先取

りするような大変すばらしい伝統で消防活動が行

われておるわけなんですが、この面での充実をし

ていくために、市の消防署そのものとしては、消

防団の現状からこれを維持するために具体的にど

ういうような努力をされとるのかですね。

それと、今ここで掲げられた報償費の値上げな

んですが、いつも国の方から一律的にこういうふ

うに示されてくるわけなんですが、これは実際火

事現場に行けば、消防職員も消防団員も同じ危険

な状態に遭遇するわけですね。そういう点では、

職員の補償の面と消防団員の補償の面との関係性

をちょっと御説明していただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 質問が２点であったと思

います。

まず最初に、消防団員の努力していただいてる

具体的努力ということでございますけれども、こ

れはやはり現在消防団員にとりましては、高齢化

と言われておることは言われております。だから、

各分団の副団長、また分団長等の幹部が団員の確

保ということに非常に苦労されております。それ

をもって、消防署といたしましてもやはり確保し

ていただいておりますので、努力をしていただい

ておりますので、それなりのできる限りの協力と

いうものをやっているところでございます。器具

の軽量化とかいろいろありまして、協力をしてい

るというようなところでございます。

また、この損害補償につきましては、消防団員



さんに関しましては、本日改正さしていただきま

す公務災害補償条例と、また消防職員につきまし

ては、泉南市の職員公務災害等の見舞金支給条例

ですか、こういうのもございます。そういうので、

一応消防職員につきましても消防賞じゅつ金にも

入っております。

そういう関係で、消防団員の方と消防職員はか

なり格差があるかということになろうかと思うん

ですけども、そういうのはございませんで、消防

団員の方につきましても、泉南市職員公務災害等

見舞金支給条例というものが適用されますので同

一であろうかと、このように思っているところで

ございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 消防団員の確保に各分団等

では大変御苦労されておるということで、できる

だけの協力をしていっていますということでした

が、消防職員も規定からいうとかなり人数が少な

いということも議論でありました。

そんなんで、私は大胆に提起をしとるんですが、

消防団員は火事があれば即座に飛んでいって、火

災の鎮火に努力されるわけですね。そういう点で

は、中小地場産業の経営者なんかも団長をしたり

して、苦しい仕事の中で、火事となればそんなも

んほうっておいて飛んでいくという、そういうこ

とで市民の生活が守られていることですから、大

変貴重であるし、市民から見れば大変なとうとい

お仕事をされておるわけですね。

そういう点で、やはり相当にこの待遇面からも

実際に見合ったものをしていかないと、昔のよう

な地域のことは地域でやるんだという単なるボラ

ンティア精神だけではなかなか維持していけない

だろう。それが新しい若い人が入ってこないとい

うことにもあるだろうし、サラリーマン化して大

阪なんかに勤めとる方はできないわけですからね。

そういう点では、特別なそういう地域に配慮し

た待遇改善ということは、全国一律的なあり方で

はなしに、やっぱり市独自でも見ていく。財源が

ないわけですから、その分は思い切って正規な職

員の数を減らしてでもその消防団員の充実をして

いくという方が、実際の防火なり火災を鎮火して

－２６５－

いくのにはやっぱり有効性があると思うんですね。

行ったら同じ条件で働くわけですから、そういう

レベル的にも教育も必要であろうと思いますしね。

そういう点で、この地域に合った消防体制とい

うものが私必要だろうと思うんですが、そういう

点は署長、待遇の面をやるといったって限られた

予算でやる場合には、私は正職員を例えば１０人

減らせば、消防団の待遇というのは、今自身が低

いわけですから、かなり厚い待遇ができるわけで、

そういう点から消防団組織を充実さしていくとい

うことも私は考えざるを得ない。同じ金を使うん

だったら、どこに投入した方が火災を消すという

ことからいったら、どういう合理性があるかとい

う、費用対効果の面からも私はそれは考えるべき

内容でないかなと思うんですね。

そういう点で、私はこれまでもそういう議論は

若干したことはあるんですが、消防団員を充実さ

せるために正規な職員を減らすというようなこと

で、消防体制を充実さすというようなことはどう

なんでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 小川消防長。

○消防長（小川眞弘君） 消防団の充実ということ

で、職員の減少ということでございますけれども、

火災等で行きますと、やはり初期消火というもの

が非常に大事でございます。最初の１０分間ぐら

いが勝負だと、このように言われてるところでご

ざいます。

そういう中で、消防団員の方がサイレンを鳴ら

して参集しましてもやはり若干の時間がかかると。

その間に消防職員が行って初期消火をしておると

いう状況でございますので、消防職員につきまし

ては、現在定数が８８名で現在員数が７１名とい

うような状況でございます。これをまだ減少する

ということになりますと、やはり消防の本来の目

的の市民の生命、身体、財産を守るという目的を

達成するには若干ぐあいが悪いのではないかと、

このように思っております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ぜひ同じお金をかけて消防

に一番有効な体制がどうかということは、大胆に

考えないといけない。今は消防団があるし、正規



な消防職員があるわけです。その中でやっとるわ

けですからね。そういうことで、私は考える余地

があるのではないか。

それから、もう１つは広域行政の中で阪南市と

岬町なんかが協力してやるような話もあるのです

が、消防のこういう業務なんかも広域的にやると

いう一面が大変必要なんじゃないかな。堺なんか

でも高石と一緒にやったり、泉大津なんかでもや

っておりますから、そういう点での広域的な消防

体制というものも考える必要があると思いますの

で、これは意見だけにしときますけども、それは

ぜひ考えていくべきファクターじゃないかなと思

います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本２件に対する質疑を終結いたしま

す。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 討論なしと認めます。

これより一括して採決いたします。

お諮りいたします。議案第２号から議案第３号

までの議案２件につきましては、いずれも原案の

とおり可とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号から議案第３号までの議案２件

につきましては、いずれも原案のとおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第１４、議案第４号 平成１３年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、平成１３年度大阪府泉南市介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）について御説明申

し上げます。

議案書の１７７ページをお願いいたします。

介護保険業者負担軽減分につきまして、当初保

険給付費として予算措置をいたしておりましたが、

－２６６－

特別対策の位置づけを明確にするため、今回特別

対策費として上程するものでございます。

また、第１条歳入歳出予算の総額にそれぞれ２

８万１，０００円を追加し、１６億２，３６１万４，０

００円とするものでございます。歳入歳出の明細

につきましては１８１ページから１８４ページに

記載のとおりでございます。この２８万１，０００

円は、円滑導入基金に係る預金利子が生じたため

補正するものでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第４号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１５、議案第５号 平成１３年度

大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号）を議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第５号、平成１３年度大阪府泉南市一般会計補

正予算（第３号）につきまして御説明申し上げま

す。

平成１３年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

条第１項の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。

補正の内容でございますが、議案書分冊の１１

ページをお開き願います。



歳入歳出それぞれ１，８１９万６，０００円を追加

し、歳入歳出の予算総額を１９８億３，７０１万５，

０００円とするものでございます。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

御説明申し上げます。

恐れ入ります、１７ページをお願いいたします。

保育所費の備品購入費１０２万３，０００円でござ

いますが、これは少子化対策臨時特例交付金を活

用し、保育所に空調機器を設置する経費を補正す

るものでございます。

次に、１８ページをお願いいたします。清掃総

務費の委託料３９５万円でございますが、これは

仮称泉南聖苑計画におきまして計画区域を見直す

必要が生じたため、新たに基本計画を策定する経

費を補正するものでございます。

次に、同ページ下段から１９ページにかけての

指導費の委託料のうち学校教育情報化促進事業委

託料でございますが、これは教職員のコンピュー

ター機器操作能力を向上し、情報教育の一層の充

実を図るため、大阪府の補助制度によりパソコン

の講師を雇用し、各小学校に派遣する経費を補正

するものでございます。

次に、同ページの幼稚園施設整備費の備品購入

費２７０万円でございますが、これは各幼稚園に

少子化対策臨時特例交付金により遊具などを購入

する経費を補正するものでございます。また、歳

入の明細につきましては１５ページから１６ペー

ジに記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。御承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 角谷君。

○１７番（角谷英男君） それでは、質問さしてい

ただきます。

清掃総務費の泉南聖苑に係る３９５万でありま

すが、これは仮称泉南聖苑基本計画の見直しであ

るというふうにお聞きをしました。私は、実は一

般質問で泉南聖苑計画の火葬場の問題について質

問いたしております。一般質問でやっております

から、十分な答えはいただいてはおりませんが、

それとは別に質問をやっていきたいと思います。

－２６７－

具体的に言いますと、基本計画はもちろん説明

願うわけでありますが、その中にいわゆる告別式

やお通夜をやる斎場、これが盛り込まれておるん

かどうか、お聞きをしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 泉南聖苑について

御答弁を申し上げます。

斎場が含まれているかということでございます。

これにつきましては、含まれて計画をやってまい

る所存でございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 基本計画そのものの見直

しの変更もちょっと聞いたんですが、具体的に葬

祭場は含まれておるということであります。そこ

で質問でありますが、もう市長、余計な質問をい

たしません。具体的に質問をします。だから、具

体的にわかりやすくお答えを願いたいと思います。

実は、金額的にも聞いておりますが、私はこの

葬祭場については甚だクエスチョンマークを持っ

ております。なぜかといいますと、行革の中にも

うたわれておりますが、民間でできるものは民間

でやってもらいますと言われておるわけでありま

す。

そこで、あの場所に大変な金額、予算がかかる

わけでありますが、果たしてあそこに葬祭場をつ

くって採算といいますか、市民の皆さんに利用さ

れるでしょうか。皆さん今、市内では新しい民間

業者がいろんな形で参入をされております。葬祭

場、いろんな会社ができております。お寺でもや

っておられます。そこで、あの山奥につくって果

たして皆さんそこを利用されるでしょうか。これ

は素朴な疑問であります。恐らく、つくったは利

用されない、赤字になると考えられるわけであり

ます。

当然、つくれば人を配置しなければいけません。

今、財政難で行財政改革やらなければいけない。

そのためには、民間でできるものは民間でやって

もらいましょうと一生懸命叫ばれているわけです

ね。そんな中で、この計画が続行して行われてい

く。これは考えなければいけないんじゃないでし

ょうか。これは担当部長よりも、基本的な大事な

問題でありますから市長にお答えを願いたい、そ



のように思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 前回の調査のときには、斎

場も一体的な計画ということでしたわけですが、

その後おっしゃるように市内でかなり民間施設も

できてまいりました。今回の計画につきましては、

計画そのものはいわゆる全体計画的なことでいた

します。その中には火葬場とこの葬祭場も一応念

頭に置いて計画はいたしますが、実際の建設とい

うことになりますと、火葬場を最優先にしたいと。

ですから、葬祭場というのは極端にいいますと、

別棟でもできないことはありませんし、あるいは

どっかでつなげば、一体的に後で整備もというこ

とは可能であります。

ですから、当面我々の方は、おっしゃるように

経費節減も含めて火葬場を中心に建設の方はやり

たい。ただ、スペース的ないろんな、最初に全体

的な一応イメージを描いておかなければいけませ

んので、そのあたりにはこの葬祭場ということも

想定して計画はいたしますけれども、建設そのも

のはその建設時期のまた動向にもよるというふう

に思いますので、当面火葬場から建設をするとい

うことでございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） まず、火葬場から行われ

て、葬祭場は、中止とは言われてないんですね。

火葬場を終わってから後に考えるわ、今はとりあ

えずは火葬場であるということなんですね。この

際、そういうものをはっきりと、基本計画の見直

しも言われてるわけですから、それはもうこの際

やめるんだと、民間でやってもらうなら民間でや

ってもらんだと、そこは火葬場一本で行くんだと

いうぐらい明言された方がわかりやすいんではな

いかなと思うんですけどね。でないと、市長の答

弁では、将来絶対やらないとは言ってないんです

から、やる可能性もあるわけですから、この際は

っきりした方がいいんではないかなというふうに

思いますけどね。いかがですか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは先ほど言いましたけ

れども、建設まで若干時間がまだあるわけですね。

ですから、その間のいろんな民間のまた新たな動

－２６８－

きもあるかもわかりませんし、ないかもわかりま

せん。そういうこともございますから、全体的に

はいわゆる平地の部分ですね、整地の部分といい

ますか、それはやはり当然駐車場を含めて余裕を

持ってやらなきゃいけないわけでございますから、

そのときに葬祭場も建て得るスペースというもの

は残しておくということでございまして、実際の

建設そのものは、前回は一体的なことをちょっと

考えておったんですが、経費節減もあり、その後

民間の方もかなりできてきました。集会所とかそ

ういうこともまた建設化されるかわかりませんし、

そうなってきますと状況は変わってまいりますの

で、それに柔軟に対応できるようにはしておきた

いということでございます。

○議長（奥和田好吉君） 角谷君。

○１７番（角谷英男君） 今、市長の考え方として

は、私はこう解釈をいたしました。火葬場につい

ては当然やっていきたいんだ。葬祭場については、

現況財政やら行革の考え方からして、当面は考え

ないんだと、その状態を十分理解しておると。た

だ、将来どうなるかわからんからスペースだけは

残しておく。しかし、私の質問に対しては十分理

解はできるというふうに理解をしてよろしいんで

しょうな。もし理解をしていただけるんなら、も

うこれで質問をやめます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今の時代ですから非常に厳

しい財政事情もございますし、またさっきも言い

ましたように、民間のそういう施設もできてきて

おります。まだできるかもわからないということ

もありますし、また公的なそういう集会所なり新

たにできる可能性もあります。ですから、今の時

点では第１期といいますか、それは火葬場であり

ますということでございますから、角谷議員のお

っしゃることは、理解はできております。

〔角谷英男君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

真砂君。

○５番（真砂 満君） 簡単に何点かお聞きをした

いと思います。

まず最初に、これは基本計画の見直しでありま

すから、既に基本計画で使用した金額ですね、設



計図書で使用した金額、その金額が幾らなのか。

それと、土の関係で計画が変わりましたから、

当然変更しなければいけない。その事情はよくわ

かるんですが、既に使った設計費用が丸々むだに

はならないのかどうか、そのあたりの見解はどう

なのか。既にある設計図書がどの程度まで生かせ

るのかどうかですね。それに伴って、今回の４０

０万足らずの設計図書を作成する委託先も、それ

によって変わってくるのかなという思いもありま

すし、そのあたりどうなのか、若干聞いときたい

なというふうに思います。

それと、他の議員さんの議論の中にもありまし

たけども、最短で７年かかるというお話ですが、

この計画が当初出た段階から見てみますと、本当

に行政がこの聖苑計画をやる気があるのかどうか

というのが、今ここに来て非常に疑問だと言わざ

るを得ないんですよね。最速で７年、ほんまに７

年後にはその火葬場 葬祭場は今議論ありまし

たけども、そういった施設が泉南市の中に完成、

できてるのか、その決意がきちっとあるのかどう

かですね。その辺をお聞かせいただきたい。

それと、もう１点、一番重要なのは、地元の対

策なり地元との交渉だというふうに思います。そ

ういった意味では、今回基本計画の見直し予算で

すから、これが仮に通って、委託先と契約されて

成果品ができるのは、通常でしたらどう見ても年

が明けた段階かなというふうに予想はされるんで

すが、その間また地元との話し合いはできないん

ですよね。当然、その成果品を見ての交渉になる

というふうに思うんですけども、今やっと見直し

の設計図書を作成してもいいよという段階まで来

れて、年明けるまでまたその間 その間何かを

するというんであれば別でしょうけどね。その間

の地元との話し合いなり交渉事なりをどのように

考えられておるのか。

せっかく地元の方が、その気になると言うたら

言葉がおかしいんかわかりませんけども、いいよ

と理解を示していただいてるときに、行政が何を

すべきなのか。そういったことも含めて、これか

らの計画なり行動をしていかなければいけない、

そのように思うわけなんですが、その点について

どうお考えなのか、お示しをしていただきたいと

－２６９－

思います。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） まず私の方から、やる気が

あるのかどうなのかというところと、それから地

元との対応ですね。これについてお答えをいたし

たいと思います。

今、議員御指摘ございましたように、この聖苑

構想、構想が持ち上がってから非常に長い年月が

かかっております。当初の庁内関係者協議会です

か、これが持たれたのは昭和６３年ということで

すから、全く進んでいないということでありまし

たら、国なんかの建設評価などでは見直すという

ことになろうかと思いますけれども、昨年私がこ

ちらへ参りましてから、この問題に精力的に取り

組んでおります。といいますのは、もう御承知の

とおりの今現在の２カ所の火葬場は非常に老朽化

が進んでおって、特に１カ所は非常に懸念される

という状況がございますんで、喫緊の課題である

ということで取り組んでまいりました。

地元にも何度か足を運ばさしていただきまして、

地区の皆さんの御了解もいただいて、これまで答

弁を申し上げてるような一定基本計画の見直しに

入っても構わないという一応の了解をいただいた

という形まで持ってまいったところでございます

ので、最短７年といいますか、一応の見通しを、

せんだっての委員協議会の方で担当部長の方から

申し上げたわけですけども、固まりましたら、少

しでも早く進めるということについて、鋭意努力

をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、地元との対応でございますけども、

議員御懸念ございますように、成果品ができるま

で何もしないということでありますならば、結局

のところ行政はやる気がないのかというふうなこ

とになってまいりますんで、その間地元の御意向

はいろいろあると思いますので、それについても

タイムリーに足を運んで伺ってまいるということ

の中で、今後の検討過程の中に反映させていくと

いうことにしてまいりたいというふうに考えてお

りますので、御理解賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） １点目の基本計画



のこれの業務額を御質問だったんですか。（真砂

満君「今までのね」と呼ぶ）はい。

従来からのこの泉南聖苑に係ります費用ですね。

それにつきまして答弁を申し上げます。

まず、平成元年でございますけれども、これが

墓地公園の基本構想、これの業務ということで３

４４万２００円ということでございます。それか

ら、平成７年、これにつきましては、墓地公園の

建設候補地の調査業務ということで２２６万６，０

００円でございます。そして、平成９年、これが

仮称泉南聖苑基本計画業務ということで、これが

８４万円ということで合計６５４万６，２００円と

いうことでございます。これが従来からのこの仮

称泉南聖苑計画に対する使った費用ということで

ございます。

それから、この費用がむだにはならないかとい

う御質問だったと思います。これにつきましては、

平成元年、墓地公園基本構想業務、それから平成

７年の候補地の調査、これにつきましては全然む

だにはなってないと私は思います。

平成９年のこの仮称泉南聖苑基本計画業務、こ

れにつきましては、今回のような大幅な見直しと

いう内容で、前の基本計画につきましては、約５

０％ぐらいは前の分は使えないかなと、このよう

に思っております。といいますのは、規模の縮小、

それから土砂の搬出がなくなったというふうな内

容で大幅に変わってくるということで、約５０％

ぐらいは前の計画の業務の成果品は使えないので

はないかと、このように思っております。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） 今、御説明をいただきまし

たように、平成９年の基本計画はこれ８４万でい

いんですよね。ということになると、今回の３９

５万はなぜこの金額になるのかなと単純に思いま

すが、その辺はどうなのか、お示しをいただきた

いなと思います。今、部長のお話では、前回の基

本計画の５０％ほど使えたらなというような意向

もあったということを加味しますと、金額が前回

の分より安なって当たり前かなという、設計のこ

とはよくわかりませんので、単純にそう思ったの

で、間違いであれば御指摘をいただきたいと思い

ます。

－２７０－

それと、地元の対策というのはやはり一番だと

いうふうに思います。いずれにしたって、好んで

自分とこに来てくださいよというような施設では

ございませんので、そこらについては、今蜷川助

役の方からタイムリーなという言葉がありました

ように、その気になってるときにきちっと詰める

べきことは詰めていく。そのためにも、市の姿勢

というのものをやはり地元の皆さんにお示しをし

なければいけない。場合によっては向井市長自身

がみずから出向いて、地元の住民の皆さんに御協

力をいただく。まあ言えば、言葉は悪いか知りま

せんけども、頭下げてでもお願いをするというよ

うな姿勢も必要ではないのかなという気がいたし

ております。

それと、最短７年というお話でございますけれ

ども、樽井の火葬場なり岡田の部分で、本当にあ

と７年間大丈夫なのかどうですね。その辺の判断

なり、また無理だと仮に判断するならば、その手

だてについてどのようにお考えなのか、その辺も

あわせてお聞かせを願いたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 昨年、私も金熊寺地区とそ

れから六尾地区にお願いに参りました。それで、

私どもの考え方なり、あるいは泉南市民のこれか

らのそういう火葬場が非常に老朽化してると、ぜ

ひあの地域につくりたいんだということでお願い

をいたしまして、一応門戸を開いていただいたわ

けでございます。その後は、一応市民生活部と助

役を中心に足しげく通うということで、何回か通

わしていただいたということでございまして、そ

の中で前回の調査からあれでお示しをしたんです

が、いろいろアドバイスをいただきました。

例えば、位井上池あたりを利用できないかとか、

あるいは権利的に非常に難しい部分もあるよとか、

そういうのをいただいて、それを踏まえて今回見

直そうということにしたわけでございますので、

今度仮に委託をしたということになれば、その過

程、過程でやはり進行状態も含めて、またそのア

ドバイスをいただきながらやっていかなければい

けないというふうに思っておりますので、成果品

ができるまで地元と接触を持たないということで

はなしに、その都度その都度御報告を兼ねて御意



見も賜り、成果品につなげていきたいと、このよ

うに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 前回の基本計画の

落札額、これが８４万円ということでございます。

ただ、このときも市の方がこれに対する予算を計

上したときに、たしか５８０万円の予算でござい

ました。前回のこの８４万円の落札額というのは、

我々も積算する場合に一定の資料、そういうのを

参考にしまして積算をするというふうな状況でご

ざいますが、今回の業務の発注も同様な考えで、

設計コンサルタントの持つ技術力とか情報、そう

いうものに対する報酬のようなものというような

この業務内容、いわゆる金額ということで我々は

考えております。

今回もその現況の把握から始まって、敷地の分

析の再検討とか、それから計画内容の再検討とか、

そういう検討内容が非常に多く入っております。

したがいまして、前のこの８４万円というのは、

これはあくまで落札した業者さんの企業努力かな

と、そういうような感じでこの金額を感じ取った

わけでございます。

それから、今の現状の火葬炉が大丈夫かと。そ

の辺につきまして、私も本当に心配をやっている

状況でございます。樽井の火葬場につきましては、

昭和４７年に建設をしております。西信達火葬場

ももっと古く昭和３１年ということで、それまで

の間何度となく修繕、改修を繰り返しておりまし

て、ただ現状でも連続運転に難があると、このよ

うにも聞いております。

それから、西信達の火葬場につきましても、主

要構造物の老化とか劣化が激しいと、このように

も聞いております。ただ、今後につきましては、

この泉南聖苑計画が実現するまでの間は、自分た

ち担当のスタッフが、現状の火葬場の管理につき

ましては、古い、老朽化してる施設であるという

ことも十分考えまして、管理を万全な体制でやっ

てまいりたいと、このように考えております。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） もう３回目ですから最後に

いたします。

委託料の関係からすれば、落札額が８４万だと

－２７１－

いうふうにお聞きをしてますし、その理解です。

いろいろおっしゃられてましたから、最後の一言

の企業努力で８４万でできるし、できたわけでし

ょう。だったら、逆に言いますと、その会社に

そこが一番よくわかってるんですから、工事の

ときと同じようその落札率で随契したらどうです

か。そしたら、この費用はそれだけ要らないんと

違いますん。そういうことができるのかどうかよ

くわかりませんけれども、工事の場合でしたらそ

れできますよね。同じでしたら、そうした方が市

にとってはプラスじゃないですか。安う上がりま

すよ。この率でいくとかなり安くできますよね。

そういうことも考えてみてはどうなのかなと思い

ます。

それと、市長に答弁いただきましたように、地

元との関係についてはそういったことで、ひとつ

よろしくお願いをしたいし、特にアクセスの問題

も地元の人にとれば重要な問題の１つだというふ

うに思いますので、そのあたりについてもきちっ

と協議をして、決定をしていただきたいというふ

うに思います。

その２点で何かあればお示しをいただきたいと

思うんです。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 今回の基本計画そ

の２につきましても随契すればどうかというよう

な御意見だったと思いますが、これは若干工事と

は内容も違っておりまして、その辺につきまして、

随契するのか、それとも再度業者選定をし入札を

するのかというのは、今後というんですか、この

本会議でこの件につきまして御承認をちょうだい

しましてから、その辺については早急に考えてま

いりたいと。（真砂 満君「その落札率で随契す

ることが法的に可能なのかどうか」と呼ぶ）議員

のおっしゃってます前回の落札額ですね。これに

対して率の関係で今回も随契ができるのか、可能

かどうかということについては、可能な場合もあ

るんではないかなとは私は思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 今回の議会では後ろの巴

里議員の方から、会議規則５５条を遵守せえとい

うような意見がたくさんございました。もう私の



聞きたいことは、真砂議員がかなり聞いていただ

きましたので、ごく簡単にこの聖苑問題について

お聞かせを願いたいと思います。

まず、今真砂議員の方も疑問に思われたと思う

んですけれども、平成９年の基本計画作成に当た

って５８０万の予算で入札資料をいただいてます

けれども、落札業者が８０万。この入札結果を見

ますと、一番上の業者が５２５万。こういう極端

に低い額で落札をされている。このことを行政の

方はどのような感覚で評価をされているのか。先

ほど企業努力というような話がありましたけども、

幾ら企業努力をしたって、あの製本が僕はなかな

か８０万で業として成り立たないと、このように

思うんですけれども、その辺は行政の方はどのよ

うに評価をなされておるのか。

それから、もう１つ、発注される際に、今回こ

の予算が３９５万ですか、この予算を組むときの

積算根拠、どのような根拠でこれを積算されてる

のか、これもひとつお聞かせを願いたいと思いま

す。

それから、供用開始目標は何か早くても最速７

年と、このような話でございますけれども、これ

はもっと僕は時期的に早く絞って、目標年度をき

ちっと決めて、やはり市民がこの火葬場に対して

は早く、待望してるわけですから、その辺のやり

方について、もっといろんな方法があるんじゃな

いか。

特に、地元に助役が何回もその説明に入られた

と、こういう話でございますけれども、私の知っ

てる範囲では、初めて地元に入ったのが福田助役

の時代だと。それから果たして、僕は金熊寺です

けども、金熊寺に何回の説明を地元にされたのか。

僕はそれもひとつ 私、知らない間にやられて

るんかどうか、ちょっとお聞かせを願いたいと、

このように思います。とりあえずそこで一度答え

ていただきたいなと。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 最初の入札の件の御答弁を

申し上げます。

泉南市の場合、委託料の場合は下限は設けてお

りません。設けておりませんので、ちゃんとした

仕様書にのっとってやっていただけるということ

－２７２－

であれば、前回入札だったと思いますが、入札で

その最低の業者さんが今回８０万ということでは

ありますが、それでやるということですから、そ

ういう落札で契約をさしていただきました。

工事の場合は、一定物をつくるというのがあり

ますので下限を設けておりますが、委託料は設け

ておりませんので、安くてもやるということであ

れば契約をさしていただいております。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 今回の業務発注す

るにつきましてのその積算の根拠、これにつきま

して答弁を申し上げます。

先ほどの御質問のあった議員さんにも答弁を申

し上げておりますけれども、積算する場合に一定

の資料によって積算するというふうな……（堀口

武視君「まず、具体的に一、二挙げてみて」と呼

ぶ）はい。

要は、その設計コンサルタントの持つ技術力、

それからそういう情報に対する報酬のような考え

でございまして、業務の内容につきましても、前

回の基本計画を再度見直すということで、現況の

把握を再度やる、それから敷地分析の再検討、計

画内容の再検討、再設定、それから検討課題の整

理とか手法の提示、これらが主要な内容でござい

ます。これの積算の方法というのも、先ほど申し

上げましたように、技術力とか情報に対する報酬

のようなものであると考えまして、人件費が大半

でございます。

それから、供用開始の目標をもっともっと早く

できないかという内容でございます。都市計画決

定が必要な施設ということで、一定のどうしても

時間的なものというんですか、日数的なものを縮

小するのは難しゅうございますけれども、ただ地

元合意形成というんですか、地元の方での御理解

をちょうだいすれば、かなり縮小される内容もあ

るというふうに私は考えております。

それから、金熊寺の方に何回地元に対する説明

をやってきたかと。これにつきましては……ちょ

っと済みません。平成１０年の８月、それから１

１年１月、それから２月、それから１２年の６月、

１２年の９月、そして１３年の２月ということで、

合計６回御説明なり会議を開催しておるという状



況でございました。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 市長の方から御答弁ござ

いましたが、私の聞いたのはこの浪速設計ですか、

８０万で落札されてるんですけども、ここもやっ

ぱり民間会社ですから、この８０万で業として成

り立つのかどうか。僕はその辺が疑問であると思

うんですね。いろいろ業者間の風聞の中で、我々

が聞いてる巷間のうわさの中では、こういう金額

でやると必ず後にゼネコンがついてるんだという

ような話が漏れ聞こえてくるわけです。僕は基本

計画のやり直しをやるというのはいいと思うんで

すけれども、今回の業者選定については、僕はそ

ういううわさを払拭するためにも、例えばプロポ

ーザルでやるとか、あるいは設計コンペでやると

か、こういうようなうわさの中で、もっと透明性

を増したような形でやられるつもりはないのかと、

ひとつこれをお伺いしたいと思います。

それから、特に発注する際に、市長の方から地

元からのいろんなアドバイスをいただいたと。前

の基本計画は当然土取りの問題もあって、計画は

縮小されたということもあるでしょうけれども、

大きな基本は、やはりそれは地元のことをわかっ

ていなかったことが、このやり直さなきゃいけな

い原因だと僕は思ってるわけです。

だから、その辺はやはりこういう嫌悪施設です

から、特にこういう嫌悪施設ですから、事前に地

元との調整を十分にしとけば、僕はこのような２

回目の基本計画は、こんな大層な必要はなかった

んじゃないかなと、要らんところだけ削ればいい

んじゃないかなと、このような気はするわけでご

ざいますけれども、その辺はどうなんでしょうか。

それから、もう１つ、供用開始の問題ですけど

ね、市長。私は、泉南市の中にも例えばいろんな

問題のあった事業がたくさんあった。私もおやじ

が議員をしてましたから、例えば堀河ダムの建設

のとき、あるいは双子川浄苑のし尿処理場の建設

のとき、こういうときの当時の首長の動きという

のは大変な動きがあった、熱意があった、誠意が

あった。だからこそ、今ああして堀河ダムができ、

あるいはし尿処理場が今できてるんだと、このよ

－２７３－

うに思ってます。

市長も泉南の市長をされて、最後はどこで死な

れるつもりかわかりませんけども、私自身は泉南

の生まれですから、やっぱり泉南で死にたい、こ

ういう思いでいっぱいでございます。そのときに

はぜひ間に合うような火葬場 僕は今からこん

なもん、今ここまで来るのに２０年かかってるん

ですよ、言えば。だから、これから先この基本計

画ができて、果たして７年先 今から７年先と

いったら、７年先に本当にできるんかどうか、大

変疑問に感じてます。

それと、もう１つは、やはりここの場所しか

今金熊寺地区のあの位井池の近くにという設定

をされてますけども、先日の角谷議員の中で、ほ

かに行けやというような話もございました。僕は

地元としては、ほかへ行っていただいたらありが

たい。だけど、もうここしかないんだと、はっき

りと市長もう一度確認をして、そのことがやはり

地元に伝わらないと、その辺の地元合意を取りつ

けるには、腰のふらついたような市の方針では地

元もなかなか市の熱意、誠意を酌み取れない、感

じ取れない。

だから、もう一度ここしか絶対にないんだとい

う市長の発言をいただいて、これから僕も一生懸

命、地元ですからそういう住民合意のために汗を

かきますけれども、もっとしっかり市の方が誠意

と熱意を持って当たっていただくと、そのような

決意を一度お聞かせをいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 何点かありましたけど、ま

ず今度の委託の発注方法というのは、まだ今の時

点で当然決めておりません。予算いただいて、ま

た指名委員会もございますから、その中でいろい

ろ議論をしていただくというふうにしたいと思い

ます。

それから、場所の特定につきましては、当然我

々４カ所ほど候補があった中で、最終的に今の場

所しかないということで絞り込みをさしていただ

いて、地元にも再三お願いに上がっているわけで

すから、この前一般質問でも代替案もございまし

たけれども、そういうことじゃなくて、今現在の

場所ということで我々は過去からも進んでおりま



すし、今後もお願いをすると、していくというこ

とでございます。

早くというのは、我々ももう本当に１年でも早

くということでございます。ただ、あと手順、手

続ございまして、こういう施設は必ず都市計画決

定しなきゃいけないということがありますので、

それの図書の作成とか、もちろん地元の理解をい

ただいたという上で図書の作成をして、市都計審、

府都計審にかけなきゃいけないという問題があり

ますんで、それにやっぱりどうしても約１年はか

かりますから、それさえクリアできれば、後は実

際の用地の取得の問題もありますし、それから近

郊緑地の行為届の問題もありますし、いよいよ事

業ということになっていくわけでございまして、

ずっと年次を追いますと、ちょっと安全目を見て

るんだと思いますが、７年ぐらいかかるというこ

とでございますけども、まず地元の了解をいただ

ければ、後は我々の行政努力でかなり短縮できる

というふうに思っておりますので、これからもぜ

ひ地元の皆さんに御協力をいただくように、全力

で取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。

それと、今までもそうでしたけども、特に地元

の皆さんとは逐一連絡を取り合いながら、今回見

直しをさしていただきますけども、その途中段階

において、いろいろ御意見も賜りたいというふう

に思います。前回の場合は、なかなかそこまで至

っておらないときに、地形地物あるいはコンター

ラインでもって計画をして、まずお示しをするも

んがないとなかなか具体にできないという部分も

ありましたので、行政の方でつくらしていただい

て地元へ入らしていただいたという経緯があるん

ですが、今回はかなりいろいろ具体に我々も教え

ていただいた分がありますので、ぜひそれをうま

く活用さしていただいて計画を練り上げたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 市長の決意がよくわかり

ました。僕はこの都計審に行くまで、例えばこの

基本計画書が製本として上がるまで、これは僕は

それまで地元に入らないというような話じゃなく

－２７４－

て、概要は何基の炉を置いてどのぐらいの建物が

できるんだというのは前の基本計画でわかってる

んですから、当然引き続き地元合意を得るための

努力をもう既に何回もしていくべきだと。その２

の基本計画策定書ができるまで待ってるというよ

うな気の長いことしてると、それまですごい時間

がかかります。

地元合意ができてから、助役の話では環境アセ

スもやらなきゃいけないんだと、こういうような

話ですから、当然それまでに地元合意を取りつけ

る努力は、一日も早く何回でも熱心に熱意を持っ

てやるべきだと、私はこのように思いますので、

ひとつその辺を要望して私の質問を終わります。

ひとつよろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 和気君。

○１９番（和気 豊君） この計画ですね、これを

具体的に執行するについて、どの程度の財政計画、

これを考えておられるのか。嫌悪施設ですから当

然今まで論議ありましたように、どれだけ地元の

コンセンサスを得るかと、このことが最も大事な

点だろうというふうに思います。地元の合意を経

て早急につくっていく。そして、７年ということ

についても、過般来いろいろ論議があります。で

きるだけ最速を前提にして事を運んでいく。それ

と同時に、やはり財政危機の折から、安かろう悪

かろうではだめですが、どれだけ効率的に財政を

活用していくか、この３点が大事な点だろうとい

うふうに思います。

１、２の点については先ほど来から論議があり

ますので、私、なかった財政の問題について少し

お聞かせをいただきたい。どの程度の財政を考え

ておられるのか。これ５０％、大体これをたたき

台にして、あとの５０％と。

それと、問題は、一般質問等でもありましたよ

うに、土取りがなくなったことによって、土取り

の後搬出ですね、これを空港の埋め立て土砂にお

願いをすると。これがなくなったので、結局土砂

搬出に多大な費用がかかると。これをいわゆる場

内で盛り土、切り土で処理をしていく。そういう

ことで、これも安くなる点なんだと、こういうよ

うに言われました。その５０％の基本というのは、

この盛り土、切り土の点にあるのかどうかですね、



この見直しの点の中心が。

先ほど堀口さんから論議ありましたように、例

えば施設計画なんかはもうこれで行ったらどうだ

と、これで地元合意をとったらどうだと、せっか

くできてるんだからと、こういうお話もありまし

た。この辺は変えられる気持ちがあるのかどうか。

仕様書をつくるについて、業者にそういう意思を

お伝えになるのかどうかですね。

それと、施設の問題なんですが、これは読んで

いきますと、大体２棟方式になってますよね。１

棟方式、２棟方式、３棟方式、４棟方式とか、４

類型ぐらい出てるんですが、いわゆる待合室とそ

れから火葬場、火葬棟ですね。この火葬棟の中に

葬祭施設も普通包含をしているのが大体６割程度

あると、全国のこういう建物ではね。それが一番

望ましいんではないかというふうな意向にちょっ

ととれるような内容になってるんですね。

だから、先ほど市長は火葬場だけというふうに

言われたんですが、大体火葬場とそれから葬祭場

棟がセッティングされている。これが全国的に数

が多いと、こういうふうになってますし、せっか

く棟をつくるんですから、そういうものも含めた

ら 運営については、別に保育所のように子供

たちに直接接すると、そうじゃないわけですから、

これは一定効率的に考えていけばいいというふう

に思うんですが、そういう中身になってるんです

が、その施設計画なんかについても変えられると

いう、その中身になってるのかどうかですね。費

用の点も含めてその辺をお示しいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） まず、事業の財政

計画の件でございますが、これにつきましては、

前回の基本計画での御説明の中では、事業費につ

きまして９９億８，９００万というふうな御説明を

していると存じております。今回につきましては、

この内容から相当精査をしたいということと、そ

れから……（和気 豊君「その中身を」と呼ぶ）

済みません。中身につきましては、これは自分た

ちの超概算で予測なんですけれども、これを６０

億ぐらいに、最終的には財政面も抑制をやってま

いりたいと、このように考えております。

そのように抑制するという内容でございますけ

－２７５－

れども、これは当然事業の区域の縮小、これが相

当大きなものとなっております。事業の区域につ

きましても、当初は約１５．６５ヘクタールという

事業の面積を、今回の見直しにつきましては約１

２ヘクタールというふうに我々は考えております。

（和気 豊君「今回のというのはこれやね」と呼

ぶ）この平成１０年の成果品につきましては、計

画敷地面積は約１５．６５ヘクタールということで

考えておりました。それを今回約１２ヘクタール

に縮小するということで考えております。

あと、そういうことで計画敷地の方も縮小して

ますので、造成の面積につきましても、当初１２

ヘクタールと考えてましたが、これを８ヘクター

ルぐらいにやってまいりたいと、このように考え

ております。

施設につきましては、この平成１０年の成果品

から、あと現況です、この炉数とか、これらを決

定するための事前の火葬需要というんですか、将

来人口推計とか、それから死亡の推定数とか、そ

の辺のことを十分業務として加えてまいりたいと、

このようにも思っております。最終的には、先ほ

ど申し上げましたように超概算ですが、６０億ぐ

らいに抑制してまいりたいと、このように考えて

おります。

それから、この業務の５０％といいますのは、

前回のこの基本計画の説明書、成果品を使えるの

が約５０％ではなかろうかというふうに我々は考

えております。

それから、施設の計画でございますが、先ほど

市長も申し上げましたように、葬祭場につきまし

ては将来的に考えてまいりたいというふうなこと

ということで、今回につきましては、主たる工事

につきましては造成工事ですね。それから、進入

路の建設、当然水道、上水道の引き込みから始め

まして、火葬場の建設というふうに考えてござい

ます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 大体かなり突っ込んで、

まだあくまでも業者の最終的な設計にゆだねなけ

ればならない部分もあると思うんですが、かなり

精査をされた具体的な数字が出てまいりました。



ただ、これによりますと、９年度に作成されたこ

の図書に伴う財政計画については、残土処理に大

体５２億５，０００万ぐらいかかってるんですね。

残土は、基本的には場内処理ということになるん

で、しかし移動させるのにダンプで移動さしたり、

あるいはブルを入れたり、ショベルカーを入れた

り、いろいろ重機関係なんかも要りますから、そ

ういう費用はこのうちで、多分要るとは思うんで

すが、立米５，３２６円というような数字なんかも

私質問していただいておるんですが、そういうも

のを外へ搬出する以外の費用は、やっぱり５２億

５，０００万からちょっと要るわけですね。やっぱ

り要るわけですね。５２億５，０００万が全く削減

されるということではなくて、やはり一定上積み

しなければならないというふうに思うんです。

ただ、施設の計画なんかはどうなんでしょうか。

２棟方式がここでかなり強調されとるんですが、

１棟、２棟、３棟、４棟。火葬棟といわゆる待合

棟、この２棟で、管理棟なんかは待合棟の中に一

緒にまとめると。火葬棟の中には葬祭棟もまとめ

ていくということで、そういうことが強調されと

るんですが、その辺はどうなんでしょうか。基本

的な計画変更の中に入るんでしょうか、どうなん

でしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 前回の基本計画の

中の棟のタイプというんですか、１棟型から４棟

型までということで考えておりますが、これらに

つきましても当然再検討ということで、炉数の関

係とか、それからこの待合所の面積とか、その辺

につきましても、先ほども答弁しましたように、

当然人口の関係とかその辺で再度やっぱり見直し

をしますので、この辺の整合につきましてもどう

かなということで、再検討を加えるというふうに

考えております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） そういうふうになります

と、これでは２棟方式を採用されてましたからこ

の額になるわけですが、私ちょっと頭の隅に残っ

てるんで確かではないんですが、何か２棟方式を

採用してるのが６割近くあるということで、それ

はなぜかというふうに聞いたら、それは廉価に、

－２７６－

一番安い方法としていけるんだと。皆つくった場

合ですよ。待合棟、火葬棟、それから葬祭棟、管

理棟、そういうものを全部つくるという場合に、

２棟方式が一番安く上がるというふうに聞いてる

んですが、２棟方式を採用しないとなると、やっ

ぱり高くなるということも考えられるわけですね。

これは今後の問題ですから、ひとつ頑張ってやっ

ていただくということになるというふうに思うん

ですが、やはり安く上げていただくということで

効率的に事を運んでいただくと。

これは市の単費ですべてやらなければならない

わけですから、市の財政事情を考えるときには、

７年といえども６０億という額は大変なことにな

ろうというふうに思うんですね。２３７人の職員

が自動退職されるということで、その辺の人件費

は減るだろうけれども、しかし補強もせないけま

せんし、そういう点では財政はこれからなお苦し

いと、こういうことにはなってくると思いますの

で、そういう点はよく精査をいただいて、３つの

点 地元のコンセンサスを重視するということ

と、最速に事を運んでいくということと、そして

できるだけ安く効率的に財政ベースに乗していく

と、この３つを特に配慮してお進めをいただきた

いなというふうに思うんですが、市長その点で。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） もちろん、見直しの中で十

分いろんな角度から検討したいと思います。特に、

土をいらう作業が伴いますので、前は出すという

ことだったんですが、今回出さないで、できれば

池の利用ということも御意見いただいてますので、

そのあたりをうまくミックスしながら、土量もバ

ランスをとりながら、できるだけコストが安くな

るように考えていきたいと思います。

それと、やはり今の時代でございますから、先

ほども言いましたように、当面最小限必要な施設

を優先的に建設をするということで努力をしたい

というふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 私は委員会等でも御意見を

申し上げたんですが、今の財政事情からいって、

聖域なき見直しをせないかんことは、これは待っ

たなしでありますし、これは遠かれ遅かれという



よりも、早く開発公社の買い取りもしないといか

んことを考えますと、今年度も３億５，０００万ぐ

らいしか投資的経費に使ってないことを考えます

と、今ちょっと報告されたんでも、１００億はか

からないようでありますけれども、やっぱり財政

的にいって一回見直さないといけないんじゃない

かなということが１つと、一番早くできたとして

も７年かかるということを考えますと、私民間で

やれるもの、役所がどうしてもやらないといけな

いものということをもう一遍厳しくやっぱりやら

ないといけないと、これは思うんですね。

今、火葬場を７年待てるのかといったら、今の

樽井にしても西信にしても、毎日お亡くなりにな

った方があそこで火葬されるわけですから、７年

間にどれだけ多くの人が 年間に４００人近く

お亡くなりになるわけですからね。７年といいま

すと四、七２，８００人があそこで火葬されるとい

うことになると、これまでずっとこういう計画が

あるから、あそこの抜本的な改修ができてこなか

ったわけですので、まだこの先７年あの状態でお

亡くなりになった方を火葬するというのは、私は

問題があるんじゃないかな。そうすれば、現在あ

る火葬場をきちっとやはり整備をすると。墓地に

ついては、ここの計画でもあるように、もう既に

泉南市にはいっぱい民間の墓地があるわけですね。

そういうことと、どうしても泉南市がやらない

けないということはないわけでありますし、また

泉南市なんかのこういうところの文化といいます

と、お年寄りが毎日のように墓に通ってお花を生

けて、本当にきれいな墓地があるわけですね。そ

ういう文化を考えると、こんな遠いところにこう

いう公園墓地をつくることがどうかということと

か、火葬にしてもせっかく近くにあってこれから

７年まであそこで使うとなれば、あそこを本当に

設備をきれいにしてやる方が市民のためになるん

じゃないだろうかと。市長の言う水と緑を守る面

からいっても、あそこでの造成はとても市長の本

意ではないと思いますのでね。

そういうように、私は見直しだからもうこれで

白紙になったわけですから、きょうの予算がこう

出とるわけですので、改めてやはり今日までのお

くれを考えて、一たん中止をして今の火葬場２つ

－２７７－

をきれいにすると。ここのデータでも出てますけ

ども、要するにお葬式するところは、圧倒的にお

寺とか近くの集会所とか、そういうところが多い

という統計も出てますね、これ。こんなところへ

行って葬式をやるというようなことは、ここのデ

ータでも出ておりますが、２１％、自宅が３５％

ですね。神社とかが１１．５、町内会における集会

所が２４．３とか、圧倒的にやっぱり地域でこれは

もう成り立っとるわけですね、１つの姿として。

だから、そういう点で、この計画は見直しても

決して市民から大きな批判のある問題ではない。

むしろ、現在ある施設をきちっと整備をするとい

うことがいいんじゃないかと、そう思うのですが、

市長の基本的な考え方を聞かしていただきたい。

そして、地元の了解を得るのは、一たんトラブ

ったこういう問題は、なかなかその修復にも時間

がかかるだろうし、私は、７年というのは最速で

すから、もっともっと時間がかかるんじゃないか

なと、結果的にはね。そう思うんですが、市長ど

うでしょうか。見直し的なことも、この計画その

ものにも今言及されましたからね。いっそのこと

これ全体を見直して、岡田浦、西信とか樽井の火

葬場をきれいにしたらどうなんでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今２カ所ございますが、か

なり老朽化してるいうのも事実でございます。こ

の補修といいますか、メンテナンスについては、

当然市の方でもやっていかなければいけないと思

っております。ただ、これからの世代、人口を含

めまして、この火葬場というのはやはり整備する

緊急の課題だというふうに思っておりまして、過

去からその適地ということで探しておったわけな

んですけれども、今回ちょうど位井池周辺という

ことで絞り込みをさしていただいて、そこで今計

画をさしていただいております。

当然、地元の御理解、御協力というのが前提で

ございますけども、門戸を開いていただいて御協

議をいただけるようになったということでござい

ますから、今回その見直し案を出さしていただい

て、それによってまたお互いに協議をしていくと

いうふうにいたしております。

それと、御指摘ありました葬祭場については、



確かにもともとなかなか民間のがなかったという

こともあって、お寺とかあるいは集会所でされて

おりましたが、最近民間のそういう葬祭施設も幾

つかできてきておりますんで、またその活用とい

うのもあるだろうというふうに思いますので、六

尾といいますか、地番は金熊寺なんですが、金熊

寺の方でつくる予定のところについては、葬祭場

というのはちょっとしばらく置いといて、火葬場

に絞って 火葬場といいましても、もちろん待

合室とか一定の規模は要りますけども、そういう

施設としてまず着工をしたいというふうに考えて

おります。

ですから、これはもう我々も７年とは言わず、

できるだけ早く着手したいという気持ちでいっぱ

いでございますので、今回の見直しを契機に地元

とも十分協議をさしていただいて、できるだけ早

く御理解いただいた上で、都計手続とかそういう

次のステップに入っていきたいと思っております

ので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 結論的には見直すつもりは

ないと、そういう答えだったと思うんですけども、

ここの当初の計画が入札が大変安く落ちたといえ

ども、基本計画としてつくられたわけですね、１

０年３月付で。それが助役さんの説明でも、十分

地元への説明がないまま進めたということも今回

の見直しをする契機になったということがあるよ

うに、こういう大変なものを泉南市の不手際の中

で計画どおり進められなかったということになり

ますと、これは相当これから大変な地元合意を

基本的には合意したと言っても、やはりなかな

かすんなり行くようには私は思いません。

実質的には葬祭場を中止というか、凍結という

んか、そういう形で一たん見合わせるような発言

もされたわけですし、そうなってまいりますと、

焼き場だけがあそこに行っても余り意味がないと

私思いますし、現在あるところを早く整備をして、

この７年間、恐らく１０年以上このまま使わない

といけないでしょう。そうしたらだましだましや

っていくというわけにはいかないわけですから、

そこをむしろ市街地にあっても、煙の問題とかい

ろんな問題を、今の技術は、もう本当にホテルと

－２７８－

間違うような 新しいとこは全部そうですね。

昔の火葬場のイメージは全然ないですよ。本当に

一流ホテルのロビーみたいな感じの中でやってる

状態ですから、むしろ住んでおる近くにそういう

ものがあることの方がベターなんでね。

だから、そういう点では、やはり先ほどのお年

寄りが墓に毎日通って花をかえてるということも

ちょっと言いましたけども、そういうふうにもっ

と我々の生活の近くに、そういう死者というんか、

亡くなった方がおられるということの方が私はや

っぱりいいのではないか。そういうような点から

いったら、これだけトラブったことで思い切って

やめて、やはり今の火葬場を整備することをぜひ

主張したいと思います。

それから、墓地の問題については言及がほとん

どありませんでしたが、この基本計画の中でも、

堀河森林公園メモリアル開発事業として９４１区

画というのが調査書の中に明記されとるんですね。

それから、金熊寺の霊園と日照寺の霊園合わせて

も９００ですね。その２つの９００よりもまだ多

い計画がここに示されて、童子のところに行きま

すと、赤い土がむき出しになって計画が中止され

とるんですけどね。ああいうもんも今後どうする

か知りませんが、やっぱりそういう民間の墓地が

あるわけですから、こんなことは民間がやっとる

わけで、わざわざ泉南市がやらなくても、私は民

間圧迫になると思うんですよ、余りこれをやり過

ぎると。やらなくても現在あるわけですから。

そういう点で、私はこの計画というのは、相当

状況が変わってしまったということで、ぜひ計画

の抜本的な見直しを要求したいと思います。答え

が変わらないようであればいいですけども、私は

それを強く要求しておきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 僕は新興住宅の住民で、

墓もないし、ここで骨を埋めて一生過ごそうとい

う考えでありますから、墓場も必要だし、斎場も

必要であると、私は基本的にそういう立場です。

ただ、さっき小山議員がおっしゃったように、

樽井のあそこの火葬場と岡田の火葬場をきちっと

整備して、においの出ない、そういうことが技術

的に可能なのかどうか。あそこは駐車場も狭いし、



墓場も狭いし、ああいうことが将来の泉南市の都

市計画の中で、人口もふえるし、あれを泉南市の

斎場としていくことは可能なのかどうか。近くで

僕もええと思うんだけどね。高層ビルをつくって

そこの中でやるなら別だけど、そういうことが可

能なのか。

それから、もう１つ、６０億の中身には、これ

は墓は形成されるのかどうか、ちょっとお伺いし

たいんですけど。

それから、もう１つは、財政的にこういう厳し

い折なもんで、６０億としたらこれは補助事業で

ないもんで、市債とかそういう、大変な開発公社

の借金があるんだから、その財源的にはどのよう

に 職員さん、１４年で二百三十何人やめるん

だから、そらいろいろ財源が出てくるかわからな

いんですけど、市長、財源的にほんまに腹たたい

ていけるのかどうか。６０億の裏づけですわね。

７年で６０億ではないと。７年で３０億なのかね。

７年間で３０億か２０億か、財源的なそういう不

安はないのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思

います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、場所の問題で既設の

ところでどうかということですが、決定的にはや

はりアクセスで生活道路が非常に狭い、狭小なと

ころを通らざるを得ないという部分があるという

ふうに思います。今回のはそういうところを通ら

なくて、いわゆる幹線道路から入れるということ

が立地も含めて一番いいというふうに思っており

ますし、規模的にもこれから建てかえてやるとい

うことになりますと、やはり今のような規模では

もちろんいきませんし、場所的な問題もございま

すから、新たなところを探すということにしたわ

けでございます。

それから、事業費については、さっき部長が答

弁いたしましたのは、墓地も全部含んだ事業費で

すから、火葬場だけでしたらそんなにかかりませ

ん。（成田政彦君「そんなにって幾らぐらい。そ

の３分の１とか」と呼ぶ）二十数億の予定でござ

いますから……（成田政彦君「財源的に市長とし

てそれはどうやと聞いてる。二十数億つぎ込んで

あと７年だから」と呼ぶ）

－２７９－

財政的にはこの前の空港関連のいろんな要望の

中でこれも要望いたしておりまして、お金のかか

るというのは、１つは進入路ですね。これ結構長

いというのがありまして、これを何とか、例えば

あのときの話では林道とか農道とか、そういう考

え方に基づいて整備できないかということを大阪

府に申し上げておりまして、大阪府の方もそうい

う方向で検討さしていただくということでござい

ましたから、何らかのそういう対応が可能じゃな

いかなというふうに思います。

それと、火葬場等は原則としては補助がつきま

せん。起債がほとんどでございますが、その中で

当面は最小の部分の事業ということに絞り込んで

やろうということでございますので、起債ともち

ろん一般財源も要りますけれども、これで対応を

したいと。あるいは府の貸付金とか、そういうこ

とで対応をしたいというふうに思っております。

それから、墓地の方は計画として入れますが、

これは後で収益還元があるわけですから、いろん

な方法が考えられるというふうに思います。もち

ろん市が直接やる場合、あるいはその他の組織が

やる場合、あるいはＰＦＩでやる場合とか、いろ

んなことが考えられると思いますから、それは今

後研究したいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） もう発言は遠慮さしてい

ただこうと思いましたが、聞いておりますと、岡

田の方の火葬場の御心配をたくさんさしていただ

いて、岡田の議員２人おるんですが、１名はお休

みでございますんで、ぜひひとつ市長、岡田の火

葬場ですね。樽井は樽井の優秀な議員さんがたく

さんいらっしゃいますから、私がとやかく言うこ

とないと思うんですが、村意識的にはなるかと思

いますが、岡田の方も私も再三再四申し上げたと

思うんですけども、７年間もなかなか今の火葬場

ではもたないと思います。そういった意味で、で

きるだけひとつ早急な配慮をしていただきたいな

というふうに思います。

それと、１点だけ教えていただきたいんですが、

この７年後に完成予定だと、こういうことですけ

れども、その場合は岡田の火葬場と樽井の火葬場



は廃止されるんですか。まだそこまで検討されて

ないのかどうか、それだけちょっとお答えいただ

きたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回の火葬場ができますと、

当然１カ所に集約をするということでございます

から、現在の２カ所については廃止をするという

考えでございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） ２００１年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第３号）に反対の立場で討論

をさしていただきたいと思います。

今回のこの予算の特徴は公園墓地の見直しにお

ける予算でございますが、質疑の中でも申し上げ

ましたように、一番早くできても７年と言います

が、状況的に言っては、このことは行政の側も明

確に約束をしておりませんし、それ以上かかるこ

とは明らかであります。

状況も変わりまして、長い文化の中で地域には

地域の火葬場があり、また葬儀場など地域の中で

それなりのコンセンサスを得ながらやっておる。

すべてがすべて賛成というわけではありませんけ

れども、やはり亡くなった方を大事に自分たちの

住んでいる近くで慰めていくといいますか、お祭

りをしていってる文化があります。それがこうい

う遠くのところに火葬場を置き、最終的には斎場、

また墓地ということになりますと、私たちの住ん

でいる周りから遠いところでこういう人たちを置

くといいますか、位置づけることになってしまい

ます。

そういうことで、このまちの文化が本当にこれ

で守れるのだろうかということを考えますと、私

はこの問題を、今回は現実的には見直しの予算で

ございますから、もう一度原点から考える必要が

ある。

もう一方は、財政的な面から、もうほとんど財

政再建団体になるという財政状況の中で、今言っ

たように６０億円を超えるそういう予算を投入す

－２８０－

ることは果たして可能なんだろうかどうか。また、

先ほどから言ったようないろんな財政的なマイナ

ス要因がいっぱいある中で、私はこの問題はあえ

て突き進む必要はない。私はこの問題をもう少し

静かに考えて、果たしてこれからの火葬場のあり

方をどうするべきか。これは本当に行政が絶対に

やらなければならないことであるのかどうか。そ

ういうことをもう一度考える必要があると思いま

す。

今日まで計画がスムーズにできなかったことを

やはりはっきりと認めて、私は見直しをするため

にこの予算を認めるべきではないと、そのように

思います。今回はわずかな予算でありますけれど

も、このことが６０億、１００億円を使うという

ことの出発点になりますので、議会の皆さんの賢

明なる御判断をよろしくお願いし、できますれば、

このことに反対をしていただくことを心からお願

いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第５号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第１６、議員提出議案第７号 泉南

市非核都市平和条例の制定についてを議題といた

します。

本件に関し、提出者を代表して小山広明君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。小山君。

○３番（小山広明君） 泉南市非核都市平和条例の

制定について、皆さんのお手元にお配りをしてお

ります案文を読み上げまして、提案にかえさして

いただきたいと思います。

泉南市非核都市平和条例

（目的）

第１条 この条例は、国際平和を誠実に願い、戦

争と武力を永久に放棄することが明記されてい

る日本国憲法、国の基本政策である「非核三原

則」、武力紛争時における国際法規であるジュ



ネーブ条約追加第一議定書、地方自治体の本旨

に基づいた「泉南市非核都市平和宣言」を根拠

として泉南市民に恒久平和と安全を保障するこ

とを目的とする。

（平和的生存権の保障）

第２条 市および市教育委員会は、地方自治の本

旨に基づいて、その地域住民の平和と安全と福

祉を保障する責任を負い、その権限を持ってい

ることを確認する。

（無防備地域の宣言）

第３条 市および市教育委員会は、戦争の危機に

際しては、「１９４９年８月１２日のジュネー

ブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者

の保護に関する議定書」（ジュネーブ条約追加

議定書）第５９条に定める「無防備地域」であ

ることを宣言する。

（平和事業の施策）

第４条 市および市教育委員会は、平和実現のた

めにつぎの事業をおこなう。

（１）平和意識の普及、宣伝

（２）平和教育の推進

（３）平和に関する記念行事の実施

（４）市民保護を第一とした１９７７年の「１

９４９年８月１２日のジュネーブ諸条約に

追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護

に関する議定書」（ジュネーブ条約追加議

定書）の普及、宣伝

２ 前項の目的を達成するために、市民が企画、

立案に積極的に参加できる委員会を公募によっ

て設置する。

（市と外国諸都市との国際交流）

第５条 市および教育委員会は、市民の平和に関

する積極的な活動に協力し、平和をあいする諸

外国市民との相互交流をはかり、国際平和に寄

与するよう努める。

（平和費の計上）

第６条 市および市教育委員会は、本条例の目的

を達成するために必要な費用を毎年予算計上す

る。

第７条 この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。

附 則

－２８１－

（施行期日等）

１ この条例は公布の日から施行する。

２ この条例の公布後は、すみやかに、翻訳文を

つけて、国際連合事務局、国際連合加盟国及び

ジュネーブ条約追加議定書署名国に送付する。

以上でございます。よろしく御賛同いただきま

すよう、お願いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等ありませんか。 井原君。

○１番（井原正太郎君） ただいまの提案の中で、

泉南市非核都市平和条例、非常に立派な内容とい

うふうに一見伺うんでありますけども、我が国は、

御存じのように憲法第９条、世界に類例を見んよ

うな立派な戦争放棄をうたった憲法を有する国で

あります。そういった意味から、この条例と上位

法との関係、これを提案者はどのように考えてお

られるのかというのが１点であります。

それから、今までの歴史の中から、戦争ほど悲

惨なものはないし、戦争ほど残酷なものはないと

いうふうなことから、戦争の愚かさは今人類がよ

く心得とるというふうに思う反面、世界各国では

いろんなところで、やはりグローバルな世界と言

われながら地域紛争が絶えないというふうな状況

下にあるというふうに認識しております。

そういった中で、ただいま申しましたように、

日本の国のいわゆる安全保障については、近年日

米安保であるとか、あるいはまた日米の新ガイド

ラインであるとか、その関連づけとして後方支援

のあり方であるとか、私どもが有する関西国際空

港の使われ方であるとか、いろんなことで平和と、

そして戦争に関する論議が本議会でも論議されて

まいりました。そういった意味から、提案者の方

の考え方を再度説明いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 井原正太郎議員の方から２

点について質問をいただきました。ありがとうご

ざいました。

１つは、上位法との関係ということであります。

これは条例案の中にも示したわけでありますけれ

ども、私は平和における地方分権の問題だろうと

思います。この国際条約ができましたのは、ベト

ナム戦争中にその議論がなされて、それが成立い



たしたのはベトナム戦争が終わった２年後であり

ます。これは、日本の国は御存じのように署名を

しておらないわけでありますけれども、世界の１

５４の国がこの条例に署名をし、この条例の根拠

がいわゆる条文の中では適当な当局という形であ

らわされておる。つまり、国ではないわけであり

ます。

そういうことで、能力を持った１つの組織とい

いますと、実際的には地方自治体ということにそ

の根拠を置いた国際条約でありますので、上位法

という関係ではなしに、平和の問題については、

地方自治体が市民の命と安全を守るという、そう

いう視点に立って地方自治体に戦争をさせない、

平和に生きたいという権利を与えようという、そ

ういう立場を持った国際条約であります。だから、

上位法が一般的に言われる国の上位法ということ

ではなしに、この国際条約がそういうような適当

な当局という形で、いわゆる地方自治体に根拠を

置いたそういう国際条約であるということが、上

位法の関係ということの関係ではそういう説明に

なるわけであります。

それから、もう１つの問いでありますけれども、

世界には紛争が絶えない、また日米安保などの関

係、新ガイドライン法ができた関係、それから後

方支援とか、関空の軍事的なというのか、防衛的

な使われ方についてこの議会でも論議をされてま

いりまして、我が泉南市の市長も、関西新国際空

港が軍事的に利用されることには絶対に反対であ

るということを明言しておるわけでありますから、

そういう点からいっても、私たち市民の願いとし

ては、いかなる戦争にも巻き込まれたくはないし、

また賛成をしないという立場は、これは国民多く

の合意にあると思います。

それから、新ガイドラインの問題で日米安保の

関係から地方自治体にも、いわゆる日米安保にお

けるアメリカが戦争を行う状態になったときに一

定の協力をするということで協力を求めることが

できるという、そういう新ガイドライン法ができ

ておりますが、そういう場合にでも、何をもって

協力するかしないかという根拠が地方自治体には

ないわけでありますから、そういう点でこの条例

の可決を見ますれば、泉南市長としては市民を守

－２８２－

るために、国際条約であるジュネーブ条約追加第

一議定書というこの地方自治体に根拠を置いた、

戦争をさせない、いかなる戦争にも反対するとい

う、そういう立場に根拠を置いた平和条例がここ

にできますと、市長は自信を持っていかなる戦争

にも協力しないという立場が貫けるのではないか。

そういうことで、私はこの条例の成立というの

は大変意味がある問題だと思っております。

そういうことで、戦争するのは国家、国であり

ます。しかし、いかなる戦争においても犠牲にな

るのは、最近の統計からいっても多くの市民であ

る。敵味方関係なしに、多くの市民が戦争の犠牲

に遭うということが統計の中でも明らかになって

おります。

例えば、第一次世界大戦では５％しか一般民衆

が犠牲になりませんでした。しかし、第二次世界

大戦では４８％、また朝鮮戦争では８４％……

（発言する者あり）もうすぐ終わりますから。ベ

トナム戦争では９５％もの普通の市民が犠牲に遭

った。（井原正太郎君「小山さん、そこまで聞い

てない」と呼ぶ）こういうところに国際条約がで

きたという背景があるということも申し添えまし

て、ひとつ御賛同いただければ、よろしくお願い

したいと思いますし、質問者の井原正太郎さんに

はぜひ納得をしていただいて、賛同していただく

ことをよろしくお願いを申し上げます。

ありがとうございました。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

井原君。

○１番（井原正太郎君） 私の質問に対して非常に

美しい答弁いただいたんですが、平和の地方分権

というふうな観点で話もありました。私は、現実

問題として、一地方自治体が今言いましたように、

憲法を超えての主体ができるのかどうかというふ

うな疑問をこの条例の中には感じるわけでありま

す。

それから、先ほど後方支援等の具体的な行為が

もし出た場合に、この無防備地域の宣言第３条で

ありますけども、戦争の危機に際してはいわゆる

無防備地域であることの宣言ができるというふう

な条文になっております。このときに、戦争の危

険に際してはというふうなものは、一体何を意味



するのかと。非常に抽象的なところであります。

ほかの条文に関しては非常に美しいし、本来だれ

もが平和を願うわけでありますけども、今東アジ

アにあっては、世界でも有数の危険地域と言われ

ております。１つは韓半島を見てもそうでありま

す。北朝鮮を見てもそうであります。また、台湾

海域を見ても非常に緊張の多い地域であります。

そういった中で、日本の国民がいかにみずから

の国土と、また生命、財産を守るかということは、

非常に切実な問題になってくると思うんですけど

も、この条例はそういった意味では非常に美しい

んですが、かなり現実離れした、そういうふうな

感じがいたします。

そして、もう１点聞きたいのが、この日本の国

の中でこのような条例を制定しておる地方がある

のかどうか、ここら辺も確認したいと思います。

簡単にな。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 本当に簡単に、皆さんに飽

き飽きされんように要領よくやりたいと思います

が、１つ今再質問いただきましたのは、この条例

が憲法を超えて行われるのではないかという、そ

ういう意味だと思うんですね。それから、後方支

援の問題で、後方支援という問題が出たときにそ

れはどうなるのかということで、この今提案して

おります条例がどういう意味を持ってくるのかと

いうことと私は受け取りました。それから、美し

くて現実離れしているのではないかという、それ

からこの日本の周辺ではそういう紛争の状況があ

るんじゃないかと、こういう御質問だったと思う

んですね。そういう質問だったと思って答えるん

ですよね。

先ほども言いましたように、これは国際条約と

いうことで、いわゆる適当な当局という形で、そ

のベースを地方自治体に置いてると、こういうこ

とで、私は憲法とのそごはないと思いますし、憲

法でも武力を持たない、それから軍隊を持たない

ということは明記してありますから、それはある

意味で無防備宣言なんですね、世界に向かった。

憲法そのものが無防備宣言の意味を持ってると思

います。そういうことが１つあります。

それから、後方支援と言いますけども、やっぱ

－２８３－

り戦争になれば一番弱いところをたたいてくるわ

けですから、明確にこれは具体的な戦争になれば、

後方も前方もないわけですから、そういう点では、

いかなる戦争もさせないというところにこの意味

がある。

もう１つは、これはある意味で市長が何回も言

われる戦争法なんですね。戦争があることを前提

にしてやっとるから問題だという議論が１つある

んですよ。しかし、あなたも言われたように、我

々の周りには危険性がいっぱいあって、戦争がい

つ起きるかわからないときに、いかに戦争をさせ

ないかということに視点を立てた国際条約なんで

すね。

だから、小泉総理も 私は靖国に行くことに

反対ですけども、靖国になぜ行くかといったら、

二度と戦争をしないんだということを誓いに行く

というようなことを明言しておるように、我々は

もう戦争にいいも悪いもないんですよね。戦争を

やらしてはいけない。私たちは、国が間違うこと

もあります。そのときに市町村がこういう条例を

つくっとれば、堂々と戦争をするなということを

言えるという、そういう根拠として私は有効性を

持つと、そのように思いますので、こういうもの

がなくても個人で戦争に反対する人は、戦争が起

これば何ぼでも出てきます。

そのときに、地方自治体がこういう条例を持っ

ておるということは、どれだけ大きな力になるか

わからない。そういうことで、大変意味があると

思っておりますので、納得していただけるかどう

かわかりませんが、ぜひ御理解をいただきたいと

思います。

あ、ごめんなさい、答弁漏れがございました。

日本でこういう条例が成立しとるところがあるの

かどうかですね。これはありません。

ただ、１９８５年に天理市で住民の直接請求で

提出されて否決されたことがあります。それから、

小平市で、これは提案されましたが、それは取り

下げたということがあります。それから、東京都

でもこのジュネーブ条約に根拠を置いた平和条例

が提案されましたが、否決されたということで、

議会に提案された回数は２回、提案されたけども

取り下げたのが１回、それで泉南市が４回目にな



りますね。もし、これが成立すれば、世界で初め

ての条例になります。そのこともぜひお酌み取り

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

〔井原正太郎君「大変親切な答弁、ありがとう

ございました」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件に対しては起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立少数であります。よ

って議員提出議案第７号は、否決されました。

１５分まで休憩いたします。

午後９時 ６分 休憩

午後９時１７分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第１７、議員提出議案第８号 介護

保険料の全額徴収を凍結し、保険料・利用料の減

免を求める意見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して和気 豊君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気君。

○１９番（和気 豊君） 介護保険料の全額徴収を

凍結し、保険料・利用料の減免を求める意見書に

ついて案文を朗読し、提案にかえさしていただき

ます。

介護保険制度が発足して一年余りが経過し、こ

の間、制度をめぐって全国各地で様々なトラブル

や苦情が続出した。とりわけ低所得者にとっては、

介護保険料や利用料の負担が大きな重圧となって

いる。大阪府でも介護サービスの在宅利用は７割

程度といわれている。介護保険料を支払った上に、

サービスを利用するごとに費用を負担することは

－２８４－

高齢者にとっては大きな重荷になっており、介護

保険制度が真に高齢者の老後の安心に役立ってい

るとはいえない。日本銀行が昨年１２月発表した

「生活意識アンケート調査」結果によっても、現

行の介護保険制度に老後を託すことはできないと

７４％の人が不安を感じている。

全国では利用料減免制度を独自につくった自治

体が２割にのぼり、保険料の軽減措置も広がって

いる。これは市町村が高齢者へのこれ以上の負担

は不可能と考えており、国が責任を持って制度の

抜本的な改善をしてほしいと願っていることの現

れである。

よって、政府に対し、下記の通り制度の抜本的

見直しを行うよう強く要望する。

記

１．１０月１日から介護保険料を全額徴収する

ことは凍結すること。

２．低所得者の負担軽減を含め、国民が合意で

きる保険料・利用料のあり方について抜本的

に検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１３年６月２９日

泉南市議会

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等ありませんか。 質疑なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立少数であります。よ

って議員提出議案第８号は、否決されました。



次に、日程第１８、議員提出議案第９号 永住

外国人への地方参政権付与を求める意見書につい

てを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して成田政彦君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。成田君。

○１８番（成田政彦君） 永住外国人への地方参政

権付与を求める意見書（案）、案文を朗読して提

案にかえたいと思います。

現在、我が国には６０万人をこえる永住外国人

がいるが、これらの人々は、日々の生活を通じて

地方政治と密接な関係をもち、日本国民と同じよ

うに、地方自治体に対して多くの要求や意見をも

っている。

地方政治は、本来、すべての住民の要求に応え、

奉仕し、住民参加によってすすめられなければな

らない。外国籍であっても、我が国の地方自治体

で住民として生活し、納税をはじめとする一定の

義務を負っている人びとが住民自治の担い手とな

ることは、憲法の保障する地方自治の根本精神と

も合致する。最高裁も永住外国人に地方参政権を

保障することは「憲法上禁止されているものでは

ない」と判決を下している。（９５年２月）。

よって政府は、希望する全ての永住外国人に対

し速やかに、法の定めにより都道府県および市区

町村の首長・議会議員についての選挙権および被

選挙権を付与するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１３年６月２９日

泉南市議会

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等ありませんか。 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 提案者に質問をいたした

いと思います。ただいま上程されました意見書で

ありますが、何点かお尋ねいたしたいと思います。

外国籍であっても我が国の自治体で住民として

生活し、納税を初めとする一定の義務を負ってい

る人々が自治の担い手となることはということで

まず１点ありますが、日本国籍を有する日本人が

外国に在住している場合、参政権を得ているのか

どうか。まず、その状況、実態があるのかどうか。

あればお示しを願いたいと思います。

－２８５－

２点目、また外国人とはすべての全世界の国民

が日本に定住している部分ということで、思考し

ていいのか。あるいは、提案者として一定の国と

いう、数カ国ということの想定のもとに出された

ものかどうか。

３点目、納税の義務を負っているから参政権を

保障すべきだというふうな表現でありますけれど

も、私たち日本人が外国で定住し、あるいは観光

等で行くことにおいて、当然納税の義務を負って

ますけども、参政権まで付与されてるということ

はあるんかどうか。そういう参政権が得られてい

るという実態があれば、お示しをいただきたい。

４点目として、同民族でむしろこの趣旨と反対

の要望、いわゆる民族のアイデンティティーを求

めて反対されているという点が一切加味されてい

ないと、そういった点は御承知かどうか。

確かに、憲法上禁止されているものでないと、

参政権についてはということで判決を下している

と。１９９５年、これは正確にはたしか２月の２

８日の最高裁小法廷において判決されたものかと

の思考を前提で話しますが、これは決して直ちに

参政権を認めたというべき判決ではないいうふう

に思われます。そういった意味では、その点につ

いてもどのようなお考えがあるのか、お示し願い

たい。

現実には、憲法上禁止されているものでない、

であって、決して参政権云々について付与すると

いうことではあり得ないということで出されたも

のと解するが、どうかということであります。特

に、そういった意味では、現在国内において国会

あるいは国において、そういった在日定住外国人

に対する日本国籍取得、参政権の道をできるだけ

たやすくできるようにということで論議されてい

るところでありますが、そういった論議されてる

最中に、このことは果たしていいのかどうかとい

うことを含めて御答弁いただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） まず最初に、永住して、

そして納税をしてる外国人に対して選挙権を与え

るということについて、地方自治体のそういう選

挙権を与える問題ですが、憲法上禁止されてない



というのは、基本的には憲法第３０条、納税の義

務、それから憲法８章９３条、議会議員選挙につ

いて、これは納税しとる人は当然参政権はできる

という、こういう憲法の定めがあります。このこ

とを最高裁は憲法上禁止されているものでないと

いうことを答えとります。と私は思います。

それから、１の日本国籍を持って外国でも投票

権があるのかというのは、私世界１６５カ国の国

を調べたわけではないんで、そのことは正確に把

握いたしておりません。ただ、南米の幾つかの国

で、確かでないけど、そういうことがあることは

新聞報道で聞いとるんで、外国のことについては、

私はそのことは確かに把握いたしておりません。

２番目は何でしたかな。２番目は……（巴里英

一君「答えられるとこを先に答えてください」と

呼ぶ）

民族のアイデンティティー、これは私、同じ朝

鮮民族で北と南に分かれとるんですけど、同じ朝

鮮民族でそれを要求しない、そういうことは民族

の自決権に沿って、私どもはそれは一切強制する

ことはできません。その民族が要求することにつ

いて、そういうことを受けるかどうかという、選

挙権を日本に求めるという要求に対して、その民

族がもし要求しなかったら、それは我々がその民

族の自決権に沿って、そらもうその人たちが要求

しとること、私どもが要求もしてないのに押しつ

けることは私はできないと思います。基本的には

永住外国人の地方参政権を私たちは認めるべきだ

ろうと私は思ってます。

それから、あと２、３をちょっと教えてほしい

んですけど。外国のことをたしか聞かれたんです

ね。外国の数カ国の……。僕、日本の国内……

（巴里英一君「どこを想定しているのか。すべて

か数カ国か。全世界か、限定しているのか。すべ

ての外国か」と呼ぶ）６０万人を超える永住外国

人ですわね。だから、別に朝鮮人であろうが、そ

れからアルゼンチン人であろうが、ブラジル人で

あろうが、そういう義務を持ってる。それはすべ

てそういうふうには ここに書かれておるのは、

６０万を超える、ここに書かれておるとおりであ

ります。平等であります、それは。差別ありませ

ん。（巴里英一君「差別は一切ない」と呼ぶ）あ

－２８６－

りません。すべての民族であります。だから、憲

法のこの保障してる納税義務と、それから地方自

治の書かれたとおりを私どもは保障すべきではな

いかと思ってます。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） ちょっとわかりにくいん

やけどな、答弁者。私、小法廷の最高裁判決のあ

るんですよ。持ってます。取り寄せました。あな

たがおっしゃってるような形ではないんですね。

憲法前文及び１条の規定に照らせば、憲法の国民

主権の原理における国民とは、日本国民すなわち

我が国の国籍を有する者を意味することは明らか

である。そうとするならばというふうに続いてい

くわけですけども、最終的には論旨はわかると。

しかし、採用することはできないという判決でし

ょう。そういうふうに書いてあるからしゃあない。

だから、このおっしゃってることとは若干違いが

ありますよということを言うてるんですよね。

これは法律的には９３条２項とか１５条１項と

か、あるいはたくさんあるんですね。ちょっと読

んでたら切りないんで、これは慎みます。ちなみ

に、すべての国なのかということに対して、あな

たは６０万在住外国人に対してですか、すべての

国だという理解をしていいのかと言ったら、そう

いう理解だということで、これはそうであろうと

思います。そうだと思います。でなきゃおかしい

んで。

現実には、参政権を与えている国というのはこ

こにありますけども、ＥＵと言われてますが、ヨ

ーロッパ中心に宗主国と言われているイギリスが、

連邦として認められている例えばオーストラリア

とかアイルランドとか、そういう国民には参政権

を与えてます。それ以外与えてるとこというたら、

自分ところ以外は選挙権を与えてないんですね、

アメリカにしろ日本にしろ当然のことですが。そ

れも地方レベルにおいて与えてると。ただ１つ、

ニュージーランドにおいては、国政レベルの選挙

権を与えてる。被選挙権はないんですね。これは

ニュージーランドで被選挙権は英連邦国民のみと

いうふうに規定、限定されてるという、それ以外

どこもないんですよ。



これは本来、こういう政策というものは、私は

互助の関係やと思うんですよ、相互的な関係。お

互いに国家同士が、例えば韓国と日本、あるいは

台湾と日本、中国と日本、それがお互いに在住日

本人あるいは在住中国人、こういった形でビザの

関係と同じで、パスポートと一緒で、ノービザで

行けるとこ、そういうところの互助の関係での参

政権やというふうに僕は理解をすべきだというふ

うに思ってます。

こちらだけ与えて向こうが私たちの例えばアメ

リカ在住の人に与えてないというたら、アメリカ

国民にならない限り与えられないわけですから、

宣誓して。それで与えないということになって、

それが問題だということにはなってないんですね。

日本だけですよ。どっかの政党なりどっかのとこ

ろが、それなりの自分たちにとってよしとするた

めに言われてる部分というのは、なきにしもあら

ずかなというふうに私は思います。日本人も台湾

に行き、韓国に住めば、日本国籍を持っとっても、

これは選挙権を与えられるんやったら、私たちは

当然これを与えるという形になるというふうに思

います。例えばザンビア、コンゴとか、そこも与

えますのかということになってきたら、なかなか

向こうは与えてくれない。

そういうことになろうかなというふうに思うん

ですが、そこのところは余り詳しく説明するとち

ょっと時間がたちますので、改めて先ほどあなた

は１点目の実態についてはわからないということ

なんで、今説明さしていただきました。すべての

国民ということも了解できました。

しかし、納税の義務を負ってる私たちがアメリ

カへ行って、アメリカで物を買って在住してもな

いということも御承知ですよね。御承知ですね。

あなた、向こうで参政権ないですよね、行っても。

稲留さんがブラジルへよく行ってはりますが、余

計なことやけど、参政権持ってません。そういう

ことでしょう。

民族統一ということで、ドイツはそうなんです

が、北朝鮮と韓国はやっぱり統一を目指してます。

それを片側だけ認めるんだ、こちらは認めないん

だということになることはないんですね。にもか

かわらず、そうでしょう。なら、その民族同士が

－２８７－

アイデンティティー持ちながら、それは反対だと

言うてる民族が、分断された民族がある限り、そ

れを認めるんだとか認めないんじゃなしに、向こ

う側が、彼らが反対だと言うてるんですよ、片一

方が。そのことを御承知ですよね。

知ってながらこのことを出してるということは、

それはアイデンティティーというものを踏みにじ

るんじゃないですか。何でも参政権与えればいい

んじゃなしに、日本が参政権を与えるために条件

整備をしようという段階において、このことがな

されてるということを御承知なのかどうか、お答

えいただきます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 巴里議員は非常に勉強さ

れて、確かにその巴里議員のおっしゃっとること

は私も大変よく理解できます。参政権を与えるか

どうかというのは、日本以外の国の国民が決める

ことであって、私は日本人がアルゼンチンに行っ

て、永住外国人であったから参政権を与えるとい

うことは、結果的には向こうの人たちが決めるこ

とであって、私どもは干渉をすることはできませ

ん。だから、私は日本として６０万を超える永住

外国人にこういうのを与えるべきであるという、

そういう考えであります。もうそれ以上説明する

ことは、日本人として主体的な意見として私は与

えるべきだと思っています。

それから、さっき言われた民族のアイデンティ

ティー、それは当然であります。私は本来北であ

ろうが南であろうが、永住した外国人同胞にその

参政権を与えるべき意見だけど、しかし要らない

ということに対して、それは押しつけもできない

し、私はそう思います。基本的には私はそういう

考えであります。

どうもありがとうございました。

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） そうでありますというの

はあなたの主観であって、民族同士が相はむよう

なことを我々がいかに地方議会といえども、その

ことがいいのかどうかという判断をしなきゃなら

ないということを私言うてるんですよ。泉南市内

に住んどっても、そのことに対して反対する側と

賛成する側の同じ民族がおるんです。そういう分



断さすような形であってはならないですよと言っ

てるんです。

ちなみに、データを見ると、昭和５４年に非常

に難しいと言われておった帰化者が４，７００人か

ら始まって、現在では１万人を超してるんです、

年間。１０万人を超す人々が既に日本国籍を有し

て参政権を持ってますよ。それで、現実的に世帯

数で見たら、結婚世帯数が当初は夫婦とも在日韓

国朝鮮人の方々が６４．７％あったのが、平成６年

で１７．５％に減少してるんです。それは一方逆に

言うたら、夫婦のどちらかが日本人であるという

場合が、当初の先ほどの昭和でいえば４０年代に

２，０００人ちょっと、現在では７，５００を超えて

る。こういった意味では、まさに国際化という意

味では国際化されてきてるんです。

そういった意味の国際化のあるべき姿というの

は、一定我々日本人がみずから考えていくべき時

代に来てるんと違うかなということで、アイデン

ティティーまで我々が突っ込んで、このことはい

いのかどうかということではなしに、国会におけ

る、あるいは政府における参政権のあり方を論議

さすべきものとして、我々提案されるということ

に対しては、私は構わないと思いますけども。現

況では……（小山広明君「５５条」と呼ぶ）何や

小山君。議案違いますからね、市の。議員提出、

意見書ですからね。どこか違反してますか。ちょ

っと小山君、悪いけども、手挙げて一遍言うて。

（角谷英男君「巴里さん、続けてよ、もう。ほか

の話ばっかりしてるのはほっといたらよろしいね

ん」と呼ぶ）そうですか。再度そういった意味で

の確認答弁を願います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 永住外国人に参政権を与

える問題について、私は民族の問題について口を

挟む意思は全くありません。それはその人たちが

参政権を仮に決めたとしても、その人たちの自分

の自由意思でそれは当然決めるべき問題であって、

自分でその参政権で投票を行使しないという人た

ちに対して、私どもはそれは干渉することはでき

ません。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

－２８８－

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第９号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立少数であります。よ

って議員提出議案第９号は、否決されました。

次に、日程第１９、議員提出議案第１０号 不

良債権の早期最終処理は優先させないことを求め

る意見書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して大森和夫君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森君。

○４番（大森和夫君） 議員提出議案第１０号、不

良債権の早期最終処理は優先させないことを求め

る意見書について、案文の朗読で提案にかえます。

「不良債権の早期最終処理」は優先

させないことを求める意見書（案）

政府は「構造改革なくして景気回復なし」とい

って、「不良債権の早期最終処理」を最優先課題

としてあげているが、不良債権が景気を悪くして

いるのではなく、景気が悪いから不良債権が増え

ているのである。

今日、不良債権の大多数は、バブル時代の乱脈

融資が原因ではなく、まじめに働いているが、景

気の後退によって売り上げが減り、計画的な返済

が困難になっている中小企業のものである。

いま必要なことは実体経済を回復させて、その

主力である家計消費を暖めることを最優先してこ

そ、経営困難に陥っている中小企業の売り上げも

回復し、不良債権を減少させる道が開かれるもの

である。にもかかわらず２年ないし３年という短

期間に、一気に不良債権の最終処理、すなわち融

資を打ち切り、資金を回収するようなことをすれ

ば、大倒産と大失業を招くことは明らかである。



ニッセイ基礎研究所などの試算でも新たに失業

者が１００万人から１３０万人増え、６兆８千億

円の雇用者所得の減少が生まれる。

これでは、今日の経済危機をいっそうに深刻に

し、景気をますます悪化させるのは明らかである。

よって政府は、「不良債権の早期最終処理」を

優先させないことを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１３年６月２９日

泉南市議会

議員各位におかれましては、御賛同をよろしく

お願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等ありませんか。 質疑なし

と認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１０号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立少数であります。よ

って議員提出議案第１０号は、否決されました。

次に、日程第２０、議員提出議案第１１号 地

方交付税の削減反対等に対する意見書についてを

議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して松本雪美君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本君。

○１１番（松本雪美君） 議員提出議案第１１号、

地方交付税の削減反対等に対する意見書について、

案文を朗読して提案にかえます。

地方交付税の削減反対等に関する意見書（案）

最近の国会論議において、来年度の政府予算編

成をめぐって政府側から地方交付税の削減や制度

－２８９－

見直しが表明されている。また、５月３１日に示

された経済財政諮問会議の「今後の経済財政運営

及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（原

案）においては、地方財政にかかる「財源保障を

縮小」することとともに、「年限を限った市町村

の再編」とあわせて「段階補正（団体規模に応じ

た交付税の配分の割り増し）の縮小」が示されて

いる。

しかしながら、地方財政の現状は、景気の低迷

にともなう税収の慢性的な落ち込み、国の経済対

策に伴う公債費負担の増加など、非常に厳しいな

かにある。こうした状況において、地方交付税総

額の削減ありきの対応がとられるならば、公共サ

ービスの維持に著しい困難がもちこまれかねない。

そもそも、地方交付税は、地方公共団体の税源

の不均衡を調整し、どの地域においても一定のサ

ービスを提供できるよう財源を保障するための地

方共有の固有財源であり、地方自治の本旨の実現

に資するとともに、地方公共団体の独立性を強化

するものである。現にその多くは、国の法及び制

度による義務的な歳出に要する財源の保障に充て

られている。いわんや、地方交付税の削減や段階

補正の縮小などの一方的な財政措置によって、市

町村合併へと誘導しようとすることは、本末転倒

であり、地方自治の本旨をそこなうものである。

よって、政府に対し、下記の事項を強く要請す

る。

記

１ 地方交付税総額の削減ありきの予算編成は行

わないこと。

２ 政府の経済対策の多くを地方単独の公共事業

に求め、その財源を地方債の発行とその償還の

ための地方交付税措置に担わせる従来の方法を

改め、公共サービス充実のために十分な基準財

政需要額の算定をおこなうよう見直すこと。

３ 「段階補正の縮小」など、小規模な市町村に

不利になるような一方的な財政措置や交付税算

定は行わないこと。

４ 地方交付税制度のあり方の検討にあたっては、

国から地方への税源移譲と一体で議論すること。

その際、地方税の充実は、「地方消費税の拡大」

など新たな住民負担となる方法は避けること。



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１３年６月２９日

泉南市議会

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等はありませんか。 質疑な

しと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１１号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立少数であります。よ

って議員提出議案第１１号は、否決されました。

次に、日程第２１、議員提出議案第１２号 抜

本的な地球温暖化防止政策の推進と京都議定書の

早期批准・発効を求める意見書についてを議題と

いたします。

本件に関し、提出者を代表して小山広明君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。小山君。

○３番（小山広明君） それでは、今議長から言わ

れました意見書について、案文を読み上げまして

提案にかえさしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

抜本的な地球温暖化防止政策の推進と京都議

定書の早期批准・発効を求める意見書（案）

昨年１１月、オランダのハーグで開催された温

暖化防止のための気候変動枠組条約第６回締約国

会議（ＣＯＰ６）では、京都議定書の具体的なル

ールについての交渉が行われたが、残念ながら合

意に至ることができなかった。

さらに本年３月、米国のブッシュ政権が京都議

定書の国際交渉の枠組みからの「離脱」を表明し、

京都議定書を無効とする発言を繰り返しているこ

－２９０－

とは、地球温暖化を防止する国際的な取り組みを

危うくするものであり、極めて遺憾である。

一方気候変動はこれまでの予想を超える速度で

進行しており、地球規模で温室効果ガスの削減の

対策をとり、将来世代の安全を確保することは、

私たちの現在世代の責務である。合意が遅れれば、

対策も遅れてしまい、その間にも温暖化が進行し

てしまう。

日本は京都議定書を採択したＣＯＰ３（京都会

議）の議長国として、国際交渉の場でリーダーシ

ップの発揮を期待される特別な立場にあるととも

に、国内の温室効果ガス排出削減を進め京都議定

書の義務を果たさなければならない。しかし日本

における削減は進んでおらず、１９９０年以降二

酸化炭素は約１０％も増加しており、国内におけ

る温暖化対策の強化が求められている。

政府が進めている森林等の吸収や国際間の排出

量取引などの対策は、抜本的な削減とはなりえな

い。地球温暖化対策推進大綱について、内閣総理

大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部を早

急に開催して見直しに着手すべきである。

さらに、現在改定のため審議中の長期エネルギ

ー需給見通しにおいて６％削減を可能にするエネ

ルギー政策を構築することが必要である。また、

環境負荷が小さい自然エネルギー（風力、太陽光

・熱、バイオマス、小水力など）の普及を促進す

るための法制度の確立が求められる。

一方、日本が京都会議の議長国として京都議定

書発効に向けた国際的なリーダーシップを発揮す

るためには、日本が率先して京都議定書に批准す

ることが重要である。

よって泉南市議会は国会及び政府に対し、国内

の地球温暖化防止政策を強力に進め、７月のＣＯ

Ｐ６再開会合に際し吸収源等について柔軟な交渉

姿勢を持って臨み、同再開会合において京都議定

書のルールの合意をはかり、４月の衆参両院の決

議に基づき日本が早期に率先して批准することで、

京都議定書の２００２年発効を実現するよう強く

求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１３年６月２９日



泉南市議会

以上、よろしく御賛同をお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等はありませんか。 質疑な

しと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議員提出議案第１２号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議員提出議案第１２号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第２２、議員提出議案第１３号 同

和行政終結宣言についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して和気 豊君から

提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気君。

○１９番（和気 豊君） いよいよ最後のトリを承

りました和気 豊でございます。同和行政終結宣

言案文を朗読し、提案にかえさしていただきます。

同和行政終結宣言（案）

部落差別は、封建的身分差別の残りものであり、

部落問題の解決とは旧身分のいかんを問わず、す

べての人間の平等・同権を確立し、部落内外の住

民が社会生活においてわだかまりなく人間として

連帯を広げ、差別を受け入れない圧倒的な社会的

世論をきずくことである。

１９９７年の３月末で国の「地対財特法」が終

了し、同和事業の終結はいまや全国的な流れとな

っている。

本市における同和行政は国の「同和対策特別措

置法」に先がけて進められ、すでに３５年におよ

ぶ同和対策事業によって、一般地域との格差が大

きく解消し社会的交流も進展している。

－２９１－

しかし、不公正な同和事業やゆがんだ同和教育

・啓発は新たな差別をつくり出すものとなり、部

落問題の解決を阻む要因となっている。

今必要なことは、「同和地区」指定という行政

上の垣根をとりはらい、市民の自由な社会的交流

と連帯を促進することによって、真の部落問題解

決への明るい展望を切り開くことである。

よって、本市議会はここに同和行政を終結する

ことを宣言する。

平成１３年６月２９日

泉南市議会

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの提出者の説明

に対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 毎回こう出されていらっし

ゃるんですが、最後の方にも真の部落問題解決の

明るい展望というときに、被差別部落の人たちの

民主主義的な合意ということを抜きに、被差別部

落地域でない方 私はそこに足場を置いとるよ

うに思うんですが、数の上ではですね。そういう

ことが果たしていいんだろうか。だから、私はや

はり和気さんが民主主義を大事にするという視点

からいえば、その対象である差別を長い間受けて

きた方々の中で合意形成をして、そしてもう同和

施策が要らないということがあなた方も認める民

主主義の中でされて出してくるんであればそれで

いいですけども、そういう努力がされておると思

いますが、それが結果的にどう実現されておるの

かですね。

やっぱりそこをお聞きをしたいと思いますし、

一番初めにあります部落内外のというように書い

てあるんですが、和気さんも認めるように、長い

間差別の中で苦しんでこられた、そういう歴史を

持っておる人たちがおるわけですが、そういうと

きに部落差別を受けない方の方から内外の垣根を

取り払おうといっても、現実にはその壁をつくっ

てきたのは、被差別部落の人たちではないわけで

しょう、壁をもともとつくってきたのは。それを

壁を取り払おうと言うのを、なぜ被差別部落の人

たちの中で合意形成をせずに一方的に主張される

のか、その辺をお答えいただきたい。

もう１つは、同和地域指定というのは、勝手に



行政がしたわけではなしに、それはできるもので

もないですね。また、現実に日本の中で被差別部

落の地域が、そういう指定というものができない

ために、同和施策がなされないところがいっぱい

あるというのも、和気さんも御存じだと思うんで

すね。

そういう場合に、同和施策をする場合には、そ

の指定地域を決めないかんわけですから、それは

外から一方的にここは同和地域ですよと言えない

のは当然ですね。それは被差別部落の人たちが、

まだ差別が解消されてないときに、ここは同和地

域だということを名乗るということは、どれだけ

大変なことか、それは和気さんも想像つくと思う

んですね。そういうことを名乗る中で、国の責任

として同和施策を行い、地方自治体には財政的な

負担を与えない中で、国家の責任としてやってき

たこの同和施策の流れを取り払えというのを、そ

ういう当事者の中の合意形成を抜きにやってもい

いんだろうかということは、ずっと私は疑問にあ

るのですが、その辺はどのように考えてこれを出

されたのか、答弁していただきたい。

それから、あなた方は基本的には国家というん

か、日本国政府を批判している立場を持ってると

思うんですが、このことだけは何か一緒になって、

政府が認めたからということを大上段に掲げてく

るんですが、やはり差別問題は別に部落問題だけ

じゃなしに、女性差別とかいろんなもんと関連し

とるわけですね。そういう人間の差別心というこ

とがまだ払拭されてないというのは、あなた方も

よく知ってると思うんですが、そういう日本政府

が持ってる責任ということを厳しく批判しながら、

こういう面については一体になって、部落施策は

もう終わったんだということを声高に叫ぶ、この

姿勢というのはどうしても理解ができないと思い

ます。こういう選挙の時代ですから、数の上から

いったら被差別部落の人たちは圧倒的に少ないわ

けですね。

そういう点で、私はそういう部落差別を受けな

い人たちの中にこういう主張をどんどんすれば、

何かある意味で勇気のある政党だみたいなことに

なって、何か違う方向に機能しとるように私は思

えて、やっぱり今でも圧倒的に数の少ない被差別

－２９２－

部落の人たちが、この主張によってどれだけ心を

痛めとるかということに思いをはせられないのか

なということをいつも気になって、この議案が出

るたびに心を痛めておりますが、そういう点にお

答えをいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私の提案の趣旨は、今読

み上げたとおりでございます。それ以外に特別な

意図とか何か勘ぐって私の意思ではないかという

ふうに言われたんですが、それはちょっとどうか

というふうに思いますよ。あくまでも提案した趣

旨以外のことは、私は一言も言っておらないわけ

ですから、前の小山さんの質問に対しても、それ

に沿ってきっちりとお答えしておりますから、変

な勘ぐりはしないでほしいと。そのことだけまず

最初に申し上げて、小山さんの質問に答えていき

たいというふうに思います。

１つは、地域の人たちの意識の反映ですが、こ

れは実態調査を国も２回やっておりますし、大阪

府もやっている。泉南市も２回やっておりまして、

いわゆる地域のこの同和対策事業の１つの成果、

これがきっちりとあらわれた調査の結果、これを

踏まえて国も９７年度をもってこの事業を終結す

ると。残事業もこの平成１３年、２００１年をも

って終結をする。

そしてなお、１月２６日付をもって、総務省大

臣官房地域改善対策室、これがもうこれ以上の同

和行政は進めるべきではないということで、いわ

ゆる特別対策は本来時限的なものと、これまでの

膨大な事業の実施によって同和地区を取り巻く状

況は大きく変化、特別対策をなお続けていくこと

は差別解消に必ずしも有効ではない。人口移動が

激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象

を限定した施策を続けることは、実務上困難だ、

混在化は進んでいるという実態調査の事実を踏ま

えて、こういう結論を出しているわけであります。

実態調査に基づく現実、そして住民の意識を踏ま

えたこういう一定の見解、これを私は国の施策で

あろうとも、国の意見であろうとも了としたい、

こういうふうに思います。

それから、内外の交流を図っていこうと、こう

いうのはこれは当然のことであり、１つの地域か



ら抜け出ないような狭い地域での生活ではなくて、

本当に民主的な地域社会をつくることによって、

地域内外の交流を促進さしていこうと、これは泉

南市でも同和行政の１つの課題と、こういうこと

で挙げておられます。私も幅広い地域内外の交流、

わだかまりなくお互いに交流し合える、意見開陳

をし合えるような、そういう民主的な地域社会づ

くりは大いに賛成でありますし、（巴里英一君

「うそ言われへんで。それを利用しておまえら伸

びてきたんやないか」と呼ぶ）……後でよろしく

お願いします。

それから、もう１つは、地域指定の問題であり

ます。これは行政が同和施策をやる上で、当然運

動やその地域の住民の意見に基づきながら、しか

し最終的には市が決定をしています。市の決定文

書、地図等もこの議会で披瀝されたことは、小山

さんも御存じのとおりでございます。あくまでも

地域指定というのは、行政がその施策を進めるた

めに設定をしたものである。これは間違いのない

事実でありますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、最後に言った地域

の指定は、運動体や地域の人たちの申し出によっ

て市の決定で策定した、決定したと。だから、と

る場合には、少なくともその運動体や地域の人た

ちの合意形成を得てとるというのが僕は本筋じゃ

ないかということを言っとるんですよ。このこと

に初めて これは僕は林さんのときにもずっと

質問したんですが、このようにはっきり地域の人

たちの申し出によって行政で決定したというのは、

初めて答弁を受けた記憶が私はあるんですね。そ

うであれば、それをとる場合にも、それはそうい

う人たちの合意形成をするべきじゃないでしょう

か。

内外と言ったけど、例えばどつかれた側がいつ

までもそのことを覚えとると。そんなもんいつま

でも覚えとるのはおかしいやないか、もう終わっ

たことやないかと何ぼ殴った側が言うたって、わ

だかまりは、そちらからわかったと、もうそれは

こだわらんよというのは、殴られた方が言わない
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限りはそれはとれないですよ。あんたは被害妄想

やとか、いつまでも思い過ぎやと何ぼ言うたって、

言えば言うほどそらその人の心は開かれませんよ。

だから、内外というときに、壁をつくった側が

つくられた側からもういいですよというまで待つ、

そういう忍耐というんか、そういう寛容の精神が

ない限り、もうなくなったんだ、もうなくなった

んだというて、つくった側からそれを言うという

のは、私はそれはできないでしょう。だから、い

つもこの内外、内外と言っとるけども、そういう

差別を受けてきた側がそのことにこだわるという

のは、もともとその壁をつくったのは差別を受け

た側じゃないわけでしょう。そういうことにちゃ

んと答えてもらいたい。

だから、答弁はいいですけどね、今の答弁を聞

いて私はとても納得できないし、このことを一番

納得できないのは、やっぱり地域の人たちだと思

いますよ。このことだけは強く言って、もう答弁

はいいですけどね、これで意見だけ言っときます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 今の質疑でもおわかりのよ

うに、やはり私の質問にはきちっと答えてないと

いうことを私は強く感じました。こういう中で、

こういうものを何回となく出してくる意味は全く

わかりません。まず、このことを主張し、合意を

得るのは、当該の住民たちにちゃんと説明をして、

そこでできるならば、こういう差別の問題ですか

ら、全会一致でもう同和施策は要らないよと言っ

たことを受けて、あなた方は住民の声としてこの

議場にぶつけるべきじゃないでしょうか。そうで

ない限り、この問題はいつまでたっても、あなた

方の主張が大きなわだかまりを持ってなかなか真

の解決には至らないと、私はそのように思います。

だから、この宣言案には強く反対をいたします。

〔和気 豊君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私に答弁を要らないとい

うふうに言っておいて、私は答えるつもりだった

んですよ。しかし、答弁要らないと言っておきな



がら、あなたは答弁に答えなかったと。私はしっ

かりちゃんと項目を箇条書きにして、逐一お答え

したつもりですよ。小山さんはほとんど意見しか

言わずに、質疑らしい質疑をせずにそのまま終わ

ってるんです。こういうあり方というのはどうか

と思いますよ。私、答えるんやったら幾らでも答

えます。こんなんぐあい悪いですよ。

〔小山広明君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 何も私は答弁要りませんよ

と言っただけであって、いや、したいんだったら

したらいいんであってね、何も私は要らないよと、

何回でも同じこと返ってくるから。まともに答え

ずにすれ違って返ってくると私は受け取ったんだ

から。それでも、いや、言いたいんだったら、何

ぼでも発言の機会はあるわけやから、言ったらい

いじゃないですか。何を言っとんねや。

○議長（奥和田好吉君） そういうふうな言い合い

をしとったら切りがありませんので、今後注意を

してください。ほかにありませんか。 巴

里君。

○２２番（巴里英一君） ただいまの和気議員から

の同和行政終結宣言案に対して反対の立場で討論

いたします。

提案者も申しておりますけども、封建的身分差

別の残り物であると。昔はかすみたいな言い方さ

れたことがあると思いますが、ならば明治以前、

封建江戸時代、このときからずうっとされていた

という、もっと以前からされていたという歴史過

程があることは、もう御承知だということをおい

て申し上げます。

明治４年、御承知のように太政官布告において

の解放令が出されましたね。それ以降、平民とい

うことでなされてきた成果が決して地域のために

ならなかったということも御承知だと思います。

私たちは、そういったことがなされなかった結果

として、全国の人々が一切の差別に反対して立ち

上がって、現在の同和対策事業がなされてきた。

経過はたくさんあります。しかしながら、同和対

策審議会答申がここで大きく意見を異にしたのは、

貴党と他の党であります。そういった中で、あな

た方がそれ以後ずっと同和問題の攻撃に終始して
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きた事実があります。

先ほども小山議員が申しておりましたが、まさ

に少数者、マイノリティーの問題であります。そ

ういった意味では、マイノリティーが立ち上がる

ためには、一定の組織をし、闘わざるを得なかっ

た歴史があるということも、皆さん方も御承知の

とおりであります。その多くの方々が、血と涙と

汗の中で非常に苦しみ倒れていったことも事実で

あります。

しかしながら、この状況を見るとき、そういっ

た同和対策事業措置法においてなされた事業が、

確かに一般対策の中における事業の格差引き上げ

につながったことは事実であります。そのことを

私は全面否定するわけではありませんが、しかし

ながら、あなたのおっしゃる不公正な同和行政あ

るいは同和事業やゆがんだ同和教育、このことは

本議会において長年の先輩議員が営々として、あ

るいは理事者側が営々としてこの事業の認定をし、

築いてきたことに対して、ゆがんだという言い方

をされるということは、許しがたいことでありま

す。これは、今までの議会の議員あるいは現在お

られる議員先生方に対しても、非常に失礼な文言

であるというふうに私は断ぜざるを得ない。

そして、その事業によって一般地域との格差が

解消して社会的交流が進んでいる。それは決して

あなた方がやったわけでない。それを努力してい

る方々がやった結果であって、それを理解する多

くの方々の交流であって、決してあなた方自身が

そういった意味でやったということは、今まで言

ったことがない。

こうした意味では、部落解放同盟とあなた方は

表現しますけども、それも地域住民でありますか

ら、当然の権利として要求するのは当たり前であ

ります。特に、あなたはこの終結宣言を出されて

おりますが、あるときは部落差別と言い、部落問

題と言い、あるときはこの文章の中では同和地区

と言い、文章のいわゆる表現の一定性がないとい

う点、これはもう少し整備すべき問題ではないか

というふうに思います。

こうして過去営々と努力された個人あるいは議

会、あるいは理事者側に対して、私はこの問題は、

あなた方のおっしゃることは、現状況においては



解消してるという考え方にはなじめない。現実に

は今なお多くの方々が言うに言われぬ苦しみの中

で生き続けて、あるときは命を落としている事実

も現実にはたくさんあります。年間数百件を超え

るものが大阪府だけでもあるという現実に、あな

た方はどうして目を向けられないのか。

といったことから見ても、あなた方の阻む要因

とか疎外しているとか、啓発すべきでないとかい

うような、言わんとするところがまさに間違って

いるということを断ぜざるを得ない。垣根を取り

払いという言葉もあります。垣根をしているのは

私たちじゃないですよ。地域の人ではないですよ。

あなた方がそのことをあおり立ててる事実があり

ますからね。ビラ持ってきましょうか。まあいい

わ。

そういうことで、本提案に反対するものであり

ます。ありがとうございました。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより議員提出議案第１３号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立少数であります。よ

って議員提出議案第１３号は、否決されました。

以上をもって本日の日程は全部終了し、今期定

例会に付議された事件はすべて議了いたしました。

連日にわたり慎重なる御審議を賜り、まことにあ

りがとうございました。

これをもちまして平成１３年第２回泉南市議会

定例会を閉会いたします。御苦労さまでございま

した。

午後１０時１８分 閉会

（了）

－２９５－
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